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議案第３８号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目 国民健康保険税

１ 国民健康保険税の税率については、不均一課税とし、３年以内に統一する。
２ 課税限度額、賦課期日、算定基礎、軽減基準額については、６市町村に相違

調 整 方 針
がないため、現行のとおりとする。

３ 納期については、合併時に統一する。

現 況 調整理由・課題

１ 国民健康保険の概要
１【調整理由】

・ ６市町村の現行税率に大きな項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
格差があるため、合併時に統一

(1)被保険者等 ○被保険者数等(H14平均) ○被保険者数等(H14平均) ○被保険者数等(H14平均) ○被保険者数等(H14平均) ○被保険者数等(H14平均) ○被保険者数等(H14平均) 化を図ることによって、被保険
・一般 11,121人(58.8％) ・一般 1,174人(64.5％) ・一般 503人(55.5％) ・一般 3,370人(64.2％) ・一般 3,864人(65.3％) ・一般 2,709人(65.4％) 者に著しい混乱を生じることが
・退職 2,415人(12.8％) ・退職 185人(10.2％) ・退職 80人( 8.8％) ・退職 499人( 9.5％) ・退職 433人( 7.3％) ・退職 351人( 8.5％) 懸念されるため。
・老人 5,366人(28.4％) ・老人 460人(25.3％) ・老人 323人(35.7％) ・老人 1,382人(26.3％) ・老人 1,623人(27.4％) ・老人 1,082人(26.1％) ・ 不均一課税の期間内に財源不
・合計 18,902人 ・合計 1,819人 ・合計 906人 ・合計 5,251人 ・合計 5,920人 ・合計 4,142人 足を生じた場合は、県が設置す
○加入割合等 ○加入割合等 ○加入割合等 ○加入割合等 ○加入割合等 ○加入割合等 る国保広域化等支援基金の活用
・世帯(H14末) 55.4％ ・世帯(H14末) 62.5％ ・世帯(H14末) 64.24％ ・世帯(H14末) 61.32％ ・世帯(H14末) 65.6％ ・世帯(H14末) 57.43％ を図ることとする。
・被保険者(H14末) 40.1％ ・被保険者(H14末) 49.1％ ・被保険者(H14末) 42.5％ ・被保険者(H14末) 43.3％ ・被保険者(H14末) 47.8％ ・被保険者(H14末) 41.1％
・一世帯当たり平均被保険 ・一世帯当たり平均被保険 ・一世帯当たり平均被保険 ・一世帯当たり平均被保険 ・一世帯当たり平均被保険 ・一世帯当たり平均被保険 ２【調整理由】

者数(H14平均) 2.04人 者数(H14平均) 1.82人 者数(H14平均) 2.42人 者数(H14平均) 2.33人 者数(H14平均) 2.59人 者数(H14平均) 2.51人 ・ 課税限度額等については、各
市町村間に相違がないことから
現行どおりとする。２ 国民健康保険税

３【調整理由】項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・ ６市町村の納期に相違がある

(1)税率 ・医療費分 ・医療費分 ・医療費分 ・医療費分 ・医療費分 ・医療費分 ため、合併時までに調整するも
所得割 8.4％ 所得割 7.6％ 所得割 5.5％ 所得割 6.2％ 所得割 6.8％ 所得割 5.7％ の。
資産割 27.0％ 資産割 36.0％ 資産割 55.0％ 資産割 55.0％ 資産割 51.0％ 資産割 49.0％ 【課題】
均等割 22,000円 均等割 16,800円 均等割 15,000円 均等割 15,400円 均等割 18,000円 均等割 17,000円 ・ 納期の調整にあたっては、収
平等割 21,500円 平等割 22,800円 平等割 18,000円 平等割 23,400円 平等割 23,000円 平等割 21,800円 納率に対する影響への配慮や住

・介護分 ・介護分 ・介護分 ・介護分 ・介護分 ・介護分 民に対する周知が必要となる。
所得割 1.7％ 所得割 0.8％ 所得割 0.4％ 所得割 0.6％ 所得割 0.7％ 所得割 0.5％ また、一般税の納期との調整も
資産割 6.1％ 資産割 3.0％ 資産割 4.0％ 資産割 4.0％ 資産割 5.0％ 資産割 3.0％ 必要となる。
均等割 6,000円 均等割 6,000円 均等割 6,000円 均等割 8,000円 均等割 5､000円 均等割 5,700円
平等割 4,000円 平等割 3,600円 平等割 4,000円 平等割 3,500円 平等割 5,000円 平等割 3,800円

(2)課税限度額 ・医療分 ５３万円 ・医療分 ５３万円 ・医療分 ５３万円 ・医療分 ５３万円 ・医療分 ５３万円 ・医療分 ５３万円
【15年度】 ・介護分 ８万円 ・介護分 ８万円 ・介護分 ８万円 ・介護分 ８万円 ・介護分 ８万円 ・介護分 ８万円

(3)賦課期日 ・４月１日 ・４月１日 ・４月１日 ・４月１日 ・４月１日 ・４月１日

(4)納期 ・年８回（7・8・9・10・ ・年１０回（4・5・6・7・ ・年１０回（6・7・8・9・ ・年８回（7・8・9・10・ ・年７回（7・8・9・10・ ・年８回(4・6・7・8・9・
） ） ） ） ）11・12・1・2月 8・9・10・11・12・1月 10・11・12・1・2・3月) 11・12・1・2月 11・12・1月 10・11・12月

(5)算定基礎 ・所得割 ・所得割 ・所得割 ・所得割 ・所得割 ・所得割
旧ただし書方式 旧ただし書方式 旧ただし書方式 旧ただし書方式 旧ただし書方式 旧ただし書方式

・資産割 ・資産割 ・資産割 ・資産割 ・資産割 ・資産割
固定資産税のうち土地 ・固定資産税のうち土地 固定資産税のうち土地 固定資産税のうち土地 固定資産税のうち土地 固定資産税のうち土地

家屋分。共有資産につい 家屋に係る部分の額 家屋に係る部分の額 家屋に係る部分の額 家屋分。共有資産につい 家屋分。共有資産につい
ても賦課 ても賦課 ても賦課

(6)応能・応益 ・医療費分 ・医療費分 ・医療費分 ・医療費分 ・医療費分 ・医療費分
割 応能割 60.8％ 応能割 60.4％ 応能割 60.6％ 応能割 63.1％ 応能割 65.0％ 応能割 61.2％

応益割 39.2％ 応益割 39.6％ 応益割 39.4％ 応益割 36.9％ 応益割 35.0％ 応益割 38.8％
・介護分 ・介護分 ・介護分 ・介護分 ・介護分 ・介護分

応能割 58.6％ 応能割 42.4％ 応能割 37.4％ 応能割 39.1％ 応能割 50.9％ 応能割 52.3％
応益割 41.4％ 応益割 57.6％ 応益割 62.6％ 応益割 60.9％ 応益割 49.1％ 応益割 47.7％
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議案第３８号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目 国民健康保険税

現 況 調整理由・課題

項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(7)賦課方法 ○医療分 ○医療分 ○医療分 ○医療分 ○医療分 ○医療分
・４方式 ・４方式 ・４方式 ・４方式 ・４方式 ・４方式
・１４年度調定額 ・１４年度調定額 ・１４年度調定額 ・１４年度調定額 ・１４年度調定額 ・１４年度調定額

１人当たり 77,455円 １人当たり 74,865円 １人当たり 58,615円 １人当たり 78,630円、 １人当たり 65,293円 １人当たり 70,441円
世帯当たり 157,867円 １世帯当たり137,867円 １世帯当たり 141,614円 １世帯当たり 183,172円 世帯当たり 166,232円 世帯当たり 177,129円

○介護分 ○介護分 ○介護分 ○介護分 ○介護分 ○介護分
・４方式 ・４方式 ・４方式 ・４方式 ・４方式 ・４方式
・１４年度調定額 ・１４年度調定額 ・１４年度調定額 ・１４年度調定額 ・１４年度調定額 ・１４年度調定額

１人当たり 19,043円 １人当たり 15,145円 １人当たり 13,559円 １人当たり 18,550円 １人当たり 18,808円 １人当たり 14,259円

＊調定額は決算ベース
＊１人当たりは年間平均被
保険者数で計算

(8)軽減基準額 応益割の軽減基準額 応益割の軽減基準額 応益割の軽減基準額 応益割の軽減基準額 応益割の軽減基準額 応益割の軽減基準額
(応益割) ・６割軽減 330,000円 ・６割軽減 330,000円 ・６割軽減 330,000円 ・６割軽減 330,000円 ・６割軽減 330,000円 ・６割軽減 330,000円

・４割軽減 245,000円 ・４割軽減 245,000円 ・４割軽減 245,000円 ・４割軽減 245,000円 ・４割軽減 245,000円 ・４割軽減 245,000円



- 3 -

議案第３８号参考資料（その３）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目 国民健康保険税

現 況 調整理由・課題

○国民健康保険税のモデルケース別の各市町村現行税額（平成１６年度予定）一覧表
モデルケース名 区分１区分２

税率 (%) 税額 (円) 税率 (%) 税額 (円) 税率 (%) 税額 (円) 税率 (%) 税額 (円) 税率 (%) 税額 (円) 税率 (%) 税額 (円)
所得割 8.4 0 7.6 0 5.5 0 6.2 0 6.8 0 5.7 0

 ケース１ 資産割 27.0 0 36.0 0 55.0 0 55.0 0 51.0 0 49.0 0
医療分均等割 22,000 8,800 16,800 6,720 15,000 6,000 15,400 6,160 18,000 7,200 17,000 6,800

 所得３３万円以下 平等割 21,500 8,600 22,800 9,120 18,000 7,200 23,400 9,360 23,000 9,200 21,800 8,720
 資産なし 計 17,400 15,800 13,200 15,500 16,400 15,500
 単身世帯 所得割 1.7 0 0.8 0 0.4 0 0.6 0 0.7 0 0.5 0
 介護２号該当 資産割 6.1 0 3.0 0 4.0 0 4.0 0 5.0 0 3.0 0
 （６割軽減該当） 介護分均等割 6,000 2,400 6,000 2,400 6,000 2,400 8,000 3,200 5,000 2,000 5,700 2,280
 世帯構成比：28.5％ 平等割 4,000 1,600 3,600 1,440 4,000 1,600 3,500 1,400 5,000 2,000 3,800 1,520

計 4,000 3,800 4,000 4,600 4,000 3,800
所得割 8.4 86,520 7.6 78,280 5.5 56,650 6.2 63,860 6.8 70,040 5.7 58,710

 ケース２ 資産割 27.0 0 36.0 0 55.0 0 55.0 0 51.0 0 49.0 0
医療分均等割 22,000 88,000 16,800 67,200 15,000 60,000 15,400 61,600 18,000 72,000 17,000 68,000

 夫婦子供２人 平等割 21,500 21,500 22,800 22,800 18,000 18,000 23,400 23,400 23,000 23,000 21,800 21,800
 給与所得１３６万円 計 196,000 168,200 134,600 148,800 165,000 148,500
 資産なし 所得割 1.7 17,510 0.8 8,240 0.4 4,120 0.6 6,180 0.7 7,210 0.5 5,150
 介護２号該当１人 資産割 6.1 0 3.0 0 4.0 0 4.0 0 5.0 0 3.0 0

介護分均等割 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 8,000 5,000 5,000 5,700 5,700
 世帯構成比：8.1％ 平等割 4,000 4,000 3,600 3,600 4,000 4,000 3,500 3,500 5,000 5,000 3,800 3,800

計 27,500 17,800 14,100 17,600 17,200 14,600
所得割 8.4 140,280 7.6 126,920 5.5 91,850 6.2 103,540 6.8 113,560 5.7 95,190

 ケース３ 資産割 27.0 13,500 36.0 18,000 55.0 27,500 55.0 27,500 51.0 25,500 49.0 24,500
医療分均等割 22,000 88,000 16,800 67,200 15,000 60,000 15,400 61,600 18,000 72,000 17,000 68,000

 夫婦子供２人 平等割 21,500 21,500 22,800 22,800 18,000 18,000 23,400 23,400 23,000 23,000 21,800 21,800
 給与所得２00万円 計 263,200 234,900 197,300 216,000 234,000 209,400
 資産税５万円 所得割 1.7 28,390 0.8 13,360 0.4 6,680 0.6 10,020 0.7 11,690 0.5 8,350
 介護２号該当１人 資産割 6.1 3,050 3.0 1,500 4.0 2,000 4.0 2,000 5.0 2,500 3.0 1,500

介護分均等割 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 8,000 5,000 5,000 5,700 5,700
 世帯構成比：5.4％ 平等割 4,000 4,000 3,600 3,600 4,000 4,000 3,500 3,500 5,000 5,000 3,800 3,800

計 41,400 24,400 18,600 23,500 24,100 19,300
所得割 8.4 14,280 7.6 12,920 5.5 9,350 6.2 10,540 6.8 11,560 5.7 9,690

 ケース４ 資産割 27.0 27,000 36.0 36,000 55.0 55,000 55.0 55,000 51.0 51,000 49.0 49,000
医療分均等割 22,000 26,400 16,800 20,160 15,000 18,000 15,400 18,480 18,000 21,600 17,000 20,400

 夫婦２人 平等割 21,500 12,900 22,800 13,680 18,000 10,800 23,400 14,040 23,000 13,800 21,800 13,080
 年金所得５０万円 計 80,500 82,700 93,100 98,000 97,900 92,100
 資産税１０万円 所得割 1.7 2,890 0.8 1,360 0.4 680 0.6 1,020 0.7 1,190 0.5 850
 介護２号該当２人 資産割 6.1 6,100 3.0 3,000 4.0 4,000 4.0 4,000 5.0 5,000 3.0 3,000
 （４割軽減該当） 介護分均等割 6,000 7,200 6,000 7,200 6,000 7,200 8,000 9,600 5,000 6,000 5,700 6,840
 世帯構成比：5.1％ 平等割 4,000 2,400 3,600 2,160 4,000 2,400 3,500 2,100 5,000 3,000 3,800 2,280

計 18,500 13,700 14,200 16,700 15,100 12,900

渋　川　市 伊　香　保　町 小　野　上　村 子　持　村 赤　城　村 北　橘　村
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議案第３８号参考資料（その４）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目 国民健康保険税

現 況 調整理由・課題

３ 先進地事例

西 東 京 市 さ い た ま 市 さ ぬ き 市

賦課方式は、田無市の例により「保険料」とす 保険税は、国民健康保険事業の健全で円滑な運
る。 営を確保することができる額にて統一を図る。

保険料率は、田無市の例による。ただし、合併 納税義務の発生、消滅等に伴う賦課及び督促手
特例法第10 条の規定を適用し、合併する年度はそ 数料、保険給付事業、疾病予防については、現行
れぞれ現行の税率及び料率を採用する。なお、新 のとおりとする。
市において国民健康保険運営委員会を設置するも 軽減割合は、７割軽減・５割軽減・２割軽減を
のとする。 適用することとする。

納期は、田無市の例による。ただし、合併する 納期は、保険税額を考慮し、適正な納期で統一
年度については、それぞれ旧市の例による。 を図る。

納期前納付報奨金は廃止で統一する。

宗 像 市 東 か が わ 市 山 県 市

賦課方式については、所得割、平等割、均等割 国民健康保険税については、合併時に統一した
の３方式とする。 税率等を適用する。この場合、応益割合（均等割

保険税（介護保険の第２号被保険者の保険税を 額、平等割額）が、４５％以上５５％未満となる
含む）については、両市町の療養給付費等の支出 よう調整する。
を推計し、必要な負担額を算出した上で、新市に 平成１５年度の医療保険分については、１人当
おいて税率を定める。 たり保険税額が７７，０００円から７８，０００

賦課期日については、両市町に相違がないため 円となるよう調整する。ただし、所得金額、保険
現行のとおりとする。 給付費等の動向により再検討する。

納期については、８期とする。 平成１５年度の介護保険分については、１人当
滞納者に対する取扱いについては、国民健康保 たり保険税額が１５，０００円から１６，０００

険法による取扱いを行う。 円となるよう調整する。ただし、所得金額、介護
給付金等の動向により再検討する。

国民健康保険税は、国民健康保険事業の健全で
円滑な運営を確保するための適正な負担額となる
よう最高５年間で調整する。

賦課方式、軽減割合、課税限度額、賦課期日及
び納期については、現行のとおりとする。

【関係法令】

○群馬県国民健康保険広域化等支援基金条例（抜粋）
（設置）
第２条 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７５条の２の規定により、国

民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化（以下「広域化等」
という ）に資する事業に必要な費用に充てるため、群馬県国民健康保険広域化等支援。
基金（以下「基金」という ）を設置する。。
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議案第３８号参考資料（その５）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目 給付事業

１ 出産育児一時金については、渋川市の例による。
２ 葬祭費は、６市町村に相違がないため、現行のとおりとする。

調 整 方 針 ３ 高額療養費貸付制度については、渋川市、小野上村、子持村、赤城村及び北
橘村の例により、出産費等資金貸付制度については、渋川市の例による。

また、新市においては、いずれも統合後の社会福祉協議会に事務委託する。

現 況 調整理由・課題

１ 相対的任意給付の状況
１【調整理由】

・ 出産育児一時金は、人口比率項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
の高い渋川市の支給額を引き下

(1)出産育児 ・１件３３万円 ・１件３０万円 ・１件３０万円 ・１件３０万円 ・１件３０万 ・１件３０万円 げることは、少子化対策推進の
一時金 ・８７件 ・５件 ・１件 ・２４件 ・２５件 ・１６件 観点から適当でないため。

【H14年度】
【課題】

(2)葬祭費 ・１件５万円 ・１件５万円 ・１件５万円 ・１件５万円 ・１件５万円 ・１件５万円 ・ 平成14年度の実績で、213万
【H14年度】 ・３１２件 ・２７件 ・１４件 ・７８件 ・８２件 ・４９件 円の経費増(71件×3万円)とな

る。

２ 高額医療費貸付制度等の状況
３【調整理由】

・ 高額医療費貸付制度は、伊香項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
保町を除く５市町村で実施し、

(1)高額療養費 ・(社)渋川市社会福祉協議 ・町独自制度なし ・(社)小野上村社会福祉協 ・(社)子持村社会福祉協議 ・(社)赤城村社会福祉協議 ・(社)北橘村社会福祉協議 出産費等資金貸付制度は、渋川
貸付制度 会に委託 議会に委託 会に委託 会に委託 会に委託 市のみで実施しているが、すで

【H14年度】 ・委託件数：２５件 ・委託件数：０件 ・委託件数：１件 ・委託件数：０件 ・委託件数：５件 に制度を導入している市町村の
例によることとする。

(2)出産費等資 ・渋川市社会福祉協議会に ・該当なし ・該当なし ・該当なし ・該当なし ・該当なし
金貸付制度 委託 【課題】

【H14年度】 ・委託件数：３件 ・ 合併後の課題として、受領委
任払い制度の導入など、制度の
あり方を検討する必要がある。

３ 先進地事例

西 東 京 市 さ い た ま 市 さ ぬ き 市

高額療養費資金貸付については、新市において
。 、 、も実施する なお 基金の額は15,000,000 円とし

貸付額は現行のとおりとする。

宗 像 市 東 か が わ 市 山 県 市

、保険給付事業の一部負担金及び出産育児一時金 国民健康保険療養給付費一部負担金については
については、３町に相違がないため、現行どおり 現行のとおりとする。
新町に引き継ぎ、葬祭費については、４０，００ 出産育児一時金については、現行のとおりとす
０円とする。 る。

葬祭費については、５０，０００円とする。
高額療養費支払資金貸付事業については、高額

療養費支給金額の９割相当額まで貸付を行うもの
とする。
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議案第３８号参考資料（その６）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目 保健事業

１ 国保直営診療所運営事業費については、当分の間存続するものとし、合併後
において、統廃合等の検討を行う。

２ ２４時間電話健康相談については、渋川市及び伊香保町の例により、継続し
調 整 方 針

て実施する。
３ 国保人間ドック検診費助成については、渋川市の例による。ただし、脳ドッ

クについては、３年に１回の助成とする。

現 況 調整理由・課題

１ 保健事業の状況
１【調整理由】

・ 国保直営診療所は、赤城村の項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
みに設置されているが、平成14

(1)国保直営 なし なし なし なし ・２箇所あり（南診療所、 なし 年度における南及び北診療所の
、 、診療所 北診療所） 合計年間診療件数は 6,830件

・北診療所はへき地診療所 延べ診療日数は、9,152日と実
の指定を受けている。 績があるため、当分の間、存続

・財政は、国保特別会計を するものとする （１日あたり。
、 、設置し、国補助金（特別 受診者数は 南診療所が約20人

調整交付金）及び一般会 北診療所が約12人となってい
計からの繰入金を財源と る ）。
している。

【課題】
(2)健康相談 ・電話健康相談 ・電話健康相談 ・健康相談 ・健康教室開催 ・該当なし ・該当なし ・ 一般会計からの繰入補てんが

【H14年度】 ２４時間態勢の電話によ ２４時間態勢の電話によ 月１回保健ｾﾝﾀｰにて実施 年間約７千万円に上るなどの経
る健康相談窓口の設置。 る健康相談窓口の設置。 費負担があり、渋川総合病院と

・相談件数：3,751件 ・相談件数：91件 の統廃合についても検討する必
（H14年5月より） 要がある。

(3)国保人間ﾄﾞｯ ・対象者 ・対象者 ・該当なし ・対象者 ・対象者 ・対象者
ｸ検診費助成 国保被保険者で、国保税 国保被保険者 （一般会計で実施） 国保被保険者 国保被保険者で国保税完 国保被保険者で国保税完 ２【調整理由】

【H14年度】 完納世帯 （保険税納付要件はなし） 納世帯 納世帯 ・ 現在、渋川市と伊香保町で国
・件数：２４１件 ・件数 ２３件 ・件数 １２０件 ・件数 ２９０件 ・件数１２０件 庫補助を受けて実施している
・日帰りのみ ・日帰り･１泊 ・日帰りのみ ・日帰りのみ ・日帰りのみ が、地域住民にも年々浸透して
・助成額 ・助成額 25,000円ただし ・本人負担額 12,000円 ・助成金 ・助成金 きており、住民に対する日頃の

検診費の２／３で2,5000 滞納者については助成額 検診費の10,000円を超 11.000円を超えた額（上 健康指導及び緊急時の対応等を
円を限度とする。ただ の一部を税に充当する。 えた額。ただし、25,000 限なし） 考慮すると、その必要性は大き

し、15年度において制度 円を限度とする。 いため。
を見直し、１泊ﾄﾞｯｸと脳
ﾄﾞｯｸを追加。 【課題】

・ 委託料は国保被保険者数に応
じて決められることから、経費
増につながる。当面は国庫補助２ 財政影響額
の対象となっているが、助成期

(1)健康相談委託料（２４時間電話健康相談） (2)国保人間ドック検診費助成額 間が切れた後は全額市町村負担
（合併後の電話分を、14年度被保険者数から推計） （単位：千円） （単位：円） となる （渋川市における助成。

期間は、平成14年度から平成18
項 目 渋 川 市 伊香保町 ４ 町 村 合 計 項 目 渋 川 市 伊香保町 小野上村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村 合 計

年度までの５年間）
電話相談分 4,172 724 0 現 行 5,829,600 571,000 1,594,800 2,757,700 7,462,300 2,934,600 21,150,000

現 行 5,001
FAX相談分 105 0 0 合併後 （各市町村の総助成件数に受診割合から件数を求め、上限を乗じて得た額） 21,530,000 ３【調整理由】

・ 人間ドックは、医療費抑制の
電話相談分 6,858 影 響 額 380,000 観点から最も効果が期待できる

合併後 6,963 保健事業の一つであり、充実さ
FAX相談分 105 せていく必要があるため。

影 響 額 1,962 【課題】
・ 経費増につながる。指定医療

※当事業は、現在国庫補助の対象となっていることから、当面は市町村の負担はない。 機関の拡大等の検討が必要とな
（助成期間は、渋川市・伊香保町ともに平成１４年度から１８年度までの５年間 ） る。。
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議案第３８号参考資料（その７）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目 保健事業

現 況 調整理由・課題

３ 先進地事例

西 東 京 市 さ い た ま 市 さ ぬ き 市

国民健康保険事業については、被保険者に対す 保健事業と健康教育については、現在実施して
、 。るサービスの均一化や負担の公平に留意し、速や いる町に準じて 新市においても行うこととする

かに統一するものとする。 ただし、実施内容については、統一を図る。
人間ドック補助は、新市においても実施する。

ただし、実施形態及び補助額等については、統一
を図る。

宗 像 市 東 か が わ 市 山 県 市

保健事業については、現行どおり引き継ぎ、新 成人病予防健診料助成事業については、助成額
町において調整する。 を１件につき１０，０００円とし、年齢制限は設

けないものとする。
無受診世帯表彰にあっては、１世帯につき５，

０００円相当の記念品を進呈する。ただし、被保
険者の人数加算は、行わないものとする。
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議案第３８号参考資料（その８）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目 福祉医療助成事業

１ 福祉医療助成事業については、現行のサービス水準をふまえ、合併時に調整
調 整 方 針 することとする。

現 況 調整理由・課題

１ 福祉医療助成事業の状況
１【調整理由】

・ 各市町村とも制度に相違があ項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
るが、福祉政策として、いずれ

助成事業 市費単独 町費単独 村費単独 村費単独 村費単独 村費単独 の項目についてもサービスを低
(単独事業) ・心身障害者 身障３級 ・乳幼児 7歳の年度末ま ・乳幼児 未就学児全診療 ・乳幼児 未就学児全診療 ・乳幼児 未就学児全診療 ・心身障害者 身障３級 下させることは適当でないため
【H14年度】 知的障害者療育手帳B で（小学1年）の全診療 ・精神法３２条適用者通院 ・精神法３２条適用者通院 ・乳幼児 ７歳未満児全診

（IQ７０以下） 療 【課題】
・乳幼児 未就学児全診療 ・母子･ 父子家庭 ・ 経費増につながる。
・母子･ 父子家庭 所得制限なし

所得税５万円未満
・精神法32条適用者通院
・助成総額：97,039千円 ・助成総額：3,498千円 ・助成総額：2,218千円 ・助成総額：12,510千円 ・助成総額：17,797千円 ・助成総額：20,696千円
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議案第３８号参考資料（その９）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 21 国民健康保険事業の取扱いに関すること 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

【関係法令】
○地方税法（抜粋） （所得控除）

（国民健康保険税） 第３１４条の２ 第１項省略
第７０３条の４ 国民健康保険を行う市町村（一部事務組合又は広域連合を設けて国民 ２ 市町村は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した

健康保険を行う場合においては、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から33万円を控除するものとする。
村）は、国民健康保険に要する費用（老人保健法 の規定による拠出金及び介護保険法 第３項～第１３項省略
の規定による納付金の納付に要する費用を含むものとし、国民健康保険を行う一部事
務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該一部事務組合又は広域連
合の国民健康保険に要する費用（老人保健法 の規定による拠出金及び介護保険法 の ○地方税法施行令（抜粋）
規定による納付金の納付に要する費用を含む の分賦金とする 次項において同じ （国民健康保険税の減額）。） 。 。）
に充てるため、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し、国民健康保険税を課す 第５６条の８９ 法第７０３条の５第１項に規定する政令で定める金額は、国民健康保
ることができる。 険の被保険者一人について245,000円とする。

第２項～第４項省略 ２ 法第７０３条の５第１項に規定する基準は、次のとおりとする。
５ 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち一般被保険者に係る基礎課税額 1．減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額（世帯別平等割額を課さない市町

は、前項の表の上欄に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、一般被保険者である世 村においては、被保険者均等割額）について行うこと。
帯主及びその世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険 2．減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税
者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。この場合において、一般被保険者と に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ
退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世 それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする。 イ 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が法第

第６項～第１１項省略 314条の２第２項に規定する金額を超えない世帯
１２ 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち退職被保険者等に係る基礎課 (1)から(3)までに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める
税額は、当該市町村における一般被保険者に係る国民健康保険税についての第四項の表 割合
の上欄に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、退職被保険者等である世帯主及びその (1) 前年度又は当該年度における法第７０３条の４第４項の被保険者均等割総額

（ 、世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又 及び世帯別平等割総額の合算額 世帯別平等割額を課さない市町村においては
は世帯別平等割額の合算額（退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場 被保険者均等割総額）の一般被保険者（国民健康保険法（昭和33年法律第192
合にあつては、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額）とする。 号）第８条の２に規定する被保険者以外の国民健康保険の被保険者をいう ）。

（ 「 」 。）第１３項～第１６項省略 に係る国民健康保険税の基礎課税総額に対する割合 以下 応益割合 という
１７ 第５項又は第１２項の基礎課税額（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世 が100分の45以上100分の55未満の市町村

帯に属する場合には、第５項の基礎課税額と第１２項の基礎課税額との合算額）は、 10分の７
５３万円を超えることができない。 (2) 前年度及び当該年度における応益割合が100分の35未満の市町村

第１８項～第１９項省略 10分の５
２０ 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち介護納付金課税額は、前項の (3) (1)及び(2)に掲げる市町村以外の市町村

表の上欄に掲げる標準介護納付金課税総額の区分に応じ 介護納付金課税被保険者 国 10分の６、 （
民健康保険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保険者であるもの ロ イに掲げる世帯以外の世帯
をいう。以下同じ ）である世帯主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につ (1)から(3)までに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める。
き算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とす 割合
る。 (1) 前年度又は当該年度における応益割合が100分の45以上100分の55未満の

第２１項～第２５項省略 市町村
２６ 第２０項の介護納付金課税額は、80,000円を超えることができない。 10分の５
第２７項省略 (2) 前年度及び当該年度における応益割合が100分の35未満の市町村

10分の３
（国民健康保険税の減額） (3) (1)及び(2)に掲げる市町村以外の市町村

第７０３条の５ 市町村は、国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に 10分の４
属する国民健康保険の被保険者につき算定した第３１４条の２第１項に規定する総所 第３項～第５項省略
得金額（青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第３１３条第３項、第
４項又は第５項の規定を適用せず、また、所得税法第５７条第１項、第３項又は第４
項の規定の例によらないものとする。以下本条中山林所得金額の算定について同様と
する ）及び山林所得金額の合算額が、第３１４条の２第２項に規定する金額に当該世。
帯に属する国民健康保険の被保険者（当該納税義務者を除く ）の数に応じて政令で定。
める金額を加算した金額を超えない場合においては、政令で定める基準に従い当該市
町村の条例で定めるところによつて、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割
額又は世帯別平等割額を減額するものとする。

第２項省略
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議案第３９号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-9 ごみ処理事業の取扱い 関 係 項 目

１ 家庭系一般廃棄物の排出、収集運搬については、現行のとおりとし、新市 ３ 一般廃棄物の処理業の許可及び指導に関することについては、合併時に統
において調整する。 一する。

調 整 方 針 ２ 資源ごみ集団回収事業については、合併後速やかに調整し、生ごみ減量化
容器等購入費補助制度については、渋川市及び北橘村の例による。

現 況 調整理由・課題

１ 家庭系一般廃棄物の排出について
１【調整理由】

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村 ・ 家庭系一般廃棄物の排出、収
集運搬については、収集頻度、

(1)ごみの収集 ・可燃ごみ 週２回 ・可燃ごみ 週２回 ・可燃ごみ 週２回 ・可燃ごみ 週２回 ・可燃燃ごみ 週２回 ・可燃ごみ 週２回 収集方法、指定袋の取扱い等相
頻度 ・不燃ごみ 月２回 ・不燃ごみ 週１回 ・不燃ごみ 月１回 ・不燃ごみ 月１回 ・不燃ごみ 月２回 ・不燃ごみ 月２回 違があるので新市において調整

・粗大ごみ 年４回 ・粗大ごみ 月２回 ・粗大ごみ 年2回 ・粗大ごみ 年１回 ・粗大ごみ 年１回 ・粗大ごみ 年２回 する必要がある。
（予め役場に申し込む） ※１世帯２台まで、申し 【課題】

込みにより収集 ・ 収集頻度については、行政サ
・リサイクルごみ 月２回 ・リサイクルごみ 月２回 ・リサイクルごみ 月１回 ・リサイクルごみ 月１回 ・リサイクルごみ 月２回 ・リサイクルごみ 月１回 ービスの公平性の確保や地域に

・不燃ごみ全村収集年２回 おける現在に至る経緯等に配慮
し調整する必要があることから

(2)集積所箇所 ・可燃ごみ ７２３か所 ・可燃ごみ １６１か所 ・可燃ごみ ４４か所 ・可燃ごみ １１１か所 ・可燃ごみ ８６か所 ・可燃ごみ ６０か所 統一には時間を要することが考
数 ・不燃ごみ ４６９か所 ・不燃ごみ １６１か所 ・不燃ごみ ４４か所 ・不燃ごみ ６８か所 ・不燃ごみ ８６か所 ・不燃ごみ ２６か所 えられる。

・粗大ごみ ４４か所 ・粗大ごみ 軒先収集 ・粗大ごみ ４か所 ・粗大ごみ １６か所 ・粗大ごみ ２２か所 ・粗大ごみ １６か所 ・ 指定ゴミ袋の取扱い主体、販
・リサイクルごみ ・リサイクルごみ ・リサイクルごみ ・リサイクルごみ ・リサイクルごみ ・リサイクルごみ 売手数料、関係団体との調整や

４４０か所 ６２か所 ３０か所 ６７か所 ２２か所 １６か所 販売価格とごみ有料化の課題等
・不燃ごみ全村収集 検討をする必要がある。

７１か所
２【調整理由】

(3)指定袋等 ○名称 ○名称 ○名称 ○名称 ○名称 ○名称 ・ 資源ごみ集団回収団体への報
・渋川市指定ごみ持ち出し ・伊香保町指定ごみ持ち出 ・小野上村指定ごみ持ち出 ・子持村指定ごみ持ち出し ・赤城村指定ごみ持ち出し ・北橘村指定ごみ袋 奨金、回収業者への補助金や生

袋及びシール し袋及びシール し袋 袋 シール及び袋 ごみ減量化容器等購入補助金に
○採用目的 ○採用目的 ○採用目的 ○採用目的 ○採用目的 ○採用目的 相違がみられるため、制度を統
・自治会名と氏名を記入さ ・分別と排出責任 ・行政区・氏名を記入させ ・自治会名と氏名を記入さ ・行政区と氏名を記入させ ・氏名を記入させ分別と排 一する必要がある。

せ分別と排出責任を持た 分別と排出責任 せ分別と排出責任 分別と排出責任 出責任 【課題】
せる。 ・ 各市町村とも、資源ごみ収集

○取扱主体 ○取扱主体 ○取扱主体 ○取扱主体 ○取扱主体 ○取扱主体 に係る地域性と歴史がある中、
・作成：渋川市環境衛生推 ・作成：伊香保町 ・作成：小野上村 ・作成：子持村 ・赤城村保健衛生組合での ・作成：北橘村 複数の回収業者の扱いが課題で

進協議会で作成 ・金銭 ・金銭：小野上村 ・金銭：子持村商工会 扱い ・金銭：北橘村 ある。
・金銭：協議会で実施
○普及（販売）の方法 ○普及（販売）の方法 ○普及（販売）の方法 ○普及（販売）の方法 ○普及（販売）の方法 ○普及（販売）の方法 ３【調整理由】
・衛生支部による全戸斡旋 ・町内商店で販売 ・村内指定店(５店)で販売 ・子持村商工会を通じて村 ・販売店：村内３７店 ・販売店：１９店 ・ 許可手数料等に相違があるた

回覧年２回 内商店で販売 村外 １店 め、統一が必要である。
・承認店の商店販売 【課題】
・協議会窓口販売 ・ 一般廃棄物の処理は市町村固

有の事務であるため条例の整備
○指定袋等の種類と販売価 ○指定袋等の種類と販売価 ○指定袋等の種類と販売価 ○指定袋等の種類と販売価 ○指定袋等の種類と販売価 ○指定袋等の種類と販売価 が必要となる。

格 格 格 格 格 格
・可燃ごみ（乳白色ＰＥ） ・可燃ごみ ・可燃ごみ（乳白色ＰＥ） ・可燃ごみ（乳白色ＰＥ） ・燃えるごみ持ち出しシール ・可燃ごみ（乳白色ＰＥ）

大 800×600×0.035 大１０枚入り３００円 大１０枚入り２００円 大２０枚入り２６０円 1ｾｯﾄ(30 ) １５０円 大 800×450×0.035枚
２０枚入り２００円 ３０枚入り９００円

【 】１６年度から廃止予定
小 650×400×0.035 小１０枚入り２２０円 小１０枚入り１５０円 小２０枚入り１８０円 ※H１６年度から燃えるご 小 670 ×330×0.035
２０枚入り１２０円 みも指定袋で対応する予定 ３０枚入り６００円

・不燃ごみ（透明ＰＥ） ・不燃ごみ ・不燃ごみ（透明ＰＥ） ・不燃ごみ 乳白色ＰＥ ・燃えないごみ持ち出し袋 ・不燃ごみ（透明ＰＥ）（ ）
大 800×600×0.035 大１０枚入り３００円 大１０枚入り２００円 大２０枚入り３００円 1ｾｯﾄ(30 ) ３００円 大 800×450×0.04枚
２０枚入り２００円 ３０枚入り９００円

小１０枚入り２２０円
小 650×400×0.035
２０枚入り１２０円

・燃えないごみシール ・燃えないごみシール ・燃えないごみシール ・燃えないごみシール ・燃えないごみシール ・燃えないごみシール
１シート１０枚綴りで なし なし なし なし なし
１００円
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議案第３９号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-9 ごみ処理事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

・粗大ごみ持ち出しシール ・粗大ごみシール ・粗大ごみ持ち出しシール ・粗大ごみ持ち出しシール ・粗大ごみ持ち出しシール ・粗大ごみ持ち出しシール
１シート６枚綴りで １枚 ２００円 無料回収 １０枚入 １５０円 無料回収 １枚５００円
９０円 カードにより年１回２点 衛生組合に納入し、組合

まで無料回収実施 役員でとりまとめ実施

○販売手数料等の交付 ○販売手数料等の交付 ○販売手数料等の交付 ○販売手数料等の交付 ○販売手数料等の交付 ○販売手数料等の交付
・支部回覧 ・袋(大) １枚につき５円 ・袋(大)１枚につき３円 手数料：商工会 ・販売商店 ・衛生組合には粗大ごみ

袋１枚につき１円 ・袋(小) １枚につき３円 ・袋(小)１枚につき2.5円 販売手数料：２円 １枚 のとりまとめが収入と（ ）
シール１枚１０円 ・粗大ｼｰﾙ１枚につき34円 なる
商店注文3,000円/１回

・販売商店
袋１枚につき１円
シール１枚１０円

○利潤等の扱い ○利潤等の扱い ○利潤等の扱い ○利潤等の扱い ○利潤等の扱い ○利潤等の扱い
協議会で一切の扱いであ ごみ袋の販売料金はごみ 村一般会計への収入 袋作成は村であるが、収 組合で一切の扱いであ 村手数料収入
り、協議会収入となる 処理手数料となる 入はなし り、組合の収入となる

○有料化であるか ○有料化であるか ○有料化であるか ○有料化であるか ○有料化であるか ○有料化であるか
有料化ではない。 有料化である。 有料化である。 有料化でない。 有料化ではない。 有料化である。

取扱主体：村
上記単価金額の１割を取
扱手数料として、販売店
へ支払い

○指定袋の購入先 ○指定袋の購入先 ○指定袋の購入先 ○指定袋の購入先 ○指定袋の購入先 ○指定袋の購入先
渋川包装(株)(渋川市) 井上ビニール(株) 青木薬品(株) 青木薬品(株) ・燃えるごみ 青木薬品㈱

・燃えるごみ ・燃えるごみ(乳白色ＰＥ 井上ビニール(株) （指名競争入札））
（大）レジ袋１枚5.6円 (大) １枚10円 ・燃えないごみ

耳袋 １枚5.5円 (小) １枚不明 青木薬品(株) （平成15年4月1日現在）
）（小） １枚3.7円 ・燃えないごみ(透明ＰＥ

・燃えないごみ (大) １枚11円
（大） １枚6.35円
（小） 不明
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議案第３９号参考資料（その３）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-9 ごみ処理事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

２ 家庭系一般廃棄物の収集運搬

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1)収集の体制 ・可燃ごみ：直営と委託 ・可燃ごみ：委託 ・可燃ごみ：委託 ・可燃ごみ：委託 ・可燃ごみ：委託 ・可燃ごみ：委託
・不燃ごみ：委託 ・不燃ごみ：委託 ・不燃ごみ：委託 ・不燃ごみ：委託 ・不燃ごみ：委託 ・不燃ごみ：委託
・リサイクルごみ：委託 ・リサイクルごみ：直営 ・リサイクルごみ：委託 ・リサイクルごみ：委託 ・リサイクルごみ：委託 ・リサイクルごみ：委託
・粗大ごみ：直営 ・粗大ごみ：直営 ・粗大ごみ：委託 ・粗大ごみ：委託 ・粗大ごみ：委託 ・粗大ごみ：委託

(2)直営の体制 ○業務の範囲 ○業務の範囲 なし なし なし なし
等 ・可燃ごみ収集６台のう ・粗大ごみ、リサイクル

ち３台分実施 ごみ、資源ごみ収集を
・粗大ごみ収集を水曜日 実施

に実施 ・不法投棄パトロール・
・牛乳パック回収や不法 撤去など実施

投棄パトロール・撤去
など実施

○人員数 ○人員数
・収集 職員６人 嘱託２人

臨職３人
・管理 嘱託１人
○車両数 ○車両数
・パッカー車 ４台 ・１ｔトラック １台
（うち予備１台） ・軽ダンプ １台

・粗大ごみ車 １台
・２ｔダンプ １台
・軽トラック １台
・軽貨物 １台
○施設 ○施設

清掃管理事務所 リサイクルごみストック
市内中村８３５ ヤード（ ）

○直営収集費用 ○直営収集費用
179,768,000円 (施設管理等一切含む)
(施設管理等一切含む) 5,053,000円

(3)可燃ごみ委 ○集積所1/2 の３６０か所 ○集積所 １６１か所 ○集積所 ４４か所 ○集積所 １１１か所 ○集積所 ８６か所 ○集積所 ６０か所
託等の体制 ○週２回の収集 ○週２回の収集 ○週２回の収集 ○週２回の収集 ○週２回の収集 ○週２回の収集

月木地区と火金地区 月木地区と火金地区 月金 月木地区と火金地区 月木地区と火金地区 火金地区のみ
○委託業者名 ○委託業者名 ○委託業者名 ○委託業者名 ○委託業者名 ○委託業者名

（ ）(有)衛掃（渋川市） 伊香保運送 後藤利久（子持村） 阿久津大吉（子持村） 荒井新一 ①(有)東峰産業 北橘村
後藤利久 ②阿久津大吉（子持村）

○委託概要 ○委託概要 ○委託概要 ○委託概要 ○委託概要 ○委託概要
２トン車３台で３人乗 パッカー車２台で２人 ２台２人乗車で収集運 ２台２人乗車で収集運 収集車 ５台 ２台
車で収集運搬 乗車で収集運搬 搬 搬 収集車及び運搬車１台につ

き１人のため人員に余裕は
ないと思われる。

○委託費用 ○委託費用 ○委託費用 ○委託費用 ○委託費用 ○委託費用
57,559,000円 年額 25,889,784円 年額 4,020,000円 月額 1,205,000円 年額 12,000,000円 ①月額 396,900円
(Ｈ15年度契約額) （可燃・不燃合計） （可燃・不燃合計） （Ｈ１５年度契約額 (可燃・不燃合計) ②月額 189,000円

可燃・不燃合計） (2業者各6,000,000円) (可燃・不燃合計)
○契約方法 ○契約方法 ○契約方法 ○契約方法 ○契約方法 ○契約方法

随意契約（下水道普及 随意契約 随意契約 随意契約 随意契約 随意契約
に伴う救済措置）
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議案第３９号参考資料（その４）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-9 ごみ処理事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(4)不燃ごみ委 ○集積所 ４６９か所 ○集積所 １６１か所 ○集積所 ４４か所 ○集積所 ６８か所 ○集積所 ８６か所 ○集積所 ２６か所
託等の体制 ○月２回の収集 ○週１回の収集 ○月１回の収集 ○月１回の収集 ○月２回の収集 ○月２回の収集

２週間で一巡 年２回全村収集７１か所
○委託業者名 ○委託業者名 ○委託業者名 ○委託業者名 ○委託業者名 ○委託業者名

北群馬再生資源(協) 伊香保運送 後藤利久（子持村） 阿久津大吉（子持村） 荒井新一 (有)東峰産業(北橘村)
（渋川市） 後藤利久 阿久津大吉（子持村）

○委託概要 ○委託概要 ○委託概要 ○委託概要 ○委託概要 ○委託概要
２トン車２台で２人乗 パッカー車２台で２人 １台２人乗車で収集運 ２台２人乗車で収集運 収集車 ５台 ２台
車で収集運搬 乗車で収集運搬 搬 搬 収集車及び運搬車１台につ

き１人のため人員に余裕は
ないと思われる。

○委託費用 ○委託費用 ○委託費用 ○委託費用 ○委託費用 ○委託費用
22,932,000円 年額 25,889,784円 年額 4,020,000円 月額 1,205,000円 年額 12,000,000円 月額 396,900円
（Ｈ15年度契約額） （可燃・不燃合計） （可燃・不燃合計） （Ｈ１５年度契約額 (可燃・不燃合計) 月額 189,000円

年額 520,000円 可燃・不燃合計） (可燃・不燃合計)
（年２回全村収集）

○契約方法 ○契約方法 ○契約方法 ○契約方法 ○契約方法 ○契約方法
入札（見積合せ） 随意契約 随意契約 随意契約 随意契約 随意契約

(5)リサイクル ○集積所 ４４０か所 ○集積所 ６２か所 ○集積所 ３０か所 ○集積所 ６７か所 ○集積所 ２２か所 ○集積所 １６か所
ごみ委託等 ○月２回の収集 ○月２回の収集 ○月１回の収集 ○月１回の収集 ○月２回の収集 ○月１回の収集
の体制 ２週間で一巡

○委託業者名 ○委託業者名 ○委託業者名 ○委託業者名 ○委託業者名
(有)衛掃（渋川市） 後藤利久（子持村） 阿久津大吉（子持村） 荒井新一 (有)東峰産業(北橘村)

阿久津大吉（子持村）
○委託概要 ○委託概要 ○委託概要 ○委託概要 ○委託概要

１回公共施設に集め、 １台２人乗車で収集運 ２台２人乗車で収集運 １台２人乗車で収集運 ２台
大型車で運搬 搬 搬 搬
午前中に回収運搬、午
後２時以降に翌日分設
置
夏場：車両５台

人員６人
冬場：車両５台

人員５人
○委託費用 ○委託費用 ○委託費用 ○委託費用 ○委託費用

40,194,000円 年額 1,200,000円 月額 1,205,000円 年額 3,600,000円 月額 175,140円
（Ｈ15年契約額） （Ｈ１５年度契約額 月額 58,380円

可燃・不燃合計）
○契約方法 ○契約方法 ○契約方法 ○契約方法 ○契約方法

随意契約 随意契約 随意契約 随意契約 随意契約

(6)粗大ごみ委 ○集積所 ４４か所 ○軒先回収 ○集積所 ４か所 ○集積所 １６か所 ○集積所 ２２か所 ○集積所 １６か所
託等の体制 ○年４回の収集 ○月２回の収集 ○年２回の収集 ○年１回の収集 ○年１回の収集 ○年２回の収集（計９回）

毎週水曜日実施
○委託業者名 ○委託業者名 ○委託業者名 ○委託業者名 ○委託業者名 ○委託業者名

直営で実施 直営で実施 後藤利久（子持村） 阿久津大吉 荒井新一 (有)東峰産業(北橘村)
粗大ごみ車1台 事前予約制度
ダンプ1台
軽トラ1台 ○委託概要 ○委託概要 ○委託概要 ○委託概要

２台２人乗車で収集運 ２台２人乗車で収集運 ２台２人で収集運搬 ２台
搬 搬

○委託費用 ○委託費用 ○委託費用 ○委託費用
年額 520,000円 月額 1,205,000円 自動車借上料 １回 63,525円

（Ｈ１５年度契約額 年額 2,880,000円
可燃・不燃合計）

○契約方法 ○契約方法 ○契約方法 ○契約方法
随意契約 随意契約 随意契約 随意契約
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議案第３９号参考資料（その５）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-9 ごみ処理事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

３ ごみ減量に関すること

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1)資源ごみ集 ○資源ごみ集団回収事業 ○資源ごみ集団回収事業 ○資源ごみ集団回収事業 ○資源ごみ集団回収事業 ○資源ごみ取扱報奨金交付 ○資源ごみ集団回収事業
団回収事業 制度（村）

・実施団体数 ・実施団体数 ・実施団体数 ・実施団体数 ・実施団体数 ・実施団体数
登録団体５０団体 協力団体１２団体 ・協力団体１団体(小学校 登録団体 ２１団体 １６団体（育成会等・ １団体（NPO）
（自治会、育成会、老 PTA) H１４年度）

、 ）人会 ボランティア
・回収業者と日程等協議 ・回収業者と日程等協議 ・回収業者と登録団体で日 ・回収団体と覚書の交換

程調整
・報奨金 ・報奨金 ・報奨金 ・報奨金 ・報奨金 ・報奨金

品目に限定せず、１kg ビン、缶類が 1kg当たり８円 １kg当たり８円 古紙・布類 ８円/kg １㎏当り８円を補助
当たり１０円を交付 １kg当たり３円補助 ビン・缶類 ４円/kg

１kg当たり５円補助
・１４年度回収量 ・１４年度回収量 ・１４年度回収量 ・１４年度回収量 ・１４年度回収量 ・１４年度回収量

3,077,683kg 89,786kg 5,500kg 293,478kg 紙類 172,600kg 229,960kg
びん類 12,270kg
金属類 1,006kg （収集運搬はＮＰＯ緑の

風が実施）

○回収業者への補助等 ○回収業者への補助等 ○回収業者への補助等 ○回収業者への補助等 ○回収業者への補助等 ○回収業者への補助等
・なし ・なし

・回収業者名 ・回収業者名 ・回収業者名 ・回収業者名 ・回収業者名 ・回収業者名
渋川ﾘｻｲｸﾙ資源組合 伏見商店（渋川市） ウブカタ資源（株） 子持村ﾘｻｲｸﾙ資源組合 ウブカタ資源(株)

（古物商８社） (有)柳澤商店
角田解体

・業務 ・業務 ・業務 ・業務 ・業務 ・業務
回収団体が集めた資源 運搬して問屋へ売却 回収団体が集めた資源 回収団体が集めた資源
ごみを問屋まで運搬、 ごみを問屋まで運搬、 ごみを問屋まで運搬、
売却する。 売却する。 売却する。

・補助制度 ・補助制度 ・補助制度 ・補助制度 ・補助制度 ・補助制度
①回収補助金 ①回収補助金 ①回収補助金 ①回収補助金 ①回収補助金 ①回収補助金

品目限定なしで ２トン車１台当たり 1.5円/1kg
３円/kg 3,000円 ・問屋引取価格５円/1kg

以上は交付しない
②取扱補助(価格低迷時) ②取扱補助(価格低迷時) ②取扱補助(価格低迷時) ②取扱補助(価格低迷時) ②取扱補助(価格低迷時) ②取扱補助(価格低迷時)

雑誌、金属に限り 雑誌に限り なし
別途３円/kg 別途３円/kg

③逆有償時 ③逆有償時 ③逆有償時 ③逆有償時 ③逆有償時 ③逆有償時
金属に限り なし
別途１円/kg

・問屋での売払金 ・問屋での売払金 ・問屋での売払金 ・問屋での売払金 ・問屋での売払金 ・問屋での売払金
市への納入なし アルミ缶 189,000円 村への納入なし

（１４年度）
・１４年度補助金 ・１４年度補助金 ・１４年度補助金 ・１４年度補助金 ・１４年度補助金 ・１４年度補助金

回収 9,233,049円 協力団体 319,291円 285,585円
取扱 2,363,100円 回収業者 398,580円

・可燃ごみ資源再利用処理
補助金:1,440,000円
(補助対象：ＮＰＯ緑の
風)
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議案第３９号参考資料（その６）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-9 ごみ処理事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(2)生ごみ減量 ○生ごみ処理容器購入費補 ○ごみ減量化用機器購入費 ○生ごみ処理容器購入費補 ○生ごみ処理容器購入費補 ○生ごみ処理容器等購入費 ○生ごみ処理容器購入費補
化容器等購 助制度（市） 補助 助制度 助制度（村） 補助金交付制度（村） 助制度（村）
入費補助制 ・堆肥化処理容器 ・堆肥化処理容器 ・堆肥化処理容器 ・堆肥化処理容器 ・生ごみ処理容器 ・堆肥化処理容器
度 購入額（税込価格） 購入額（税込価格） 購入額（税込価格） 購入額（税込価格） 購入額（税込価格） 購入額（税込価格）

の1/2、上限3,000円 の1/2、上限3,000円 3,000円 の1/2、上限3,000円 の1/2、上限2,000円 の1/2、上限3,000円
（１世帯２基まで） （１世帯２基まで）

・微生物による処理容器 ・生ごみ発酵容器 ・生ごみ処理容器 ・微生物による処理容器
購入額（税込価格） 購入額（税込価格） 購入額（税込価格） 購入額（税込価格）
の1/2、上限2,000円 の1/2、上限3,000円 1,000円 の1/2、上限2,000円

（１世帯２基まで） (１世帯２基及び微生物
菌２袋まで）

・電動式生ごみ処理機 ・電動式生ごみ処理機 ・電動式生ごみ処理機 ・電動式生ごみ処理機 ・電動式生ごみ処理機 ・電動式生ごみ処理機
購入額（税込価格） 購入額（税込価格） 購入額（税込価格） 購入額（税込価格） 購入額（税込価格） 購入額（税込価格）
の1/2、上限20,000円 の1/2、上限20,000円 の1/2, 上限20,000円 の1/2、上限20,000円 の1/2、上限20,000円 の1/2、上限20,000円

（１世帯１基まで） （１世帯１基まで）
○普及と手続 ○普及と手続 ○普及と手続 ○普及と手続 ○普及と手続 ○普及と手続
・堆肥化容器：協議会の回 ・広報誌で周知 ・堆肥化：生ごみ容器 ・領収書持参で申請手続き ・回覧により補助制度の周 ・斡旋・メーカー指定なし

覧斡旋（年２回） ・堆肥化容器、微生物、 衛生組合で回覧斡旋 知 ・堆肥化容器、微生物、電
・堆肥化容器、微生物、電 電動は領収書持参で窓口 （年１回） ・堆肥化容器、微生物、電 動は領収書持参で窓口

動は領収書持参で窓口 手続は組合で一括 動は領収書持参で窓口
・電動式は領収書等持参で

窓口 ・１６年度休止

４ 一般廃棄物の処理業の許可及び指導に関すること

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1)許可業者概 ・収集運搬許可業者３８社 ・収集運搬許可業者２社 ・収集運搬許可業者４社 ・収集運搬許可業者６社 ・収集運搬許可業者５社 ・収集運搬許可業者５社
要 ・処分業許可業者 １社 ・条例及び規則あり ・条例及び規則あり ・条例及び規則あり ・条例及び規則あり ・条例及び規則あり

・条例及び規則あり

(2)許可証等交 ・許可証交付手数料 ・許可証交付手数料 ・許可証交付手数料 ・許可証交付手数料 ・許可証交付手数料 ・収集運搬及び処分業の許
付手数料 １件につき4,000円 1件につき1,000円 １件につき2,000円 １件につき2,000円 １件につき1,000円 可証交付手数料

１件につき1,000円
・更新許可証交付手数料 ・更新許可証交付手数料 なし ・収集運搬及び処分業の更

１件につき3,000円 1件につき1,000円 新許可証交付手数料
１件につき 500円

・変更許可証交付手数料 ・変更許可証交付手数料許 なし ・収集運搬及び処分業の変
１件につき3,000円 １件につき 500円 更許可証交付手数料

１件につき1,000円
・許可証再交付手数料 なし ・許可証再交付手数料

１件につき1,000円 １件につき 500円
・従業員証交付手数料 ・従業員証交付手数料 ・従業員証交付手数料

１人につき 800円 なし １件につき 200円 １人につき 200円
・従業員証再交付手数料 ・従業員証再交付手数料 ・従業員証再交付手数料

１件につき 300円 なし １件につき 100円 １人につき 100円
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議案第３９号参考資料（その７）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-9 ごみ処理事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

【関係法令】

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（抜粋）○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抜粋）
（目的）（国及び地方公共団体の責務）
第１条 この法律は、容器包装廃棄物の分別収集及びこれにより得られた分別基第４条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促

準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一
の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び
有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
寄与することを目的とする。（一般廃棄物処理計画）

（市町村分別収集計画）第６条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一般廃
第８条 市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令棄物処理計画」という ）を定めなければならない。。

で定めるところにより、３年ごとに、５年を１期とする当該市町村の区域内の２ 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一
（ 「 」 。）般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 容器包装廃棄物の分別収集に関する計画 以下 市町村分別収集計画 という

を定めなければならない。（１）一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
２ 市町村分別収集計画においては、当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分（２）一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

別収集に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。（３）分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
（１）～（７）略（４）一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
３ 市町村分別収集計画は、基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して定（５）一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

めるとともに、当該市町村が廃棄物処理法第６条第１項の規定により定める一（６）その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
般廃棄物処理計画に適合するものでなければならない。３ 市町村は 地方自治法 昭和２２年法律第６７号 第２条第４項の基本構想に即して、 （ ） 、

４ 市町村は、市町村分別収集計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ一般廃棄物処理計画を定めるものとする。
れを都道府県知事に提出しなければならない。４ 市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一

５ 都道府県知事は、前項の規定により市町村分別収集計画の提出を受けたとき般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう
は、市町村に対し、分別収集の実施に関する助言その他必要な援助をすること努めなければならない。
ができる。５ 市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。

○資源の有効な利用の促進に関する法律（抜粋） ○特定家庭用機器再商品化法（抜粋）
（目的） （地方公共団体の責務）
第１条 この法律は 主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において 第８条 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、特定家庭用機器廃棄物の、 、

近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用 収集及び運搬並びに再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努め
済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、 なければならない。
再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況にかんが
み、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の
保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び
再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国民経済
の健全な発展に寄与することを目的とする。
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議案第３９号参考資料（その８）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-9 ごみ処理事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

５ 先進地事例

篠 山 市 さ ぬ き 市 あ さ ぎ り 町

１ ごみ収集関係の助成制度及び委託制度につい １ ごみ収集の回数及び方法については、当面は １ ごみ収集回数及び収集方法等については、新
ては、その実施内容等において充実している町 現行のとおりとし、新市において作成する一般 町において作成する一般廃棄物処理計画に基づ
の例により統一する。 廃棄物処理計画に基づき調整する。 き調整する。
① ごみ収集回数及び収集方法については、当 ２ 生ごみ処理機購入補助金制度については、対 ２ 生ゴミ処理容器等設置事業補助金及び資源有

面現行のとおりとし、新町において作成する 象者を処理機により生成された製品を自己処理 価物回収事業推進協力団体交付金については、
一般廃棄物処理計画に基づき調整する。 することができる者とする。また、補助額は次 新町に引き継ぐものとし、交付要綱は新町にお

のとおりとする （生ごみ処理容器）１世帯につ いて調整する。。
き２台まで、購入価格の１／２に相当する額又
は３，０００円のいずれか低い額（電気生ごみ
処理機）１世帯につき１台まで、購入価格の１
／２に相当する額又は２５，０００円のいずれ
か低い額（一般家庭系）を大３０円／袋、中２

か ほ く 市 ０円／袋、小１０円／袋とし （一般事業系）を 山 県 市、
大２００円／袋、中１５０円／袋、小１００円

１ 可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみの収集につ ／袋とする。また、指定ごみ袋販売委託事業に １ 可燃ごみの収集については、当分の間、現行
いては、当分の間、現行のとおりとする。 ついては （一般家庭系委託料）を大４．２円／ のとおりとする。ただし、新市においては各自、

２ 粗大ごみの収集については、３町に差異があ 袋、中３．１円／袋、小２．１円／袋とし （一 治会との協議等により調整を図るものとする。、
ることから合併時までに調整する。 般事業系委託料）を大８．４円／袋、中６．３ ２ 不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみの収集につ

３ 生ごみ処理機器の購入補助については、七塚 円／袋、小４．２円／袋とする。 いては、現行のとおりとする。
、町の例による。 ３ その他ごみ収集関係の助成制度及び委託制度

また町内一斉清掃の取扱いについては、新市に
おいて、統一して実施する。

４ 一般廃棄物処理事業については、津田町のみ
が単独で実施しており、今後は一部事務組合で
処理されることから、実施しないこととする。

東 か が わ 市

１ 可燃ゴミ処理手数料については、現行のとお ６ 粗大ゴミ処理については、次のとおり調整す 11 生ゴミ堆肥化補助事業については、すべて新
り新町に引き継ぐ。 る。 市に引き継ぐ。

２ 持ち込みゴミ処理手数料については、合併時 収集方法 ア、原則持ち込み コンポスト １基 ３，０００円
に次のとおり統一する。 イ、個別収集（軽トラック収集） ＥＭ容器 １個 ７５０円

可燃性一般廃棄物１０ｋｇ毎に １００円 収集場所 指定の場所 ＥＭボカシ １袋 １５０円
不燃性一般廃棄物１０ｋｇ毎に １００円 収集頻度 ア、随時（持ち込み） 電動生ゴミ処理機 １基 ２０，０００円
粗大ゴミ １０ｋｇ毎に ２００円 イ、１世帯１年１回（個別収集） 12 資源化物回収補助事業については、大内町の

単品単価 金属類は無料 収集制限 １回２００kg以内 例により新町において調整する。（ ）
個別収集料金 軽トラックによる収集 ７ 資源化ゴミ処理については、次のとおり調整（ ）

１回 ４，０００円 ＋ 単品単価 する。
（単品単価については、家電リサイクル法の施行 収集方法 業者委託

に伴い関連した品目について単価を調整し合併 収集場所 ステーション収集及び持ち込み
時に統一する ） 収集頻度 毎月２回。

３ 事業系一般廃棄物処理手数料は廃止する。 処理方法 業者委託により再生
４ 可燃ゴミの処理については、現行のとおり新 料 金 無料（持ち込み有料）

町に引き継ぐ。 ８ 収集車両については、引田町の例により合併
５ 不燃ゴミの処理については、次のとおり調整 時に町貸与とする。

する。 ９ ゴミを収集しない日については、引田町の例
収集方法 業者委託 により東部清掃の受入日を考慮のうえ調整し、
収集場所 ステーション収集及び持ち込み 合併時に統一する。
収集頻度 毎月２回 10 収集しないゴミについては、引田町の例によ
処理方法 東部清掃へ搬入 り調整し、合併時に統一する。
料 金 無料（持ち込みは有料）
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議案第４０号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-10 交通関係事業の取扱い 関 係 項 目

１ バス運行については、合併時は現行のとおりとする。
調 整 方 針

２ バス利用促進対策については、合併時に統一する。

現 況 調整理由・課題

１ 公共交通対策（バス運行）

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村 １【調整理由】
・バス運行については、地域の交

(1)タウンバス ①渋川タウンバス ①伊香保温泉タウンバス なし ①村内巡回ﾊﾞｽ ①渋川駅～深山線（代替） ①村営バス（８０条許可） 通の利便性の確保の目的から、地
「渋川温泉～ｽｶｲﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰ １番線「温泉循環線」 路線ﾊﾞｽ廃止により代替 「真壁～渋川線」 域住民の足として事業が展開され

、 、ｸ線」 ・東と西ｺｰｽ４便ずつ運転 ﾊﾞｽ運行（２１条許可） てきた経緯があるので 当面の間
・走行：１日２２便 ・走行：１日２０便 し、うち４便が総合病院 ・走行：１日１４便 ・走行：１日１２便（日祭 現行のとおり運行する必要があ
・運行業者：日本中央 ・運行業者:日本中央 乗り入れ ・ﾊﾞｽ業者：関越交通 １１便） る。
・車両：４５人と４３人 ・車両 ９人と５人のタク ・費用はｽｸｰﾙﾊﾞｽ運行事業 ・３６人乗り小型ﾊﾞｽ ・実施主体：北橘村 【課題】

の小型ﾊﾞｽ２台使用 シー２台使用 で対応（普通交付税１台 ・３９人、４５人乗利用 ・利用客の減少による赤字路線が
570万円） ・４５人１台予備 多く、路線の見直しや運行体系の

・県運行費補助金 ・県運行費補助金 ・料金 無料 ・県運行費補助金 ・県運行費補助金 調整が必要である。
2,420,000円 453,000円 1,356,000円 2,133,000円 ・タウンバスについては、料金体

系に差異（無料と有料）があり、
②渋川タウンバス ②水沢シャトルバス線 ②渋川駅～南柏木（代替） ②村営バス(８０条許可) 統一化を図る必要がある。

「渋川温泉御蔭経由西群 路線ﾊﾞｽ廃止に伴い代替 「小室～下箱田線」
馬病院線」 ﾊﾞｽ運行（２１条許可） ２【調整理由】

・走行：１日２８便 ・走行：１日４便 ・走行：１日１０便 ・走行：１日６便（日祭５ ・現在１市２村で制度を実施して
・運行業者：関越交通 ・運行業者:群馬バス㈱ 便） いるが、補助額に若干差異がある
・車両：２９人小型、５８ ・車両 ４１人乗り小型バ ・ﾊﾞｽ業者：関越交通 ・実施主体：北橘村 ため、統一する必要がある。

人中型の２台使用 ス１台使用 ・３５人乗り小型ﾊﾞｽ ・10人乗乗合ﾀｸｼｰ１台 【課題】
・バスの運行形態により利用の可

・県運行費補助金 ・町独自の個別運用による ・県運行費補助金 ・県運行費補助金 否があるため、調整を図る必要が
2,447,000円 補助 1,160,000円 573,000円 ある。

③渋川タウンバス ③渋川駅～勝保沢線(代替)
「渋川駅～青葉台経由西 路線ﾊﾞｽ廃止に伴い代替

群馬病院線」 ﾊﾞｽ運行（２１条許可）
・走行：１日２０便 ・走行：１日１９便
・運行業者：関越交通 ・ﾊﾞｽ事業者：関越交通
・車両：３６人小型１台 ・４５人乗り小型ﾊﾞｽ
・県運行費補助金 ・県運行費補助

1,321,000円 1,057,000円

④渋川タウンバス
「渋川駅～神田原集会所

線」
・走行：１日１６便
・運行業者：関越交通
・車両：１０人乗りタク

シー１台
・県運行費補助金

791,000円

⑤ 渋川タウンバス
「渋川駅～渋川総合病院

線」
・走行：１日２６便
・運行業者：日本中央
・車両：９人乗りワンボッ

クスカー改造
・県運行費補助金

201,000円
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議案第４０号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-10 交通関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

①「渋川駅～東村御園線」 ①「小野上駅～伊香保温泉 ①「渋川駅～中之条駅線」 ①「渋川駅～中之条駅線」 なし なし(2)広域路線バス
線 （代替）」

・運行便数：１６便 ・走行：１日１４便 ・運行便数：１８便 ・運行便数：１８便
）(祝祭日１０便

・運行業者：関越交通 ・運行業者：関越交通㈱ ・運行業者：関越交通 ・運行業者：関越交通
・使用車両：４９人乗り中 ・使用車両：４１人乗り小 ・使用車両：３８人乗り小 ・使用車両：３８人乗り小

型バス２台使用 型バス１台使用 型バス２台使用 型バス２台使用
・県運行費補助金 ・県運行費補助金 ・県運行費補助金 ・県運行費補助金

1,849,000円 1,343,000円 2,274,000円 2,274,000円
・負担割合 ・負担割合 ・負担割合 ・負担割合

渋川市 59.1% 吾妻東村 65.0% 渋川市 15.6% 渋川市 15.6%
東 村 40.9% 伊香保町 32.0% 子持村 23.4% 子持村 23.4%

小野上村 3.0% 小野上村 44.9% 小野上村 44.9%
中之条町 16.1% 中之条町 16.1%

②「渋川駅～中之条駅線」 ② 伊香保温泉～榛名湖線 ②「小野上駅～伊香保温 ②「渋川駅～桜の木線」「 」
（代替） 泉線 （代替）」

・運行便数：１８便 ・走行：１日１４便(往復) ・走行：１日１４便 ・運行便数：１５便
）(祝祭日１０便

・運行業者：関越交通 ・運行業者：群北第一交通 ・運行業者：関越交通㈱ ・運行業者：関越交通
・使用車両：３８人乗り小 ㈱ ・使用車両：４１人乗り小 ・使用車両：５４人乗り中

型バス２台使用 ・使用車両：５５人乗り中 型バス１台使用 型バス１台使用
型バス２台使用 用

・県運行費補助金 ・県運行費補助金 ・県運行費補助金 ・県運行費補助金
2,274,000円 黒字運行のためなし 1,343,000円 1,256,000円

・負担割合 ・負担割合 ・負担割合 ・負担割合
渋川市 15.6% 黒字運行のためなし 吾妻東村 65.0% 渋川市 27.0%
子持村 23.4% 伊香保町 32.0% 子持村 73.0%
小野上村 44.9% 小野上村 3.0%
中之条町 16.1%

「 」③「渋川駅～桜の木線」 ③ 沼田三軒屋～桜の木線
（代替）

・運行便数：１５便 ・運行便数：１１便
・運行業者：関越交通 ・運行業者：関越交通
・使用車両：５４人乗り中 ・使用車両：３７人乗り１

型バス１台使用 台
・県運行費補助金 ・県運行費補助金

1,256,000円 1,070,000円
・負担割合 ・負担割合

渋川市 27.0% 沼田市 89.9%
子持村 73.0% 子持村 9.1%

④「渋川駅～箕郷線」
・運行便数：１２便
・運行業者：群北第１交通
・使用車両：４１人乗り小

型バス１台使用
7,538,362円

・県運行費補助金
1,309,000円

・負担割合
渋川市 31.61%
吉岡町 16.13%
榛東村 25.81%
箕郷町 26.45%
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議案第４０号参考資料（その３）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-10 交通関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

２ バス利用促進対策

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

○バス利用促進敬老割引制 なし なし なし ○バス利用促進敬老割引制 ○バス利用促進敬老割引制バス利用促進対策
度（65歳以上市内在住） （かつて制度があったが、 度（65歳以上村内在住） 度（65歳以上村内在住）

・敬老割引補助 実績がなかったため、廃 ・敬老割引補助 ・敬老割引補助
６５歳以上の住民への回 止した ） ６５歳以上の住民へのバ ６５歳以上の住民への回。
数券購入に対する補助 スカード購入に対する補 数券購入に対する補助
回数券 1,000円 助 回数券 5,000円
額面券 1,100円 バスカード 5,000円 利用可能額 5,000円
購入額 650円 額面券 5,800円 購入額 3,750円
市補助額 350円 購入額 3,750円 県補助 500円
県補助額 100円 県補助 500円 村補助 500円

村補助 500円 事業者負担 250円
事業者負担 250円

【関係法令】

○道路運送法（抜粋）
（禁止行為）

（種類） 第２０条 一般旅客自動車運送事業者（一般乗合旅客自動車運送事業者を除く ）は、発。
第３条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。 地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をしてはならない。

(1) 一般旅客自動車運送事業（特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業） 第２１条 一般貸切旅客自動車運送事業者は、次の場合を除き、乗合旅客の運送をしては
イ 一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅 ならない。

客を運送する一般旅客自動車運送事業） (1) 災害の場合その他緊急を要するとき。
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業（イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自 (2) 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、国土交通大臣の

動車運送事業） 許可を受けたとき。
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業（一個の契約により乗車定員十人以下の自動車を貸

し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業） （有償運送の禁止及び賃貸の制限）
(2) 特定旅客自動車運送事業（特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅 第８０ 条自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊

客自動車運送事業） 急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大
（一般旅客自動車運送事業の許可） 臣の許可を受けたときは、この限りでない。

第４条 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けな ２ 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡しては
ければならない。 らない。

２ 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別（前条第一号イか ３ 前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
らハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ ）について行う。。
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議案第４０号参考資料（その４）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-10 交通関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

３ 先進地事例

さ い た ま 市 山 県 市 か ほ く 市

１ 交通対策事業については、市民生活の安全確 １ 高富町及び美山町の自主運行バス（道路運送 １ 町営バス事業については、現行のとおり新市
保の観点から引き続き推進するものとする。 法第２１条に基づくもの）については、当面、 に引き継ぐものとする。

２ 放置自転車対策等については、合併後速やか 現行の制度を新市に引き継ぐものとする。 ２ 公共バス等については、路線バスの利用状況
に統一を図る。 ① 新市において、高富町の自主運行バス梅原 を踏まえ、新市において地域密着型バスシステ

線については、伊自良村長滝まで延長し、日 ム導入に向けて検討する。
祝日も運行するものとする。

② 料金体系については、３区間を設定し、移
動区間に応じて、１００円・２００円・３０
０円の３種類とする。

③ 回数券は１００円券の１１枚綴りとし、金
額は１，０００円とする。

い な べ 市 宇和島市・吉田町・三間町・津島町合併協議会 三野町･三好町･井川町･三加茂町合併協議会

交通関係事業については、市民生活の利便性、 １ 交通安全推進協議会等及び交通安全指導員に １ 交通安全事業については、合併までに関係機
移動手段の確保の観点から、新市の交通体系の整 ついては合併時に統合し、交通安全啓発事業に 関と協議のうえ調整し、新町発足後交通安全対
備を図るものとする。また、放置自動車及び自転 ついては新市において策定する。 策協議会に諮り引き続き実施する。
車対策等については、合併後速やかに統一を図る ２ 交通安全施設については、現行のとおりとす ２ 交通安全対策協議会については、合併までに
ものとする。 る。 調整し、新町発足後速やかに設置する。

３ 交通災害共済事務については、合併時に統一 ３ 交通安全協会および交通安全母の会について
する。 は、各団体と引き続き協力体制をとり、将来の

４ 地方バス路線維持については、国庫、県補助 統合に向けて調整に努める。
分については現行のとおりとし、市町単独分に ４ 交通安全指導員については、新町発足時より
ついては合併時までに調整する。 活動できるよう、三好町の例により合併までに

調整する。
５ 町村民交通傷害保険については、合併までに

調整し、新町においても引き続き実施する。
６ 地方バス路線維持については、当面は現行の

とおりとし、新町発足後巡回バスの運行等につ
いて協議する。
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議案第４１号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-11 環境対策事業の取扱い 関 係 項 目

１ 環境基本計画については、渋川市及び赤城村の計画をふまえ、新市におい
調 整 方 針 て策定する。

２ 環境保全調査については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

現 況 調整理由・課題

１ 環境基本計画
１【調整理由】

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村 ・ 新市において、良好で快適な
環境の保全及び創造に関する施

(1)基本計画 ・策定：平成１４年度 なし なし なし ・策定：平成１５年度 なし 策を検討する際、基本となる重
・適用期間：平成１５年度 ・適用期間：平成１６年度 要な計画のため、現在、計画が

～平成２４年度 ～平成２０年度 策定されている渋川市及び赤城
・渋川市環境基本条例第９ ・赤城村環境基本条例第９ 村の計画をふまえ、新市におい

条 条 て新たに策定する必要がある。
【課題】

(2)策定と推進 ○渋川市環境基本計画等策 なし なし なし ○赤城村環境基本計画策定 なし ・ 現在渋川市及び赤城村におい
体制 定委員会 委員会 て計画が策定されているが、新

・委員：総務部長外１４人 ・委員：助役外１７人 市においては地域が広範囲にな
・幹事会：財政課長外２７ ることから、計画の内容等につ

人 策定済みで任期終了 いて調整を図る必要がある。（ ）
○渋川市環境推進会議
・委員：市民部長外３２人 ２【調整理由】
・推進部会：職員３２人 ・ 地域環境の現状を把握する目

的から、各分野における調査が
実施されているが、住民が安心２ 環境保全調査
して暮らせる生活環境の維持・

(1)大気調査 ・アルカリ濾紙による大気 なし なし なし なし なし 保全の目的から継続して実施す
汚染調査 る必要がある。

市内３８地点 【課題】
月１回交換調査 ・ 現在、調査が実施されている

市町村と実施されていない市町
・浮遊粒子状物質測定 なし なし なし なし なし 村があるため、実施内容や実施

年１回１２点調査 方法を検討し、全ての地域で統
一的に実施する必要がある。

・酸性雨 なし なし なし なし なし
市内１箇所１降雨毎に
通年測定

(2)水質調査 ・河川水質調査 なし なし なし ・河川水質調査 ・河川水質調査
年４回２０河川調査 年４回１５河川調査 年４回６河川調査

(3)騒音調査 ・環境騒音 ・環境騒音 なし なし ・環境騒音 なし
環境騒音測定５箇所 環境騒音測定１箇所 環境騒音測定１箇所

・道路交通騒音 なし なし ・道路交通騒音 ・道路交通騒音 なし
国道１７号沿線３箇所 国道１７号沿線１箇所 県道沿線１箇所

・新幹線騒音 なし なし なし なし なし
年１回１箇所３地点調
査

・特定工場騒音 なし なし ・特定工場騒音 ・特定工場騒音 なし
１１事業所２９地点 ３事業所３地点 ５事業所５地点

(4) 振動調査 ・騒音調査と同様の箇所 なし なし ・騒音調査と同様の箇所 なし なし
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議案第４１号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-11 環境対策事業の取扱い 関 係 項 目

現 況

【関係法令】

○環境基本法（抜粋）

（環境の恵沢の享受と継承等）
第３条 環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で

文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つこと
によって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環
境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来
の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤であ
る環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。

（地方公共団体の責務）
第７条 地方公共団体は、基本理念（第３条）にのっとり、環境の保全に関し、国の施策

に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を
策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の施策）
第３６条 地方公共団体は、第５節（国が講ずる環境の保全のための施策等）に定める国

の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた
環境の保全のために必要な施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施す
るものとする。この場合において、都道府県は、主として、広域にわたる施策の実施及
び市町村が行う施策の総合調整を行うものとする。

（市町村の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関）
第４４条 市町村は、その市町村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査

審議させる等のため、その市町村の条例で定めるところにより、環境の保全に関し学識
経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置くことができる。

○水質汚濁防止法（抜粋）

（国及び地方公共団体の責務）
第１４条の４ 市町村は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るた

めの必要な対策（以下「生活排水対策」という ）として、公共用水域の水質に対する。
生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設の整備、生活排水対策の啓発に
携わる指導員の育成その他の生活排水対策に係る施策の実施に努めなければならない。
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議案第４１号参考資料（その３）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-11 環境対策事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

３ 先進地事例

富士河口湖町 飛 騨 市 か ほ く 市

１ 環境審議会については、新町において改めて １ 水質汚濁対策事業については、古川町の事例 １ 公害防止協定等については、現行のとおり新
設置する。 により新市に引き継ぐ。 市に引き継ぐものとする。

２ 「河口湖町自然環境を守り育む条例」につい ２ ＩＳＯ １４００１推進事業については、現 ２ 環境ⅠＳＯ推進については、現行のとおり新
ては、新町において全域の適用に向けた検討を 行のとおり新市に引き継ぐ。 市に引き継ぐものとする。
する。 ３ ごみポイ捨て等防止事業については、古川町 ３ 河川水質調査については、新市において調整

３ 河口湖町で取得した ISO14001 については の事例により新市に引き継ぐ。 する。「 」 、
、新町において継続する。 ４ 合併処理浄化槽設置整備事業補助については

宇ノ気町の例により実施する。
５ 放置自転車等については、宇ノ気町の例によ

る。ただし､放置禁止区域は合併時に調整する｡

柏市・沼南町合併協議会 柴田町・村田町・大河原町合併協議会 木造新田合併協議会

１ 水質汚濁対策関係 １ 環境審議会については、合併時に再編し設置 １ ダイオキシン対策及び不法投棄ごみ防止対策
千葉県が沼南町で実施している公共用水域、 する。 については、合併時に統合する。

、 。地下水の水質常時監視、水質汚濁防止法及び湖 ２ 環境調査については、現行のとおり新市に引 ２ 環境美化事業については 合併時に統合する
沼水質保全特別措置法の立入検査については、 き継ぐ。 ３ 合併処理浄化槽設置事業助成金については、
新市が千葉県の業務を引き継ぐ。また、地下水 ３ 生物調査については、柴田町の例により新市 現行のとおり存続する。

、汚染の調査、汚染防止対策については、新市に に引き継ぐ。 ４ 病害虫駆除対策及び動物愛護事業については
おいて対策を継続実施する。 ４ 環境指導員については、合併時に再編する。 合併時に統合する。

２ 大気汚染対策関係 ５ 環境美化事業については、合併後、速やかに ５ 犬猫死骸収集業務、火葬場及び墓地について
千葉県が沼南町で実施している大気環境監視 再編する。ただし、経費負担については、合併 は、合併時に統合する。

システム、大気常時監視、有害大気汚染物質モ 時までに調整する。 ６ 小規模水道水質検査業務については、現行の
ニタリング調査及び大気汚染防止法の立入検査 ６ 環境基本計画については、新市において新た とおりとし、新市において調整する。
については、新市が千葉県の業務を引き継ぐ。 に策定する。ただし、新計画が策定されるまで ７ その他５町村同一のものについては、現行の

また、光化学スモッグに係る大気汚染被害対 の間は、柴田町の計画を新市に引き継ぎ運用す とおりとする。
策については、両市町とも同じ内容なので、現 る。
行のとおりとする。

３ その他環境対策
① 公害苦情処理については、両市町とも同じ

内容なので、現行のとおりとする。また、埋
立事業規制条例許可申請事務およびダイオキ
シン類発生抑制の為の立入検査については、
両市町の内容に違いがあるため、柏市の制度
を適用する。

② 沼南町で行われている土壌汚染調査・汚染
防止については、現行のとおり、千葉県で調
査を継続する。
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議案第４２号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-12 各種福祉制度の取扱い 関 係 項 目

１ 各種福祉制度については、次のとおり調整する。 ２ その他福祉事業については、次のとおり調整する。

( ) 障害者計画・高齢者保健福祉計画については、渋川市の見直し時期（平成 ( ) 生活保護に関する事務については、渋川市の例により実施する。1 1
１７年度）に策定する。 ( ) 災害援助関係に係る災害援助・災害見舞金及び災害弔慰金については、渋2

調 整 方 針 ( ) 障害者福祉・高齢者福祉・児童福祉の各制度については、現行の実施方法を 川市の例により統一する。2
基準とし、市域全体の均衡を考慮し、新市において調整する。

、 、 、ただし 介護慰労金支給事業 敬老祝金支給事業及び長寿者顕彰については
合併時に渋川市の例により統一する。

また、児童手当・児童扶養手当・特別扶養手当については、現行のとおりと
する。

現 況 調整理由・課題

１ 障害者計画
１ ( )- 1
【調整理由】細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・ 障害者計画は、現在策定しているの

・障害者施策の総合的、計 未策定 策定予定なし 策定予定なし 年度策定中 ３月まで 未策定 が渋川市と赤城村のみであるため、新15 （ ）
画的な推進 市において現計画(渋川市)の中間年の

・計画期間 見直し時期に合わせて、策定する。
(平成 年度～ 年度) ・ 高齢者(老人)保健福祉計画の第２期15 19

計画は、平成 年から平成 年まで15 19
の５年間を計画期間とするが、３年後
に見直しを行うため、その際、新たな２ 高齢者保健福祉計画
計画を策定する。

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

・介護保険事業計画と一体 ・介護保険事業計画と一体 ・介護保険事業計画と一体 ・介護保険事業計画と一体 ・介護保険事業計画と一体 ・介護保険事業計画と一体 【課題】
的に策定し 「渋川市高 的に策定し 「伊香保町 的に策定し 「小野上村 的に策定し 「子持村老 的に策定し 「赤城村老 的に策定し 「北橘村老 ・ 障害者計画については、新市におけ、 、 、 、 、 、
齢者保健福祉計画」とす 高齢者保健福祉計画」と 老人保健福祉計画」とす 人保健福祉計画 とする 人保健福祉計画 とする 人保健福祉計画 とする る各地域の現状の調査、アンケ－ト調」 。 」 。 」 。
る。 する。 る。 査の実施が必要となる。

・計画期間： ・計画期間： ・計画期間： ・計画期間： ・計画期間： ・計画期間：
第 期 平成 ～ 年度 第 期 平成 ～ 年度 第 期 平成 ～ 年度 第 期 平成 ～ 年度 第 期 平成 ～ 年度 第 期 平成 ～ 年度1 : 12 16 1 : 12 16 1 : 12 16 1 : 12 16 1 : 12 16 1 : 12 16
第 期 平成 ～ 年度 第 期 平成 ～ 年度 第 期 平成 ～ 年度 第 期 平成 ～ 年度 第 期 平成 ～ 年度 第 期 平成 ～ 年度2 : 15 19 2 : 15 19 2 : 15 19 2 : 15 19 2 : 15 19 2 : 15 19

・見直し： 年ごと ・見直し： 年ごと ・見直し： 年ごと ・見直し： 年ごと ・見直し： 年ごと ・見直し： 年ごと3 3 3 3 3 3

・整備点検体制：渋川市高
齢者保健福祉推進懇談会
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議案第４２号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-12 各種福祉制度の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

３ 高齢者福祉事業
１ ( )- 2
【調整理由】細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・ 介護慰労金は、介護保険給付の抑制

( ) 介護慰労金 ○県補助事業 ○県補助事業 ○県補助事業 ○県補助事業 ○県補助事業 ○県補助事業 につながるため、支給額が充実してい1
・対象 ・対象 ・対象 ・対象 ・対象 ・対象 る渋川市の例による。

要介護４又は５に相当す 要介護４又は５に相当す 要介護４又は５に相当す 要介護４又は５に相当す 要介護４又は５に相当す 要介護４又は５に相当す
る者で過去１年間継続し る者で過去１年間継続し る者で過去１年間継続し る者で過去１年間継続し る者で過去１年間継続し る者で過去１年間継続し
て居宅で介護している介 て居宅で介護している介 て居宅で介護している介 て居宅で介護している介 て居宅で介護している介 て居宅で介護している介 【課題】
護者。ただし、在宅生活 護者。ただし、在宅生活 護者。ただし、在宅生活 護者。ただし、在宅生活 護者。ただし、在宅生活 護者。ただし、在宅生活 ・ 介護保険給付の抑制につながるもの
を離れた期間が 日を を離れた期間が 日を を離れた期間が 日を を離れた期間が 日を を離れた期間が 日を を離れた期間が 日を の、財政負担が増加する。100 100 100 100 100 100
超えないもの。 超えないもの。 超えないもの。 超えないもの。 超えないもの。 超えないもの。 ・ 伊香保町及び北橘村の単独補助分が

廃止となる。
・介護慰労金額 ・介護慰労金額 ・介護慰労金額 ・介護慰労金額 ・介護慰労金額 ・介護慰労金額

円 円 円 円 円 円100,000 60,000 60,000 80,000 60,000 60,000
(県 市 円) (県 町 円) (県 村 円) (県 村 円) (県 村 円) (県 村 円)30,000 70,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 50,000 30,000 30,000 30,000 30,000、 、 、 、 、 、
(平成１４年度 人) (平成１４年度 人) (平成１４年度 人) (平成１４年度 人) (平成１４年度 人) (平成１４年度 人)56 2 4 25 52 12

― ○国庫補助事業 ― ― ― ○国庫補助事業
・対象 ・対象

要介護４又は５に相当す 要介護４又は５に相当す
る市町村民税非課税世帯 る市町村民税非課税世帯
に属する在宅の高齢者で に属する在宅の高齢者で
過去 年間介護保険を受 過去 年間介護保険を受1 1
けていない者を介護して けていない者を介護して
いる家族。 いる家族。

・介護慰労金額 ・介護慰労金額
円 円100,000 100,000

(国 町 円) (国 村 円)75,000 25,000 75,000 25,000、 、
(平成１４年度 件) (平成１４年度 件)0 1

― ○町単独事業 ― ― ― ○村単独事業
・対象 ・対象

要介護３で過去 年間居 前年度の支給対象者で、1
宅で介護している介護者 過去１年間継続して居宅
ただし、在宅生活を離れ で介護している介護者。
た期間が 日を超えな ただし、在宅生活を離れ150
いもの。又は要介護４・ た期間が 日を超えな100
５で過去 年間居宅で介 いもの。1
護している介護者。ただ
し、在宅生活を離れた期 ・介護慰労金額
間が 日を超え 円100 150 60,000
日を超えないもの。 (村 円)60,000

(平成１４年度 ２人)
・介護慰労金額

円60,000
(町 円)60,000
(平成１４年度 ４人)
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議案第４２号参考資料（その３）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-12 各種福祉制度の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

【介護慰労金財政影響額】
１ ( )- 2

合 併 後 合 併 前 【調整理由】
市町村名 影響額 ・ 敬老祝金については、新市になり対

支給額 人数 合 計 支給額 人数 合 計 象者が増加するため、年齢の節目にお
いて支給することとする。

渋川市 ・ 長寿者顕彰については、長寿者が増70,000 56 3,920,000 70,000 56 3,920,000 0
加傾向にあること、また、渋川市が平

伊香保町 成 年度から５万円に改正すること70,000 2 140,000 30,000 2 60,000 80,000 16
、 。から 対象者の多い渋川市の例による

70,000 4 280,000 30,000 4 120,000 160,000小野上村

子持村 【課題】70,000 25 1,750,000 50,000 25 1,250,000 500,000
・ 敬老祝金、長寿者顕彰の額が低下す

赤城村 る町村について、住民の理解を求める70,000 52 3,640,000 30,000 52 1,560,000 2,080,000
必要がある。

70,000 12 840,000 30,000 12 360,000 480,000北橘村

152 10,570,000 152 7,270, 000 3,300,000合 計

＊影響額＝１０ ５７００００円－７２７００００円, , , ,
＝３ ３０００００円, ,

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

( ) 敬老祝金 ・受給資格 ・受給資格 ・受給資格 ・受給資格 ・受給資格 ・受給資格2
歳､ 歳､ 歳､ 歳以上 歳以上 歳以上、基準日に住 基準日に 歳以上の者 歳以上、 歳到達者80 85 88 90 80 80 80 75 80 100

歳に達する人及び 歳 基準日は毎年１月１日 基準日に住所のある者 所のある者 月 日に住民票に記載 で１年（３年）以上村内99 9 1
以上の人で、その年の９ ・対象者 ・対象者 ・対象者 されている人 に居住している人
月１日現在で渋川市に居 ～ 歳 人 ～ 歳 名 歳～ 歳 人 ・対象者 ・平成 年度対象者80 84 100 80 84 88 80 90 633 14
住し住民票に記載されて ～ 歳 人 歳以上 名 歳以上 人 ～ 歳 人 ～ 歳 人85 89 60 85 67 90 132 75 79 744 80 89 501
いる人 ～ 歳 人 ・祝金の額 ・祝金の額 ～ 歳 人 歳～ 人90 94 34 80 84 459 90 93

・対象者 ～ 歳 人 ～ 歳 円 ～ 歳 円 ～ 歳 人 歳 人95 99 9 80 84 5,000 80 89 3,000 85 89 240 100 0
歳 人、 歳 ～ 人 歳以上 円 歳以上 円 ～ 歳 人 ・祝金の額80 306 85 182 100 0 85 7,000 90 5,000 90 94 91

人 歳 人 歳 ・祝金の額 （平成１４年度実績） （平成１４年度実績） ～ 歳 人 ～ 歳 円、 、88 101 90 92 95 99 19 80 89 5,000
人、 歳 人、 歳以 ～ 歳 円 ～ ２人 歳以上 円95 15 99 80 84 10,000 100 90 10,000
上 人、該当者 人 ～ 歳 円 ・祝金の額 ・８５歳祝い24 720 85 89 20,000

・祝金の額 ～ 歳 円 ～ 歳 円 年度内に 歳になる方90 94 25,000 75 79 3,000 85
歳、 歳、 歳は ～ 歳 円 ～ 歳 円 に祝品（ベスト）を贈呈80 85 88 95 99 30,000 80 84 5,000

円 ～ 円 ～ 歳 円 ・該当者 人10,000 100 50,000 85 89 7,000 40
( 年度から 円) （平成１４年度実績） ～ 歳 円 （平成１４年度実績）H16 5,000 90 94 10,000

歳、 歳、 歳以上 ～ 歳 円90 95 99 95 99 15,000
は 円 ～ 円20,000 100 20,000
( 年度から （平成１４年度実績）H16

歳、 歳は 円90 95 10,000
歳以上は 円)99 20,000

（平成１４年度実績）

( ) 長寿者顕彰 ・対象者 ・対象者 ・対象者 ・対象者 ・対象者 ・対象者3
歳に達する者 歳に達する者 歳に達する者 歳に達する者 歳到達者 歳到達者100 100 100 100 100 100

・祝金 万円 ・祝金 万円 ・祝金 万円 ・祝詞及び慶祝品の贈呈 ・祝詞及び慶祝品の贈呈 ・祝金 万円10 10 30 30
( 年度から５万円) (平成 年度～) 万円相当 ５万円相当H16 15 10

・実績 ６人 ・実績 １ ・実績 ２人 ・実績 ２人 ・実績 ０人人
（ 年度実績） （ 年度実績） （平成 年度実績） （平成 年度実績） （平成 年度実績）14 14 14 14 14
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議案第４２号参考資料（その４）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-12 各種福祉制度の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

【敬老祝金支給事業財政影響額】
《合 併 後》

渋川市 伊香保町 小野上村 子持村 赤城村 北橘村 ６市町村
年 齢 祝金額

人数 小 計 人数 小 計 人数 小 計 人数 小 計 人数 小 計 人数 小 計 人 数 合 計

80 5,000 306 1,530,000 27 135,000 23 115,000 102 510,000 117 585,000 72 360,000 647 3,235,000

85 5,000 182 910,000 16 80,000 7 35,000 58 290,000 48 240,000 46 230,000 357 1,785,000

88 5,000 101 505,000 13 65,000 6 30,000 53 265,000 35 175,000 35 175,000 243 1,215,000

90 10,000 92 920,000 12 120,000 2 20,000 20 200,000 25 250,000 15 150,000 166 1,660,000

95 10,000 15 150,000 3 30,000 3 30,000 11 110,000 9 90,000 5 50,000 46 460,000

99 20,000 24 480,000 6 120,000 0 0 6 120,000 2 40,000 1 20,000 39 780,000以上

720 4,495,000 77 550,000 41 230,000 250 1,495,000 236 1,380,000 174 985,000 1,498 9,135,000計

《合 併 前》

渋川市 伊香保町 小野上村 子持村 赤城村 北橘村 ６市町

年 齢 祝金額 人数 小 計 年 齢 祝金額 人数 小 計 年 齢 祝金額 人数 小 計 年 齢 祝金額 人数 小 計 年 齢 祝金額 人数 小 計 年 齢 祝金額 人数 小 計 合 計

75 79 3,000 744 2,232,000 2,232,000～

80 5,000 306 1,530,000 80 84 10,000 100 1,000,000 80 84 5,000 88 440,000 80 89 3,000 633 1,899,000 80 84 5,000 459 2,295,000 80 89 5,000 501 2,505,000 9,669,000～ ～ ～ ～ ～

85 5,000 182 910,000 85 89 20,000 60 1,200,000 85 7,000 67 469,000 85 89 7,000 240 1,680,000 4,259,000～ ～ ～

88 5,000 101 505,000 505,000
90 10,000 92 920,000 90 94 25,000 34 850,000 90 5,000 132 660,000 90 94 10,000 91 910,000 90 10,000 93 930,000 4,270,000～ ～ ～ ～

95 10,000 15 150,000 95 99 30,000 9 270,000 95 99 15,000 19 285,000 705,000～ ～

99 20,000 24 480,000 100 50,000 0 0 100 20,000 2 40,000 520,000以上 ～ ～

720 4,495,000 203 3,320,000 155 909,000 765 2,559,000 1,555 7,442,000 594 3,435,000 22,160,000計 計 計 計 計 計

＊影響額＝９ １３５０００円－２２１６００００円 （注：渋川市の《合併前》の金額は、比較上、改正後（ ）の額とした ）, , , , H16 。
＝▲１３ ０２５０００円, ,

【長寿者顕彰】

合 併 後 合 併 前
市町村名 影 響 額

支給額 人数 合 計 支給額 人数 合 計

50,000 6 300,000 50,000 6 300,000 0渋川市

50,000 1 50,000 100,000 1 100,000 50,000伊香保町 ▲

50,000 0 0 300,000 0 0 0小野上村

50,000 2 100,000 100,000 2 200,000 100,000子持村 ▲

50,000 2 100,000 50,000 2 100,000 0赤城村

50,000 0 0 300,000 0 0 0北橘村

11 550,000 11 700,000 150,000合 計 ▲

（注：渋川市の《合併前》の金額は、比較上、改正後（ ）の額とした ）H16 。
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議案第４２号参考資料（その５）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-12 各種福祉制度の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

４ 児童福祉事業
１ ( )- 2
【調整理由】細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・ 児童手当、児童扶養手当、特別児童

( ) 児童手当 ・受給資格 ・受給資格 ・受給資格 ・受給資格 ・受給資格 ・受給資格 扶養手当は、国の制度であり、全ての1
６歳到達後最後の３月３ ６歳到達後最後の３月３ ６歳到達後最後の３月３ ６歳到達後最後の３月３ ６歳到達後最初の３月３ ６歳到達後最後の３月３ 市町村で実施しているため。
１日までの間にある児童 １日までの間にある児童 １日までの間にある児童 １日までの間にある児童 １日間での間にある児童 １日までの間にある児童

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）義務教育就学前の児童 義務教育就学前の児童 義務教育就学前の児童 義務教育就学前の児童 義務教育就学前の児童 義務教育就学前の児童
の養育者で、所得額が一 の養育者で、所得額が一 の養育者で、所得額が一 の養育者で、所得額が一 の養育者で、所得額が一 の養育者で、所得額が一 【課題】
定未満（扶養人数により 定未満（扶養人数により 定未満の者 定未満（扶養人数により 定額未満（扶養人数によ 定未満（扶養人数により ・ 受付窓口が複数になると支給管理が
異なる）の者 異なる）の者 ・手当の額（月額） 異なる）の者 りことなる）の者 異なる）の者 困難となるため、検討が必要である。

・手当の額（月額） ・手当の額（月額） 第１子 円 ・手当の額（月額） ・手当の額（月額） ・手当の額（月額）5,000
第１子 円 第１子 円 第２子 円 第１子 円 第１子 円 第１子 円5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
第２子 円 第２子 円 第３子 円 第２子 円 第２子 円 第２子 円5,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000
第３子 円 第３子 円 第３子 円 第３子 円 第３子 円10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

・延べ人数： 人 ・延べ人数： 人 ・延べ人数： 人 ・延べ人数： 人 ・延べ人数： 人 ・延べ人数： 人26,898 1,843 1,029 6,083 6,301 4,763
対象児童数：約 人 （対象児童数：約 人) (対象児童数：約 人) （対象児童数：約 人) (対象児童数：約 人) （対象児童数：約 人）（ ）2,241 154 86 507 525 397

・給付額： 千円 ・給付額： 千円 ・給付額： 千円 ・給付額： 千円 ・給付額： 千円 ・給付額： 千円152,535 10,760 5,965 35,455 38,200 28,645
平成 年度実績 （平成 年度実績） 平成 年度実績 平成 年度実績 平成 年度実績 （平成 年度実績）（ ） （ ） （ ） （ ）14 14 14 14 14 14

2 3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/4( ) 児童扶養 ・補助率：国 、市 ・補助率：国 、県 ・補助率：国 、県 ・補助率：国 、県 ・補助率：国 、県 ・補助率：国 、県
手当 父母の離婚等により、父 父母の離婚等により、父 父母の離婚等により、父 父母の離婚等により、父 父母の離婚等により、父 父母の離婚等により、父

親と生計を同じくしてい 親と生計を同じくしてい 親と生計を同じくしてい 親と生計を同じくしてい 親と生計を同じくしてい 親と生計を同じくしてい
ない児童を監護、または ない児童を監護、または ない児童を監護、または ない児童を監護、または ない児童を監護、または ない児童を監護、または
養育している母子家庭等 養育している母子家庭等 養育している母子家庭等 養育している母子家庭等 養育している母子家庭等 養育している母子家庭等
の生活の安定と自立を助 の生活の安定と自立を助 の生活の安定と自立を助 の生活の安定と自立を助 の生活の安定と自立を助 の生活の安定と自立を助
け、児童の福祉の増進を け、児童の福祉の増進を け、児童の福祉の増進を け、児童の福祉の増進を け、児童の福祉の増進を け、児童の福祉の増進を
図るもの 図るもの 図るもの 図るもの 図るもの 図るもの

・受給資格 ・受給資格 ・受給資格 ・受給資格 ・受給資格 ・受給資格
指定条件にあてはまる 指定条件にあてはまる 指定条件にあてはまる 指定条件にあてはまる 指定条件にあてはまる 指定条件にあてはまる
「１８歳に達する日以後 「１８歳に達する日以後 「１８歳に達する日以後 「１８歳に達する日以後 「１８歳に達する日以後 「１８歳に達する日以後
の最初の３月３１日まで の最初の３月３１日まで の最初の３月３１日まで の最初の３月３１日まで の最初の３月３１日まで の最初の３月３１日まで
の間にある児童」を監護 の間にある児童」を監護 の間にある児童」を監護 の間にある児童」を監護 の間にある児童」を監護 の間にある児童」を監護
している母親や母にかわ している母親や母にかわ している母親や母にかわ している母親や母にかわ している母親や母にかわ している母親や母にかわ
ってその児童を養育して ってその児童を養育して ってその児童を養育して ってその児童を養育して ってその児童を養育して ってその児童を養育して
いる者に所得に応じて支 いる者に所得に応じて支 いる者に所得に応じて支 いる者に所得に応じて支 いる者に所得に応じて支 いる者に所得に応じて支
給する。 給する。 給する。 給する。 給する。 給する。

・手当の額（月額） ・手当の額（月額） ・手当の額（月額） ・手当の額（月額） ・手当の額（月額） ・手当の額（月額）
全額支給（所得制限有） 全額支給（所得制限有） 全額支給（所得制限有） 全額支給（所得制限有） 全額支給（所得制限有） 全額支給（所得制限有）
児童１人 円 児童１人 円 児童１人 円 児童１人 円 児童１人 円 児童１人 円42,370 42,370 42,370 42,370 42,370 42,370
児童２人 円 児童２人 円 児童２人 円 児童２人 円 児童２人 円 児童２人 円47,370 47,370 47,370 47,370 47,370 47,370

一部支給(所得額に応じ 一部支給(所得額に応じ 一部支給(所得額に応じ 一部支給(所得額に応じ 一部支給(所得額に応じ 一部支給(所得額に応じ
て算出) て算出) て算出) て算出) て算出) て算出)

児童 人 児童 人 児童 人 児童 人 児童 人 児童 人1 1 1 1 1 1
～ 円 ～ 円 ～ 円 ～ 円 ～ 円 ～ 円10,000 42,360 10,000 42,360 10,000 42,360 10,000 42,360 10,000 42,360 10,000 42,360

児童 人 児童 人 児童 人 児童 人 児童 人 児童 人2 2 2 2 2 2
～ 円 ～ 円 ～ 円 ～ 円 ～ 円 ～ 円15,000 47,360 15,000 47,360 15,000 47,360 15,000 47,360 15,000 47,360 15,000 47,360

３人以上は、１人につき ３人以上は、１人につき ３人以上は、１人につき ３人以上は、１人につき ３人以上は、１人につき ３人以上は、１人につき
円ずつ加算 円ずつ加算 円ずつ加算 円ずつ加算 円ずつ加算 円ずつ加算3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

・受給者数： 人 ・受給者数： 人 ・受給者数： 人 ・受給者数： 人 ・受給者数： 人 ・受給者数： 人299 40 2 67 40 30
・給付額： 円 ・県給付額： 円 ・県給付額： 円 ・県給付額： 円 ・県給付額： 円 ・県給付額： 円47,920,600 13,147,390 1,112,880 24,744,030 18,873,260 5,465,730
（ 年 月より権限委 平成 年度実績 平成 年度実績 （平成 年度実績） 平成 年度実績 （平成 年度実績）H14 8 14 14 14 14 14（ ） （ ） （ ）
譲の為、平成 年 ～14 8

月の ヶ月の給付実12 4
績のみ）
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議案第４２号参考資料（その６）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-12 各種福祉制度の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

１ ( )細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村 - 2
【調整理由】

( ) 特別児童 ・精神または身体に障害の ・精神または身体に障害の ・精神または身体に障害の ・精神または身体に障害の ・精神または身体に障害の ・精神または身体に障害の ・ 交通遺児手当、出産祝金、就学援助3
扶養手当 ある満２０歳未満の児童 ある満２０歳未満の児童 ある満２０歳未満の児童 ある満２０歳未満の児童 ある満２０歳未満の児童 ある満２０歳未満の児童 金、母子家庭等入学祝金については、

を養育している者に支給 を養育している者に支給 を養育している者に支給 を養育している者に支給 を養育している者に支給 を養育している者に支給 各市町村独自の事業であり、各々の経
する。 する。 する。 する。 する。 する。 緯や実績に配慮すると共に、国の制度
１級 月額 円 １級 月額 円 １級 月額 円 １級 月額 円 １級 月額 円 １級 月額 円 等も考慮しながら、合併時までに調整51,550 51,550 51,550 51,550 51,550 51,550
２級 月額 円 ２級 月額 円 ２級 月額 円 ２級 月額 円 ２級 月額 円 ２級 月額 円 する。34,330 34,330 34,330 34,330 34,330 34,330

・受給者数： 人 ・受給者数： 人 ・受給者数： 人 ・受給者数： 人 ・受給者数： 人 ・受給者数： 人39 7 1 11 14 6
・延べ件数： 件 ・延べ件数： 人 ・延べ件数： 件 ・延べ件数： 件 ・延べ件数： 件 ・延べ件数： 件 【課題】132 21 3 35 33 18
・給付額： 円 ・給付額： 円 ・給付額： 円 ・給付額： 円 ・給付額： 円 ・給付額： 円 ・ 交通遺児手当については、対象を交23,980,930 3,709,080 411,960 6,081,030 5,908,720 3,711,600

（平成 年度実績） （平成 年度実績） （平成 年度実績） （平成 年度実績） （平成 年度実績） （平成 年度実績） 通遺児だけでなく、労働災害等による14 14 14 14 14 14
遺児にまで範囲を拡大する一部改正

( ) 交通遺児 ○渋川市交通遺児等手当支 ― ― ― ― ― （平成元 ）を行った経緯がある一4 .3.27
手当 給条例 方で、交通遺児育英会等の制度との兼

・月額： 円 ね合いも含めて検討し、調整する必要2,000
・入学祝金： 円 がある。20,000
・受給者数：１人 ・ 出産祝金は、少子化対策及び定住促
・延べ件数：１２件 進を目的としているが、児童手当や乳
・給付額： 円( ) 児医療助成制度との兼ね合い及び次世44,000 H14

代育成支援行動計画や少子化対策の検
( ) 出産祝金 ― ○伊香保町出産祝金等支給 ○小野上村出産祝金支給条 ― ○出産祝金支給規則 ― 討の中で調整する必要がある。5

条例 例 ・対象 ・ 就学援助金については、盲学校、聾
・対象 ・対象 村内に３年以上の住所有 学校及び養護学校等への就学奨励に関
第三子以上の出産、伊香 出産日以前６ヶ月以上村 しその者が出産した２児 する法律による、特殊教育就学奨励費
保小学校、伊香保中学校 内に住所を有し、居住し を現在養育し、第３子以 制度との兼ね合いを含めて検討する必
並びに養護学校等の入学 ている者で、将来にわた 上の児童を３か月以上養 要がある。
に対し出産祝金または、 り村内に居住することが 育している者で、引き続 ・ 母子家庭等入学祝金については、母
入学祝金を支給する。 期待できる者に支給する き３年以上在住する見込 子家庭の生活水準を上げるため、厚生
出産祝い金は、第三子以 みのある者 労働省による支援施策、保健福祉事務
上を出産したとき。 ・支給額 所による就労支度資金、教育委員会に
入学祝い金は、第三子以 児童１につき 円 ・支給額 よる入学支度金等、母子家庭を支援す100,000
上で小中養護学校などに 第３子５０万円 る制度との兼ね合いを含めて検討する【平成１５年４月１日施行】
入学したとき。 ( 年度予算 円) 第４子１００万円 必要がある。15 1,000,000

第５子以上 特に認めた
・支給額 額

出産祝い金 円 ( 年度実績 円)200,000 14 7,000,000
入学祝い金 円100,000

（＊平成 年度～【 】平成１４年４月１日施行 16
( 年度実績 円) １子に付き１０万円）14 1,700,000

出産祝金 ２人
入学祝金 中学校７人
〃 小学校５人
〃 養護学校１人

( ) 就学援助金 ― ― ○小野上村特殊児童生徒就 ― ― ―6
学援助条例

・対象
村内に住所を有し、特殊
学校(盲・ろう・養護学
校)に就学する児童生徒
に対し、就学援助金を支
給する。

・支給額
児童生徒１人につき月

円1,500
平成 年度対象者１名14
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議案第４２号参考資料（その７）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-12 各種福祉制度の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

( )母子家庭等 ・母子・父子家庭の児童並 ・母子父子家庭の児童に小 ― ― ・母子父子家庭で中学校卒 ・母子・父子家庭の児童並7
入学祝金 びに父母のない児童の小 中学校入学・卒業時に記 業時に激励記念品を贈呈 びに父母のない児童の中

学校及び中学校入学時に 念品を贈呈 学校卒業時に祝い金を贈
祝い金を贈る 市単独 （町社協単独事業） る （村単独）。（ ） 。

・支給額 ・支給額
小学校入学： 円 中学校卒業： 円10,000 10,000
中学校入学： 円 ・母子・父子家庭の児童並20,000

びに父母のない児童の成
（＊平成１６年度～廃止） 人時に祝品を贈る （村。

単独）
・記念品： 円相当2,000

５ その他福祉事業

２【調整理由】細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・ 生活保護に関する事務について、町

( ) 生活保護 ・生活保護世帯： 世帯 ・生活保護世帯： 世帯 ・生活保護世帯： 世帯 ・生活保護世帯： 世帯 ・生活保護世帯： 世帯 ・生活保護世帯： 世帯 村は、渋川保健福祉事務所の所管とな1 152 14 3 14 24 15
関係 ・保護受給者人員： 人 ・保護受給者人員： 人 ・保護受給者人員： 人 ・保護受給人員： 人 ・保護受給者人員： 人 ・保護受給者人員： 人 っているが、新市においては、新市の192 20 4 19 39 19

現在 ・保護率： パーミル ・保護率： ﾊﾟｰﾐﾙ ・保護率： パーミル ・保護率： パーミル ・保護率： パーミル ・保護率： パーミル 福祉事務所の事務となるため、渋川市【 】H15.4.1 4.0 5.0 1.9 1.6 3.1 1.8
の例による。

・支給方法：振込又は現金 ・支給方法：現金(窓口)渡 ・支給方法：現金(窓口)渡 ・支給方法：振込又は現金 ・支給方法：振込又は現金 ・支給方法：振込又は現金 ・ 災害援助、災害見舞金は、渋川市の
（窓口）渡し し し （窓口）渡し （窓口）渡し （窓口）渡し 制度が充実していることから、渋川市

の例による。
( ) 災害援助、 ― ○子持村災害等見舞金の支 ○赤城村火災補償条例 ○北橘村災害見舞金条例 ・ 災害弔慰金については、内容が同様2

災害見舞金 ・対象 ・対象 給に関する要綱 なため、渋川市の例による。
災害救助法適用基準 地震・水害・火災その他 ・対象 ・対象 ・対象
以下の災害援護（内規） 不慮の災害によって住宅 台風、豪雨、地震その他 火災及び風水害により家 固定資産税の課税対象家

又は家財の全部又は一部 異常な自然現象、火災、 屋が災害を受けた場合 屋に災害を受けた場合 【課題】
、 、を滅失した場合 爆発 ・ 生活保護事務については 保護台帳

・支給額 ・支給額 ・支給額 ・支給額 ・支給額 電算システムのデータ等、渋川保健福
全焼 人世帯 円 件 円 死者 人３万円 最高 円 最高 円 祉事務所から円滑な事務の引き継ぎが1 30,000 1 20,000 1 200,000 200,000

人世帯以上 重傷者 人１万円 必要となる。2 1
円 全壊（全焼）流失 ・ 災害弔慰金について、町村について50,000

半焼 人世帯 円 １世帯 ３万円 は、群馬県市町村総合事務組合の制度1 20,000
人世帯以上 半壊（半焼）床上浸水 からの脱退が必要となる2

円 １世帯 ２万円30,000
床上浸水 円以内20,000
死亡 １人につき

円以内50,000

( ) 災害弔慰金 ○渋川市災害弔慰金の支給 ○群馬県市町村総合事務組 ○群馬県市町村総合事務組 ○群馬県市町村総合事務組 ○群馬県市町村総合事務組 ○群馬県市町村総合事務組3
等に関する条例 合災害弔慰金の支給等に 合災害弔慰金の支給等に 合災害弔慰金の支給等に 合災害弔慰金の支給等に 合災害弔慰金の支給等に

関する条例 関する条例 関する条例 関する条例 関する条例
・対象 ・対象 ・対象 ・対象 ・対象 ・対象

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、災害 暴風 豪雨 豪雪 災害 暴風 豪雨 豪雪 災害 暴風 豪雨 豪雪 災害 暴風 豪雨 豪雪 災害 暴風 豪雨 豪雪 災害 暴風 豪雨 豪雪
洪水、高潮、地震、津波 洪水、高潮、地震、津波 洪水、高潮、地震、津波 洪水、高潮、地震、津波 洪水、高潮、地震、津波 洪水、高潮、地震、津波
その他異常な自然現象に その他異常な自然現象に その他異常な自然現象に その他異常な自然現象に その他異常な自然現象に その他異常な自然現象に
よる被害により死亡した よる被害により死亡した よる被害により死亡した よる被害により死亡した よる被害により死亡した よる被害により死亡した
とき とき とき とき とき とき

・支給額 ・支給額 ・支給額 ・支給額 ・支給額 ・支給額
死亡者が生計を主として 死亡者が、生計を主とし 死亡者が、生計を主とし 死亡者が、生計を主とし 死亡者が、生計を主とし 死亡者が、生計を主とし
維持していた場合にあつ て維持していた場合にあ て維持していた場合にあ て維持していた場合にあ て維持していた場合にあ て維持していた場合にあ
ては５００万円 っては５００万円 っては５００万円 っては５００万円 っては５００万円 っては５００万円
その他の場合にあつては その他の場合にあっては その他の場合にあっては その他の場合にあっては その他の場合にあっては その他の場合にあっては
２５０万円 ２５０万円 ２５０万円 ２５０万円 ２５０万円 ２５０万円
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議案第４２号参考資料（その８）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-12 各種福祉制度の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

（抜粋）【関係法令】 ○老人福祉法

（抜粋） （市町村老人福祉計画）○障害者基本法
第 条の８ 市町村は、地方自治法（昭和 年法律第 号）第２条第４項の基本構想20 22 67

（障害者基本計画等） に即して、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業（以下「老人福祉事業」
第７条の２ 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的か という ）の供給体制の確保に関する計画（以下「市町村老人福祉計画」という ）を定。 。
つ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「障害者 めるものとする。
基本計画」という ）を策定しなければならない。 ２ 市町村老人福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。。

２ 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の ．当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標1
状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画（以 ．前号の老人福祉事業の量の確保のための方策2
下「都道府県障害者計画」という ）を策定するよう努めなければならない。 ．その他老人福祉事業の供給体制の確保に関し必要な事項。 3

３ 市町村は、障害者基本計画（都道府県障害者計画が策定されているときは、障害者基 ３ 市町村は、前項第１号の目標（老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、
。） 、本計画及び都道府県障害者計画）を基本とするとともに、地方自治法 （昭和二十二年 老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る を定めるに当たつては

法律第六十七号）第二条第四項 の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者 介護保険法第 条第２項第１号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の117
の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画（以 見込み（同法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、痴呆対応型共同生活
下「市町村障害者計画」という ）を策定するよう努めなければならない。 介護及び介護福祉施設サービスに係るものに限る ）を勘案しなければならない。。 。

４ 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者及び障害者の福祉に ４ 厚生労働大臣は、市町村が第２項第１号の目標（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
関する事業に従事する者の意見を代表すると認められる者並びに学識経験のある者の意 老人福祉センター及び老人介護支援センターに係るものに限る ）を定めるに当たつて。
見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 参酌すべき標準を定めるものとする。

５ 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議 ５ 市町村老人福祉計画は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるた
会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が めに日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態その
市町村障害者計画を策定する場合においても、同様とする。 他の事情を勘案して作成されなければならない。

６ 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要 ６ 市町村老人福祉計画は、老人保健法第 条の に規定する市町村老人保健計画と一46 18
1旨を公表しなければならない。 体のものとして作成されなければならない ７ 市町村老人福祉計画は 介護保険法第。 、

７ 都道府県又は市町村は、都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したとき 条に規定する市町村介護保険事業計画その他の法律の規定による計画であつて老人17
は、その要旨を公表しなければならない。 の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

８ 第四項及び第六項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は ８ 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、
都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。 都道府県の意見を聴かなければならない。

９ 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道
府県知事に提出しなければならない。

（抜粋）○老人保健法

（市町村老人保健計画） （抜粋）○介護保険法
第 条の 市町村は、地方自治法（昭和 年法律第 号）第２条第４項の基本構想46 18 22 67
に即して、当該市町村における老人に対する医療等以外の保健事業の実施に関する計画 （市町村介護保険事業計画）
（以下「市町村老人保健計画」という ）を定めるものとする。 第１１７条 市町村は、基本指針に即して、３年ごとに、５年を１期とする当該市町村が。

２ 市町村老人保健計画においては、当該市町村における老人に対する医療等以外の保健 行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事
事業の実施に関し、機能訓練及び訪問指導について確保すべき事業の量の目標その他必 業計画」という ）を定めるものとする。。
要な事項の目標を定めるものとする。 ２ 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

３ 厚生労働大臣は、市町村が前項の目標を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるも ( ) 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み1
のとする。 ( ) 前号の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策2

４ 市町村老人保健計画は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるた ( ) 指定居宅サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保3
めに日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況その他の事情を勘案し に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関す
て作成されなければならない。 る事項

５ 市町村老人保健計画は、老人福祉法第 条の８に規定する市町村老人福祉計画と一 ( ) その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために市町村が必要と認め20 4
体のものとして作成されなければならない。 る事項

６ 市町村老人保健計画は、介護保険法第 条に規定する市町村介護保健事業計画と調 ３ 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、要介護者117
和が保たれたものでなければならない７ 市町村は、市町村老人保健計画を定め、又は 等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなけ
変更しようとするときは、あらかじめ、 都道府県の意見を聴かなければならない。 ればならない。

、 、８ 市町村は、市町村老人保健計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道 ４ 市町村介護保険事業計画は 老人福祉法第２０条の８に規定する市町村老人福祉計画
府県知事に提出しなければならない。 老人保健法（昭和５７年法律第８０号）第４６条の１８に規定する市町村老人保健計画

その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療又は福祉に関する事項
を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

５ 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ
め、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

６ 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ
め、都道府県の意見を聴かなければならない。

７ 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを
都道府県知事に提出しなければならない。
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議案第４２号参考資料（その９）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-12 各種福祉制度の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

（抜粋）○児童手当法
３ 第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、養育者に

（支給要件） 対する手当にあつては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しな
第４条 児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに い。
支給する。 ( ) 日本国内に住所を有しないとき。1
( ) 次のイ又はロに掲げる児童（以下「支給要件児童」という ）を監護し、かつ、こ ( ) 国民年金法 等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附則第３２条第1 2。

れと生計を同じくするその父又は母 １項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第１条による改正前の国民年
① 三歳に満たない児童（月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を 金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、
経過しない児童とする。以下同じ ） その全額につきその支給が停止されているときを除く。。
② 三歳に満たない児童を含む二人以上の児童

( ) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、そ2
の生計を維持する者 （抜粋）○特別児童扶養手当等の支給に関する法律

( ) 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であつて、父母に監護3
されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し かつ その生計を維持するもの （支給要件）、 、 。
ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る。 第３条 国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若

２ 前項第１号又は第３号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である児 しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育
童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父又は母のうち する（その障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。
いずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計 以下同じ ）ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養手当（以。
を同じくするものとみなす。 下この章において「手当」という ）を支給する。。

、 、 、２ 前項の場合において 当該障害児を父及び母が監護するときは 当該父又は母のうち
主として当該障害児の生計を維持する者（当該父及び母がいずれも当該障害児の生計を

、 、 ）○児童扶養手当法（抜粋） 維持しないものであるときは 当該父又は母のうち 主として当該障害児を介護する者
に支給するものとする。

、 、 、（支給要件） ３ 第１項の規定にかかわらず 手当は 障害児が次の各号のいずれかに該当するときは
第４条 都道府県知事、市長（特別区の区長を含む。以下同じ ）及び福祉事務所（社会 当該障害児については、支給しない。。

福祉法（昭和２６年法律第４５号）に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ ） ( ) 日本国内に住所を有しないとき。。 1
を管理する町村長（以下「都道府県知事等」という ）は、次の各号のいずれかに該当 ( ) 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。 2
する児童の母がその児童を監護するとき、又は母がないか若しくは母が監護をしない場 ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
合において、当該児童の母以外の者がその児童を養育する（その児童と同居して、これ ４ 第１項の規定にかかわらず、手当は、父母に対する手当にあつては当該父母が、養育
を監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ ）ときは、その母又はそ 者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しな。
の養育者に対し、児童扶養手当（以下「手当」という ）を支給する。 い。。
( ) 父母が婚姻を解消した児童 ５ 手当の支給を受けた者は、手当が障害児の生活の向上に寄与するために支給されるも1
( ) 父が死亡した児童 のである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。2
( ) 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童3
( ) 父の生死が明らかでない児童4
( ) その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの5

２ 前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当 （抜粋）○生活保護法
該児童については、支給しない。 （保護の実施機関が変更した場合の経過規定）
( ) 日本国内に住所を有しないとき。 第 条 町対の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合に1 83
( ) 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただ おいては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に2

し、その全額につきその支給が停止されているときを除く。 関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理又は決定とみなす。但し、変
、 、( ) 父若しくは母の死亡について労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）の規定に 更前に行われ 又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については3

よる遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付を受けることができ 変更がなかつたものとする。
る場合、父の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる母の監護を
受けている場合又は父若しくは母の死亡について支給されるこれらの給付を受けるこ
とができる者の養育を受けている場合であつて、当該給付の事由が発生した日から六
年を経過していないとき。

( ) 父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。4
( ) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号に規定する里親に5

委託されているとき。
( ) 父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第３号に規定する政令で定6

める程度の障害の状態にあるときを除く。
（ ）( ) 母の配偶者 前項第３号に規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く7

に養育されているとき。
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議案第４２号参考資料（その１０）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-12 各種福祉制度の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

６ 先進地事例

篠 山 市 西 東 京 市 さ ぬ き 市

、１ 国又は県等が定める福祉制度については、そ 福祉関係事務事業については、社会経済状況の １ 各福祉制度における老人福祉施策については
の福祉制度の要綱等に準拠して実施する。 変化、少子高齢化の進展、介護保険の導入などに 国又は県等の要綱等に準拠しながらサービスの

２ 国又は県等が定める福祉制度について、町が 伴い、量から質への転換が必要になっていること 充実に努める。
その福祉制度の充実を図ることを目的に定めて を踏まえ、今後の福祉施策の方向性を総合的に勘 ２ 敬老年金については、次のとおりとする。
いる福祉制度又は事業については、次のとおり 案しながら調整するものとする。また、一律的な 〔支給日〕毎年９月１５日
実施する。 経済給付型事業から、サービスの質と効率性への 〔支給額〕８０歳～８９歳の者／１０，０００円
① 長寿祝金については、西紀町の例による。 転換を基本とし、スクラップ・アンド・ビルドの ９０歳以上の者／２０，０００円
② 在宅老人介護手当及び重度心身障害者 児 原則に立ち、負担公平性及び市民福祉向上の観点 〔基準日〕９月１５日（ ）

介護手当については、西紀町の例による。 に留意し調整するものする。 〔支給方法〕現金手渡し
③ 心身障害者扶養共済制度補助制度について ３ 各福祉制度における児童福祉・障害者福祉・

は、丹南町の例による。 医療等の施策については、国又は県等の要綱等
④ 福祉資金借入金利子補給制度については、 に準拠しながらサービスの充実に努める。

篠山町の例による。 ４ 保育所運営における保育料については、適正
３ 町独自の福祉制度については、その福祉制度 な保育料を設定する。
の趣旨や目的が効果的に機能する町の例による ５ 国民年金印紙購入基金条例は、合併時に廃止。

４ 地域福祉基金については、合併時に合計額を する。
もって基金を設置する。 ６ 国民年金の収納事務については、国の方針に

５ 民生委員協議会は統合する。 基づき、合併時に廃止する。
７ その他の国民年金事務については、統一を図

り実施する。
８ 同和対策における各種施策等は、国・県の基

準により新市において、統一して実施する。た
だし、地域改善対策就園就学奨励金及び隣保館
の運営については、現行のとおりとする。

宗 像 市 東 か が わ 市 山 県 市

１ 生活保護事業については、国・県の福祉制度 各種福祉制度の取扱いについては、次のとおり 《福祉医療費助成事業》
に基づき、新市において実施する。 調整する。 １ 乳幼児医療費助成事業については、新市にお

２ 法外保護費については、制度の基本的な在り １ 国または県等が定める制度については、現行 いて、対象者を小学校就学前（６歳に達した日
方の見直しを含め、合併までに調整する。 の実施方法を基準に、新市において調整して実 以降における最初の３月３１日まで）の児童と

３ 介護保険外の高齢者福祉サービス事業につい 施する。 し実施する。
ては、国・県の福祉事業の対象となる範囲内で ２ 地域福祉バス運行事業、患者輸送バス運行事 ２ 重度心身障害者医療費助成事業、重度心身障
新市において実施する。ただし、それぞれの市 業については、地域全体の均衡を考慮し、新た 害老人医療費助成事業､６９歳老人医療費助成事
町で実施している現行の単独事業については、 な制度により実施する。 業及び母子家庭等医療費助成事業（伊自良村単
この限りではない。利用者負担については、介 ３ 身体障害者手帳診断書料助成事業については 独事業分を除く｡)については、新市において県、
護保険事業等との均衡を図りながら、新市にお 白鳥町の例により調整し、実施する。 の補助基準により実施する。
いて設定する。 ４ 敬老年金支給事業については、現行の制度を ３ 母子家庭等医療費助成事業における伊自良村

４ 障害者福祉事業については、国・県の福祉事 改め、祝金制度により新市において調整し、実 単独事業分及び父子家庭医療費助成事業につい
業の対象となる範囲内で新市において実施する 施する。 ては、廃止とする。。
ただし、それぞれの市町で実施している現行の ５ 保育所の延長保育は、大内町の例により調整
単独事業については、この限りではない。 し、実施する。 《高齢者福祉事業》

５ 保育所については、両市町において合併まで ６ 乳幼児医療費支給事業については、引田町の １ 国又は県等が定める制度については、現行の
に必要な認可保育所の確保に努める。 例により統一し、実施する。 実施方法を基準とし、市域全体で実施するよう

６ 保育所保育料及び特別保育事業については、 ７ 出生祝金については、３つの区分により祝金 新市において調整する。
宗像市の例により調整する。 を支給する。 ２ 各町村独自の制度については、趣旨や目的に

７ 学童保育事業については、宗像市の例により ８ １町または２町で実施されているその他の事 沿った効果的な制度として、市域全体で実施す
調整する。 業については 新市において調整し 実施する るよう新市において調整する。、 、 。

８ 寡婦医療制度については、宗像市の例により ３高齢福祉関係の事業については、従来の実績等
調整する。 を尊重しつつ市域全体の均衡を考慮し、新市に

９ 家庭児童相談室相談員体制については、現行 おいて調整し実施する。
のまま新市に引き継ぐ。

戦没者追悼式については、基本的には宗像市10
の例によりながら、合併までに調整する。
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議案第４３号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-13 保育料の取扱いに関すること 関 係 項 目

１ 保育所については、現行のまま新市に引き継ぐ。
２ 保護者負担金については、合併時に渋川市の保育料徴収基準表の例による。

調 整 方 針
ただし、合併後５年以内に保育料平均額を国の基準の概ね６０％に統一する。

現 況 調整理由・課題

１ 保育所
(注) 調整理由・課題については、

（その８）に記載。細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1) 保育所数 公立 ５カ所 公立 １カ所 公立 なし 公立 なし 公立 なし 公立 なし
私立 ６カ所 私立 なし 私立 なし 私立 １カ所 私立 １カ所 私立 １カ所

２ 保護者負担金現況（第１子）

階層
区分

３歳未満 ３歳以上 ３歳未満 ３歳以上 ３歳未満 ３歳以上 ３歳未満 ３歳以上 ３歳未満 ３歳以上 ３歳未満 ３歳以上 ３歳未満 ３歳以上

Ａ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｂ 前年度分の市民税非課税世帯 2,400 1,760 6,000 4,500 6,000 4,000 2,400 1,600 2,700 1,800 2,400 1,600 9,000 6,000

Ｃ１
前年度分の市民税のうち均等

割額のみの課税世帯
8,120 6,280 12,700 10,500 13,000 11,000 8,400 5,700 5,800 4,900 9,000 6,900 19,500 16,500

Ｃ２
所得割の課税額が5,000円
未満

9,360 7,380 15,700 13,500 11,800 8,900 7,800 6,600

Ｃ３
所得割の課税額が5,000円
以上

10,640 8,820 12,700 10,000 9,700 8,200

所得割の課税額が3,000円
未満

11,900 10,240 19,500 17,200 20,000 18,000 14,300 11,500 11,400 10,200 14,600 12,600 30,000 27,000

3,000円以上5,000円未満
16,600 13,700

Ｄ２
5,000円以上10,000円未
満

12,920 11,540

10,000円以上15,000円未
満

14,240 12,680

15,000円以上17,000円未
満

18,600 16,000

17,000円以上20,000円未
満

16,720 14,800 24,000 21,700

20,000円以上30,000円未
満

12,000 10,800

30,000円以上40,000円未
満

22,700 20,500

40,000円以上48,000円未
満

15,000 13,500

48,000円以上60,000円未
満

18,960 17,120 24,000 21,700 20,000 18,000 22,700 20,500

60,000円以上64,000円未
満

24,800 23,700

64,000円以上80,000円未
満

17,800 16,600 26,500 23,000 44,500 41,500

定　　　　　義

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区
分

生活保護法による被保護世帯

Ｄ５

Ａ階層及びＤ

階層を除き前

年分の所得税

非課税世帯

Ｄ１

Ｄ３

Ｄ４

Ａ階層を除
き前年分の
所得税課税
世帯であっ
て、その所
得税の額の
区分が次の
区分に該当
する世帯

渋川市（17階層） 伊香保町（10階層） H１５国基準子持村（17階層） 赤城村（15階層） 北橘村（７階層）小野上村（７階層）
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議案第４３号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-13 保育料の取扱いに関すること 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

階層
区分

３歳未満 ３歳以上 ３歳未満 ３歳以上 ３歳未満 ３歳以上 ３歳未満 ３歳以上 ３歳未満 ３歳以上 ３歳未満 ３歳以上 ３歳未満 ３歳以上

80,000円以上90,000円
未満

21,680 19,500 30,000 25,200 29,000 27,000 24,800 23,700 17,800 16,600 26,500 23,000 44,500 41,500

90,000円以上96,000円
未満

27,700 27,500

96,000円以上110,000円
未満

20,900 19,500

110,000円以上120,000
円未満

24,880 21,820

120,000円以上128,000
円未満

29,300 27,500

128,000円以上140,000
円未満

22,200 20,700

140,000円以上150,000
円未満

27,360 24,720 36,700 25,200

150,000円以上160,000
円未満

30,000 27,500

160,000円以上170,000
円未満

24,400 23,200 33,800 27,300 61,000 58,000

170,000円以上180,000
円未満

29,880 27,540

180,000円以上200,000
円未満

31,000 27,500

200,000円以上210,000
円未満

32,160 29,840 42,700 25,200 40,000 38,000

210,000円以上240,000
円未満

32,300 27,500

240,000円以上242,000
円未満

33,700 27,500

242,000円以上324,000
円未満

27,400 26,100

324,000円以上330,000
円未満

31,100 27,000

330,000円以上355,000
円未満

35,800 27,500

355,000円以上408,000
円未満

34,400 31,960

408,000円以上510,000
円未満

35,900 27,500 39,000 30,000 80,000 77,000

Ｄ12 510,000円以上 35,460 33,040 62,200 25,200 52,000 50,000

Ｈ１５国基準

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ａ階層を
除き前年
分の所得
税課税世
帯であっ
て、その
所得税の
額の区分
が次の区
分に該当
する世帯

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

子持村（17階層） 赤城村（15階層） 北橘村（７階層）

定　　　　　義

各月初日の入所児童の属する世帯の階
層区分

渋川市（17階層） 伊香保町（10階層） 小野上村（７階層）
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３歳未満 ３歳以上 ３歳未満 ３歳以上 ３歳未満 ３歳以上 ３歳未満 ３歳以上 ３歳未満 ３歳以上 ３歳未満 ３歳以上

20,621 18,571 29,408 20,025 27,667 27,667 23,300 20,147 17,436 15,471 20,883 16,900

49.01% 47.52% 67.41% 49.29% 57.97% 61.86% 56.72% 52.91% 44.06% 42.30% 51.35% 44.87%国基準に対する割合

北橘村赤城村子持村小野上村渋川市 伊香保町

保育料平均



　議案第４３号参考資料（その３）

現在の各町村が渋川市の徴収基準に変更した場合の動きを５つのパターンで比較したもの。

A 0 0 1 0 0 A 0 0 1 0

1子 6,000 4,500 2 13 67,500 1子 2,400 1,760 13 22,880
2子 3,000 2,250 1 3 9,000 2子 960 700 4 2,800
3子 600 450 2 0 900 3子 0 0 2 0
1子 12,700 10,500 0 2 21,000 1子 8,120 6,280 4 25,120
2子 6,350 5,250 0 1 5,250 2子 3,240 2,510 1 2,510
3子 1,270 1,050 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 15,700 13,500 0 13 175,500 1子 9,360 7,380 4 29,520
2子 7,850 6,750 1 0 6,750 2子 3,740 2,950 1 2,950
3子 1,570 1,350 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 19,500 17,200 1 3 68,800 1子 10,640 8,820 9 79,380
2子 9,750 8,600 0 0 0 2子 4,250 3,520 0 0
3子 1,950 1,720 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 24,000 21,700 2 19 455,700 1子 11,900 10,240 0 0
2子 12,000 10,850 5 0 54,250 2子 4,760 4,090 0 0
3子 2,400 2,170 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 30,000 25,200 3 10 333,000 1子 12,920 11,540 0 0
2子 15,000 12,600 0 1 12,600 2子 5,160 4,610 0 0
3子 3,000 2,520 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 36,700 25,200 3 6 252,300 1子 14,240 12,680 3 38,040
2子 18,350 12,600 0 2 25,200 2子 5,690 5,070 0 0
3子 3,670 2,520 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 42,700 25,200 3 10 371,100 1子 16,720 14,800 10 148,000
2子 21,350 12,600 0 1 12,600 2子 6,680 5,920 3 17,760
3子 4,270 2,520 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 62,200 25,200 0 2 50,400 1子 18,960 17,120 8 136,960
2子 31,100 12,600 0 0 0 2子 7,580 6,840 2 13,680
3子 6,220 2,520 0 0 0 3子 0 0 0 0

1子 21,680 19,500 4 78,000
2子 8,670 7,800 0 0
3子 0 0 0 0
1子 24,880 21,820 7 152,740

※合計（年額）は、途中入退所等は考慮せず、合計（月額）を単純に12倍したもの。 2子 9,950 8,720 0 0
3子 0 0 0 0
1子 27,360 24,720 4 98,880
2子 10,940 9,880 0 0
3子 0 0 0 0
1子 29,880 27,540 5 137,700
2子 11,950 11,010 1 11,010
3子 0 0 0 0
1子 32,160 29,840 12 358,080
2子 12,860 11,930 2 23,860
3子 0 0 0 0
1子 34,400 31,960 7 223,720
2子 13,760 12,780 1 12,780
3子 0 0 0 0
1子 35,460 33,040 2 66,080
2子 14,180 13,210 0 0
3子 0 0 0 0

110 1,682,450

20,189,400

④所得税120,000円：△3,380円

⑤所得税200,000円：＋4,640円

①住民税非課税：△2,740円

②所得税2,000円：△6,960円

③所得税20,000円：△6,900円

D6
前年分の所得税課税額が
510,000円以上である世帯

合　　　計（月額）

合　　　計（年額）

D3
前年分の所得税課税額が80,000
円以上140,000円未満である世
帯

D2

D1

A階層を除き
前年分の所
得税課税世
帯であって、
その所得税
の額の区分
が次の区分
に該当する世
帯

D4
前年分の所得税課税額が
140,000円以上200,000円未満で
ある世帯

D5
前年分の所得税課税額が
200,000円以上510,000円未満で
ある世帯

C1
前年度分の市民税のうち均等割
のみ課税世帯（所得割非課税世
帯）

C2
前年度分の市民税のうち所得割
課税額がある世帯

以上
児童
数

生活保護法（昭和25年法律第144号)による被保
護世帯(単給世帯を含む)

B 前年度分の市民税非課税世帯

D6

伊香保町保育料徴収金基準額表
各月初日の在籍借置児童の属する世帯の階層区分 保　育　料

保育料試算調定額
階
層
･
区
分

定                       義
３歳未満
児の場

合

３歳以上
児の場

合

未満
児童
数

前年分の所得税課税額が
200,000円以上355,000円未満で
ある世帯

前年分の所得税課税額が
140,000円以上170,000円未満で
ある世帯

D1
前年分の所得税課税額が5,000
円未満である世帯

D2
前年分の所得税課税額が5,000
円以上10,000円未満である世帯

前年分の所得税課税額が17,000
円以上48,000円未満である世帯

前年分の所得税課税額が48,000
円以上80,000円未満である世帯

D3
前年分の所得税課税額が10,000
円以上17,000円未満である世帯

C3

合　　　計（年額）

合　　　計（月額）

前年分の所得税課税額が
170,000円以上200,000円未満で
ある世帯

D9

D10

D11

D12
前年分の所得税課税額が
510,000円以上である世帯

前年分の所得税課税額が
355,000円以上510,000円未満で
ある世帯

生活保護法（昭和25年法律第144号)による被保
護世帯(単給世帯を含む)

A階層を除き
前年分の所
得税課税世
帯であって、
その所得税
の額の区分
が次の区分
に該当する世
帯

D4

D5

D7

D8

B

A階層及びD
階層を除き前
年分の所得
税非課税世
帯

C1

C2

前年分の所得税課税額が80,000
円以上110,000円未満である世
帯

前年分の所得税課税額が
110,000円以上140,000円未満で
ある世帯

前年度分の市民税のうち均等割
のみ課税世帯（所得割非課税世
帯）

前年度分の市民税非課税世帯

前年度分の市民税のうち所得割
課税額が5,000円未満である世
帯

前年度分の市民税のうち所得割
課税額が5,000円以上である世
帯

渋川市保育料徴収金基準額表【伊香保町】
各月初日の在籍借置児童の属する世帯の階層区分

階
層
･
区
分

定                       義
３歳未満
児の場

合

保育料試算調定額児童数

保　育　料
３歳以上
児の場

合

1,921,850

23,062,200

A階層及びD
階層を除き前
年分の所得
税非課税世
帯

前年分の所得税課税額が17,000
円未満である世帯

前年分の所得税課税額が17,000
円以上80,000円未満である世帯

24 86

－37－



　議案第４３号参考資料（その４）

現在の各町村が渋川市の徴収基準に変更した場合の動きを示したもの。

A 0 0 0 A 0 0 0 0

1子 6,000 4,000 0 1子 2,400 1,760 0 0
2子 3,000 2,000 0 2子 960 700 0 0
3子 600 400 0 3子 0 0 0 0
1子 13,000 11,000 0 1子 8,120 6,280 0 0
2子 6,500 5,500 0 2子 3,240 2,510 0 0
3子 1,300 1,100 0 3子 0 0 0 0
1子 20,000 18,000 1 18,000 1子 9,360 7,380 0 0
2子 10,000 9,000 0 2子 3,740 2,950 0 0
3子 2,000 1,800 0 3子 0 0 0 0
1子 29,000 27,000 0 1子 10,640 8,820 0 0
2子 14,500 13,500 0 2子 4,250 3,520 0 0
3子 2,900 2,700 0 3子 0 0 0 0
1子 40,000 38,000 0 1子 11,900 10,240 0 0
2子 20,000 19,000 0 2子 4,760 4,090 0 0
3子 4,000 3,800 0 3子 0 0 0 0
1子 52,000 50,000 0 1子 12,920 11,540 0 0
2子 26,000 25,000 0 2子 5,160 4,610 0 0
3子 5,200 5,000 0 3子 0 0 0 0

1子 14,240 12,680 0 0
2子 5,690 5,070 0 0
3子 0 0 0 0
1子 16,720 14,800 1 14,800

※合計（年額）は、途中入退所等は考慮せず、合計（月額）を単純に12倍したもの。 2子 6,680 5,920 0 0
3子 0 0 0 0
1子 18,960 17,120 0 0
2子 7,580 6,840 0 0
3子 0 0 0 0
1子 21,680 19,500 0 0
2子 8,670 7,800 0 0
3子 0 0 0 0
1子 24,880 21,820 0 0
2子 9,950 8,720 0 0
3子 0 0 0 0
1子 27,360 24,720 0 0
2子 10,940 9,880 0 0
3子 0 0 0 0
1子 29,880 27,540 0 0
2子 11,950 11,010 0 0
3子 0 0 0 0
1子 32,160 29,840 0 0
2子 12,860 11,930 0 0
3子 0 0 0 0
1子 34,400 31,960 0 0
2子 13,760 12,780 0 0
3子 0 0 0 0
1子 35,460 33,040 0 0
2子 14,180 13,210 0 0
3子 0 0 0 0

1 14,800

177,600

小野上村保育料徴収金基準額表 渋川市保育料徴収金基準額表【小野上村】
各月初日の在籍借置児童の属する世帯の階層区分 保　育　料

未満
児童
数

以上
児童
数

保育料試算調定額

各月初日の在籍借置児童の属する世帯の階層区分 保　育　料

児童数 保育料試算調定額
階
層
･
区
分

定                       義
３歳未満
児の場

合

３歳以上
児の場

合

階
層
･
区
分

定                       義
３歳未満
児の場

合

３歳以上
児の場

合
生活保護法（昭和25年法律第144号)による被保
護世帯(単給世帯を含む) ①住民税非課税：△2,240円

生活保護法（昭和25年法律第144号)による被保
護世帯(単給世帯を含む)

B A階層及びD
階層を除き前
年分の所得
税非課税世
帯

前年度分の市民税非課税世帯 B

A階層及びD
階層を除き前
年分の所得
税非課税世
帯

前年度分の市民税非課税世帯

C
前年度分の市民税のうち均等割
のみ課税世帯（所得割非課税世
帯）

C1
前年度分の市民税のうち均等割
のみ課税世帯（所得割非課税世
帯）

②所得税2,000円：△10,620円
前年度分の市民税のうち所得割
課税額が5,000円未満である世
帯

D1
A階層を除き
前年分の所
得税課税世
帯であって、
その所得税
の額の区分
が次の区分
に該当する世
帯

前年分の所得税課税額が80,000
円未満である世帯

C2

③所得税20,000円：△3,200円
D2

前年分の所得税課税額が80,000
円以上200,000円未満である世
帯

C3
前年度分の市民税のうち所得割
課税額が5,000円以上である世
帯

D3
前年分の所得税課税額が
200,000円以上510,000円未満で
ある世帯

D1

A階層を除き
前年分の所
得税課税世
帯であって、
その所得税
の額の区分
が次の区分
に該当する世
帯

前年分の所得税課税額が5,000
円未満である世帯　④所得税120,000円：△5,180円

D4
前年分の所得税課税額が
510,000円以上である世帯

D2
前年分の所得税課税額が5,000
円以上10,000円未満である世帯

合　　　計（月額） 0 1 18,000
D3

前年分の所得税課税額が10,000
円以上17,000円未満である世帯

合　　　計（年額） 216,000

D4
前年分の所得税課税額が17,000
円以上48,000円未満である世帯

⑤所得税200,000円：△8,160円

D5
前年分の所得税課税額が48,000
円以上80,000円未満である世帯

D6
前年分の所得税課税額が80,000
円以上110,000円未満である世
帯

D7
前年分の所得税課税額が
110,000円以上140,000円未満で
ある世帯

D8
前年分の所得税課税額が
140,000円以上170,000円未満で
ある世帯

D9
前年分の所得税課税額が
170,000円以上200,000円未満で
ある世帯

D10
前年分の所得税課税額が
200,000円以上355,000円未満で
ある世帯

D11
前年分の所得税課税額が
355,000円以上510,000円未満で
ある世帯

合　　　計（年額）

D12
前年分の所得税課税額が
510,000円以上である世帯

合　　　計（月額）

－38－



　議案第４３号参考資料（その５）

現在の各町村が渋川市の徴収基準に変更した場合の動きを５つのパターンで比較したもの。

A 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0

1子 2,400 1,600 2 3 8,000 1子 2,400 1,760 6 10,560
2子 1,200 800 2 0 1,600 2子 960 700 2 1,400
3子 600 400 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 8,400 5,700 3 4 39,900 1子 8,120 6,280 7 43,960
2子 4,200 2,850 1 2 8,550 2子 3,240 2,510 3 7,530
3子 2,100 1,420 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 11,800 8,900 2 1 26,700 1子 9,360 7,380 3 22,140
2子 5,900 4,450 0 0 0 2子 3,740 2,950 0 0
3子 2,950 2,220 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 12,700 10,000 5 3 80,000 1子 10,640 8,820 13 114,660
2子 6,350 5,000 2 0 10,000 2子 4,250 3,520 4 14,080
3子 3,170 2,500 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 14,300 11,500 4 5 103,500 1子 11,900 10,240 1 10,240
2子 7,150 5,750 3 0 17,250 2子 4,760 4,090 0 0
3子 3,570 2,870 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 16,600 13,700 3 3 82,200 1子 12,920 11,540 5 57,700
2子 8,300 6,850 1 0 6,850 2子 5,160 4,610 1 4,610
3子 4,150 3,420 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 18,600 16,000 2 3 80,000 1子 14,240 12,680 0 0
2子 9,300 8,000 0 0 0 2子 5,690 5,070 0 0
3子 4,650 4,000 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 22,700 20,500 4 2 123,000 1子 16,720 14,800 10 148,000
2子 11,350 10,250 1 0 10,250 2子 6,680 5,920 1 5,920
3子 5,670 5,120 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 24,800 23,700 2 1 71,100 1子 18,960 17,120 3 51,360
2子 12,400 11,850 0 2 23,700 2子 7,580 6,840 2 13,680
3子 6,200 5,920 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 27,700 27,500 4 3 192,500 1子 21,680 19,500 7 136,500
2子 13,850 13,750 0 3 41,250 2子 8,670 7,800 3 23,400
3子 6,920 6,870 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 29,300 27,500 4 4 220,000 1子 24,880 21,820 8 174,560
2子 14,650 13,750 1 2 41,250 2子 9,950 8,720 4 34,880
3子 7,320 6,870 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 30,000 27,500 5 4 247,500 1子 27,360 24,720 8 197,760
2子 15,000 13,750 0 1 13,750 2子 10,940 9,880 1 9,880
3子 7,500 6,870 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 31,000 27,500 1 2 83,000 1子 29,880 27,540 5 137,700
2子 15,500 13,750 0 1 13,750 2子 11,950 11,010 1 11,010
3子 7,750 6,870 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 32,300 27,500 1 1 56,800 1子 32,160 29,840 14 417,760
2子 16,150 13,750 0 0 0 2子 12,860 11,930 1 11,930
3子 8,070 6,870 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 33,700 27,500 5 4 263,500 1子 34,400 31,960 3 95,880
2子 16,850 13,750 0 1 13,750 2子 13,760 12,780 3 38,340
3子 8,420 6,870 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 35,800 27,500 3 5 235,900 1子 35,460 33,040 5 165,200
2子 17,900 13,750 0 3 41,250 2子 14,180 13,210 0 0
3子 8,950 6,870 0 0 0 3子 0 0 0 0

61 63 2,156,800 124 1,960,640

25,881,600 23,527,680

※合計（年額）は、途中入退所等は考慮せず、合計（月額）を単純に12倍したもの。

合　　　計（月額）

合　　　計（年額）

D10
前年分の所得税課税額が
210,000円以上240,000円未満で
ある世帯

D11

D12
前年分の所得税課税額が
330,000円以上である世帯

前年分の所得税課税額が
240,000円以上330,000円未満で
ある世帯

D8
前年分の所得税課税額が
150,000円以上180,000円未満で
ある世帯

D9
前年分の所得税課税額が
180,000円以上210,000円未満で
ある世帯

前年分の所得税課税額が60,000
円以上90,000円未満である世帯

D6
前年分の所得税課税額が90,000
円以上120,000円未満である世
帯

D7
前年分の所得税課税額が
120,000円以上150,000円未満で
ある世帯

D1

A階層を除き
前年分の所
得税課税世
帯であって、
その所得税
の額の区分
が次の区分
に該当する世
帯

前年分の所得税課税額が3,000
円未満である世帯

D2
前年分の所得税課税額が3,000
円以上15,000円未満である世帯

D3
前年分の所得税課税額が15,000
円以上30,000円未満である世帯

D4
前年分の所得税課税額が30,000
円以上60,000円未満である世帯

D5

生活保護法（昭和25年法律第144号)による被保
護世帯(単給世帯を含む)

B

A階層及びD
階層を除き前
年分の所得
税非課税世
帯

前年度分の市民税非課税世帯

C1
前年度分の市民税のうち均等割
のみ課税世帯（所得割非課税世
帯）

C2
前年度分の市民税のうち所得割
課税額が5,000円未満である世
帯

C3
前年度分の市民税のうち所得割
課税額が5,000円以上である世
帯

子持村保育料徴収金基準額表
各月初日の在籍借置児童の属する世帯の階層区分 保　育　料

以上
児童
数

保育料試算調定額
階
層
･
区
分

定                       義
３歳未満
児の場

合

３歳以上
児の場

合

未満
児童
数

前年分の所得税課税額が48,000
円以上80,000円未満である世帯

D3
前年分の所得税課税額が10,000
円以上17,000円未満である世帯

A階層を除き
前年分の所
得税課税世
帯であって、
その所得税
の額の区分
が次の区分
に該当する世
帯

D1
前年分の所得税課税額が5,000
円未満である世帯

D2
前年分の所得税課税額が5,000
円以上10,000円未満である世帯

D4

D5

合　　　計（年額）

合　　　計（月額）

前年分の所得税課税額が
170,000円以上200,000円未満で
ある世帯

D9

D10

D11

D12
前年分の所得税課税額が
510,000円以上である世帯

前年分の所得税課税額が
355,000円以上510,000円未満で
ある世帯

前年分の所得税課税額が
200,000円以上355,000円未満で
ある世帯

D7

D8

前年度分の市民税のうち均等割
のみ課税世帯（所得割非課税世
帯）

前年分の所得税課税額が80,000
円以上110,000円未満である世
帯

前年分の所得税課税額が
110,000円以上140,000円未満で
ある世帯

D6

前年分の所得税課税額が
140,000円以上170,000円未満で
ある世帯

前年度分の市民税のうち所得割
課税額が5,000円以上である世
帯

前年分の所得税課税額が17,000
円以上48,000円未満である世帯

C2
前年度分の市民税のうち所得割
課税額が5,000円未満である世
帯

定                       義

生活保護法（昭和25年法律第144号)による被保
護世帯(単給世帯を含む)

A階層及びD
階層を除き前
年分の所得
税非課税世
帯

児童数

保　育　料
３歳以上
児の場

合

前年度分の市民税非課税世帯

C3

B

C1

渋川市保育料徴収金基準額表【子持村】
各月初日の在籍借置児童の属する世帯の階層区分

階
層
･
区
分

①住民税非課税：＋160円

３歳未満
児の場

合

保育料試算調定額

②所得税2,000円：△1,260円

③所得税20,000円：△1,200円

④所得税120,000円：△5,680円

⑤所得税200,000円：＋2,340円

－39－



　議案第４３号参考資料（その６）

現在の各町村が渋川市の徴収基準に変更した場合の動きを５つのパターンで比較したもの。

A 0 0 0 0 A 0 0 0 0

1子 2,700 1,800 9 14 41,400 1子 2,400 1,760 25 44,000
2子 1,350 900 1 2 2,700 2子 960 700 3 2,100
3子 270 180 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 5,800 4,900 1 12 63,700 1子 8,120 6,280 12 75,360
2子 2,900 2,450 4 1 12,250 2子 3,240 2,510 5 12,550
3子 580 490 0 1 490 3子 0 0 1 0
1子 7,800 6,600 1 3 26,400 1子 9,360 7,380 5 36,900
2子 3,900 3,300 1 0 3,300 2子 3,740 2,950 0 0
3子 780 660 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 9,700 8,200 3 3 49,200 1子 10,640 8,820 6 52,920
2子 4,850 4,100 0 0 0 2子 4,250 3,520 0 0
3子 970 820 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 11,400 10,200 0 2 20,400 1子 11,900 10,240 0 0
2子 5,700 5,100 0 1 5,100 2子 4,760 4,090 0 0
3子 1,140 1,020 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 12,000 10,800 2 6 86,400 1子 12,920 11,540 1 11,540
2子 6,000 5,400 2 0 10,800 2子 5,160 4,610 1 4,610
3子 1,200 1,080 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 15,000 13,500 1 7 108,000 1子 14,240 12,680 0 0
2子 7,500 6,750 2 1 20,250 2子 5,690 5,070 0 0
3子 1,500 1,350 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 17,800 16,600 4 3 116,200 1子 16,720 14,800 11 162,800
2子 8,900 8,300 0 1 8,300 2子 6,680 5,920 2 11,840
3子 1,780 1,660 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 20,900 19,500 5 1 117,000 1子 18,960 17,120 11 188,320
2子 10,450 9,750 0 1 9,750 2子 7,580 6,840 4 27,360
3子 2,090 1,950 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 22,200 20,700 1 7 165,600 1子 21,680 19,500 6 117,000
2子 11,100 10,350 0 1 10,350 2子 8,670 7,800 1 7,800
3子 2,220 2,070 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 24,400 23,200 5 10 348,000 1子 24,880 21,820 5 109,100
2子 12,200 11,600 0 1 11,600 2子 9,950 8,720 0 0
3子 2,440 2,320 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 27,400 26,100 3 2 130,500 1子 27,360 24,720 6 148,320
2子 13,700 13,050 0 1 13,050 2子 10,940 9,880 1 9,880
3子 2,740 2,610 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 31,100 27,000 2 0 56,200 1子 29,880 27,540 6 165,240
2子 15,550 13,500 0 1 13,500 2子 11,950 11,010 0 0
3子 3,110 2,700 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 35,900 27,500 2 7 258,300 1子 32,160 29,840 14 417,760
2子 17,950 13,750 0 1 13,750 2子 12,860 11,930 2 23,860
3子 3,590 2,750 0 0 0 3子 0 0 0 0

1子 34,400 31,960 3 95,880
2子 13,760 12,780 0 0
3子 0 0 0 0
1子 35,460 33,040 6 198,240

※合計（年額）は、途中入退所等は考慮せず、合計（月額）を単純に12倍したもの。 2子 14,180 13,210 2 26,420
3子 0 0 0 0

139 1,949,800

23,397,600

③所得税20,000円：＋4,000円

④所得税120,000円：＋2,320円

⑤所得税200,000円：＋6,640円

①住民税非課税：△40円

②所得税2,000円：＋40円

D7
前年分の所得税課税額が
160,000円以上242,000円未満で
ある世帯

A階層を除き
前年分の所
得税課税世
帯であって、
その所得税
の額の区分
が次の区分
に該当する世
帯

D8

合　　　計（月額）

合　　　計（年額）

前年分の所得税課税額が
242,000円以上324,000円未満で
ある世帯

D9
前年分の所得税課税額が
324,000円以上408,000円未満で
ある世帯

D10
前年分の所得税課税額が
408,000円以上である世帯

D5
前年分の所得税課税額が96,000
円以上128,000円未満である世
帯

D6
前年分の所得税課税額が
128,000円以上160,000円未満で
ある世帯

D3
前年分の所得税課税額が40,000
円以上64,000円未満である世帯

D4
前年分の所得税課税額が64,000
円以上96,000円未満である世帯

D1
前年分の所得税課税額が20,000
円未満である世帯

D2
前年分の所得税課税額が20,000
円以上40,000円未満である世帯

生活保護法（昭和25年法律第144号)による被保
護世帯(単給世帯を含む)

B

A階層及びD
階層を除き前
年分の所得
税非課税世
帯

前年度分の市民税非課税世帯

C1
前年度分の市民税のうち均等割
のみ課税世帯（所得割非課税世
帯）

C2
前年度分の市民税のうち所得割
課税額が5,000円未満である世
帯

C3
前年度分の市民税のうち所得割
課税額が5,000円以上である世
帯

D6

赤城村保育料徴収金基準額表
各月初日の在籍借置児童の属する世帯の階層区分 保　育　料

保育料試算調定額
階
層
･
区
分

定                       義
３歳未満
児の場

合

３歳以上
児の場

合

以上
児童
数

前年分の所得税課税額が
200,000円以上355,000円未満で
ある世帯

前年分の所得税課税額が
140,000円以上170,000円未満で
ある世帯

D1
前年分の所得税課税額が5,000
円未満である世帯

D2
前年分の所得税課税額が5,000
円以上10,000円未満である世帯

前年分の所得税課税額が17,000
円以上48,000円未満である世帯

前年分の所得税課税額が48,000
円以上80,000円未満である世帯

D3
前年分の所得税課税額が10,000
円以上17,000円未満である世帯

C3

合　　　計（年額）

合　　　計（月額）

前年分の所得税課税額が
170,000円以上200,000円未満で
ある世帯

D9

D10

D11

D12
前年分の所得税課税額が
510,000円以上である世帯

前年分の所得税課税額が
355,000円以上510,000円未満で
ある世帯

生活保護法（昭和25年法律第144号)による被保
護世帯(単給世帯を含む)

A階層を除き
前年分の所
得税課税世
帯であって、
その所得税
の額の区分
が次の区分
に該当する世
帯

D4

D5

D7

D8

B

A階層及びD
階層を除き前
年分の所得
税非課税世
帯

C1

C2

前年分の所得税課税額が80,000
円以上110,000円未満である世
帯

前年分の所得税課税額が
110,000円以上140,000円未満で
ある世帯

前年度分の市民税のうち均等割
のみ課税世帯（所得割非課税世
帯）

前年度分の市民税非課税世帯

前年度分の市民税のうち所得割
課税額が5,000円未満である世
帯

前年度分の市民税のうち所得割
課税額が5,000円以上である世
帯

渋川市保育料徴収金基準額表【赤城村】
各月初日の在籍借置児童の属する世帯の階層区分

階
層
･
区
分

定                       義
３歳未満
児の場

合

保育料試算調定額児童数

保　育　料
３歳以上
児の場

合

90 1,722,490

20,669,880

未満
児童
数

49

－40－



　議案第４３号参考資料（その７）

現在の各町村が渋川市の徴収基準に変更した場合の動きを５つのパターンで比較したもの。

A 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0

1子 2,400 1,600 0 5 8,000 1子 2,400 1,760 5 8,800
2子 1,200 800 0 0 0 2子 960 700 0 0
3子 240 160 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 9,000 5,900 2 5 41,500 1子 8,120 6,280 6 37,680
2子 4,500 3,450 3 0 10,350 2子 3,240 2,510 2 5,020
3子 900 690 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 8,000 6,900 0 2 13,800 1子 9,360 7,380 0 0
2子 4,000 2,950 0 0 0 2子 3,740 2,950 0 0
3子 800 590 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 14,600 12,600 3 11 176,400 1子 10,640 8,820 3 26,460
2子 7,300 6,300 3 4 44,100 2子 4,250 3,520 1 3,520
3子 1,460 1,260 1 0 1,260 3子 0 0 0 0
1子 26,500 23,000 12 10 512,000 1子 11,900 10,240 3 30,720
2子 13,250 11,500 1 7 92,000 2子 4,760 4,090 1 4,090
3子 2,650 2,300 0 0 0 3子 0 0 0 0
1子 33,800 27,300 9 12 604,800 1子 12,920 11,540 2 23,080
2子 16,900 13,650 2 3 68,750 2子 5,160 4,610 2 9,220
3子 3,380 2,730 0 0 0 3子 0 0 1 0
1子 39,000 30,000 1 1 66,000 1子 14,240 12,680 0 0
2子 19,500 15,000 0 1 15,000 2子 5,690 5,070 0 0
3子 3,900 3,000 0 1 3,000 3子 0 0 0 0

1子 16,720 14,800 7 103,600
2子 6,680 5,920 3 17,760
3子 0 0 0 0
1子 18,960 17,120 5 85,600

※合計（年額）は、途中入退所等は考慮せず、合計（月額）を単純に12倍したもの。 2子 7,580 6,840 2 13,680
3子 0 0 0 0
1子 21,680 19,500 5 97,500
2子 8,670 7,800 1 7,800
3子 0 0 0 0
1子 24,880 21,820 7 152,740
2子 9,950 8,720 2 17,440
3子 0 0 0 0
1子 27,360 24,720 9 222,480
2子 10,940 9,880 4 39,520
3子 0 0 0 0
1子 29,880 27,540 2 55,080
2子 11,950 11,010 0 0
3子 0 0 0 0
1子 32,160 29,840 14 417,760
2子 12,860 11,930 5 59,650
3子 0 0 0 0
1子 34,400 31,960 3 95,880
2子 13,760 12,780 0 0
3子 0 0 0 0
1子 35,460 33,040 2 66,080
2子 14,180 13,210 1 13,210
3子 0 0 1 0

99 1,614,370

19,372,440

⑤所得税200,000円：＋2,540円

③所得税20,000円：＋2,200円

④所得税120,000円：△1,180円

①住民税非課税：＋160円

②所得税2,000円：△2,360円

生活保護法（昭和25年法律第144号)による被保
護世帯(単給世帯を含む)

保　育　料
３歳以上
児の場

合

前年度分の市民税非課税世帯

北橘村保育料徴収金基準額表
各月初日の在籍借置児童の属する世帯の階層区分

D1

生活保護法（昭和25年法律第144号)による被保
護世帯(単給世帯を含む)

B 前年度分の市民税非課税世帯

保　育　料

保育料試算調定額
階
層
･
区
分

渋川市保育料徴収金基準額表【北橘村】
各月初日の在籍借置児童の属する世帯の階層区分

階
層
･
区
分

定                       義
３歳未満
児の場

合

保育料試算調定額児童数

前年度分の市民税のうち所得割
課税額が5,000円以上である世
帯

A階層及びD
階層を除き前
年分の所得
税非課税世
帯C2

前年度分の市民税のうち所得割
課税額が5,000円未満である世
帯

前年度分の市民税のうち均等割
のみ課税世帯（所得割非課税世
帯）

C1

B

C3

D8
前年分の所得税課税額が
140,000円以上170,000円未満で
ある世帯

D1

前年分の所得税課税額が
355,000円以上510,000円未満で
ある世帯

前年分の所得税課税額が5,000
円未満である世帯

D2
前年分の所得税課税額が5,000
円以上10,000円未満である世帯

前年分の所得税課税額が17,000
円以上48,000円未満である世帯

前年分の所得税課税額が10,000
円以上17,000円未満である世帯

D4

合　　　計（年額）

合　　　計（月額）

前年分の所得税課税額が
170,000円以上200,000円未満で
ある世帯

D9

D10

D11

D12
前年分の所得税課税額が
510,000円以上である世帯

前年分の所得税課税額が
200,000円以上355,000円未満で
ある世帯

A階層を除き
前年分の所
得税課税世
帯であって、
その所得税
の額の区分
が次の区分
に該当する世
帯

前年分の所得税課税額が48,000
円以上80,000円未満である世帯

D3

前年分の所得税課税額が
110,000円以上140,000円未満で
ある世帯

D6
前年分の所得税課税額が80,000
円以上110,000円未満である世
帯

D5

D7

以上
児童
数

前年度分の市民税課税世帯

A階層及びD
階層を除き前
年分の所得
税非課税世
帯

C2
前年度分の市民税課税世帯(母
子家庭)

C1

定                       義
３歳未満
児の場

合

３歳以上
児の場

合

未満
児童
数

A階層を除き
前年分の所
得税課税世
帯であって、
その所得税
の額の区分
が次の区分
に該当する世
帯

合　　　計（月額）

D2

D3
前年分の所得税課税額が
160,000円以上408,000円未満で
ある世帯

D4
前年分の所得税課税額が
510,000円以上である世帯

合　　　計（年額）

1,656,960

19,883,520

前年分の所得税課税額が64,000
円未満である世帯

前年分の所得税課税額が64,000
円以上160,000円未満である世
帯

37 62

－41－



　議案第４３号参考資料（その８）

区分 定  義 未満児 以上児 未満児 以上児 未満児 以上児 未満児 以上児

0 0 0 0 0 0 0 0

9,000 6,000 2,400 1,760 2,600 1,860 200 未満児 2,600 1,860 0 未満児

100.00% 100.00% 26.67% 29.33% 28.89% 31.00% 100 以上児 28.89% 31.00% 0 以上児

19,500 16,500 8,120 6,280 9,120 6,780 9,120 6,780
100.00% 100.00% 41.64% 38.06% 46.77% 41.09% 46.77% 41.09%

19,500 16,500 9,360 7,380 10,360 7,880 1000 未満児 10,360 7,880 0 未満児

100.00% 100.00% 48.00% 44.73% 53.13% 47.76% 500 以上児 53.13% 47.76% 0 以上児

19,500 16,500 10,640 8,820 11,640 9,320 11,640 9,320
100.00% 100.00% 54.56% 53.45% 59.69% 56.48% 59.69% 56.48%

30,000 27,000 11,900 10,240 13,900 11,240 13,900 11,240
100.00% 100.00% 39.67% 37.93% 46.33% 41.63% 46.33% 41.63% 0 未満児

30,000 27,000 12,920 11,540 14,920 12,540 14,920 12,540 0 以上児

100.00% 100.00% 43.07% 42.74% 49.73% 46.44% 2000 未満児 49.73% 46.44%

30,000 27,000 14,240 12,680 16,240 13,680 1000 以上児 20,240 14,680
100.00% 100.00% 47.47% 46.96% 54.13% 50.67% 67.47% 54.37% 4000 未満児

30,000 27,000 16,720 14,800 18,720 15,800 22,720 16,800 1000 以上児

100.00% 100.00% 55.73% 54.81% 62.40% 58.52% 75.73% 62.22%

30,000 27,000 18,960 17,120 22,960 19,120 28,960 19,120
100.00% 100.00% 63.20% 63.41% 76.53% 70.81% 96.53% 70.81%

44,500 41,500 18,960 17,120 22,960 19,120 28,960 19,120
100.00% 100.00% 42.61% 41.25% 51.60% 46.07% 65.08% 46.07%

44,500 41,500 21,680 19,500 25,680 21,500 31,680 21,500
100.00% 100.00% 48.72% 46.99% 57.71% 51.81% 71.19% 51.81%

44,500 41,500 24,880 21,820 28,880 23,820 34,880 23,820
100.00% 100.00% 55.91% 52.58% 64.90% 57.40% 78.38% 57.40% 6000 未満児

44,500 41,500 27,360 24,720 31,360 26,720 37,360 26,720 0 以上児

100.00% 100.00% 61.48% 59.57% 70.47% 64.39% 83.96% 64.39%

61,000 58,000 27,360 24,720 31,360 26,720 4000 未満児 37,360 26,720
100.00% 100.00% 44.85% 42.62% 51.41% 46.07% 2000 以上児 61.25% 46.07%

61,000 58,000 29,880 27,540 33,880 29,540 39,880 29,540
100.00% 100.00% 48.98% 47.48% 55.54% 50.93% 65.38% 50.93%

61,000 58,000 32,160 29,840 36,160 31,840 42,160 31,840
100.00% 100.00% 52.72% 51.45% 59.28% 54.90% 69.11% 54.90%

61,000 58,000 34,400 31,960 38,400 33,960 45,400 33,960
100.00% 100.00% 56.39% 55.10% 62.95% 58.55% 74.43% 58.55%

80,000 77,000 34,400 31,960 38,400 33,960 45,400 33,960 7000 未満児

100.00% 100.00% 43.00% 41.51% 48.00% 44.10% 56.75% 44.10% 0 以上児

80,000 77,000 35,460 33,040 39,460 35,040 46,460 35,040
100.00% 100.00% 44.33% 42.91% 49.33% 45.51% 58.08% 45.51%

42,079 39,079 20,621 18,571 23,526 20,023 27,579 20,128

100.00% 100.00% 49.01% 47.52% 55.91% 51.24% 65.54% 51.51%

第１

住民税非課税Ｂ第２

Ｄ3

平成１5年度国基準 保育料世帯の階層区分

均等割のみ

Ａ

Ｃ1

Ｃ2

Ｃ3

前年所得課税
  5,000円未満

Ｄ1

所得割 5,000円未満

所得割 5,000円以上

第４

保育料平均

前年所得課税
110,000円 〃 140,000円〃

前年所得課税
140,000円 〃  160,000円 〃

前年所得課税
170,000円 〃  200,000円 〃

前年所得課税
200,000円〃  355,000円〃

Ｄ11-1

Ｄ11-2

前年所得課税
 10,000円 〃   17,000円 〃

前年所得課税
 17,000円 〃 48,000円 〃

国徴収基準に対する割合（平均）

Ｄ8-1

Ｄ9

Ｄ4

Ｄ5-1
前年所得課税
 48,000円 〃 　64,000円 〃

国徴収基準に対する割合（平均） 100.00% 48.29%

国階層

Ｄ10

前年所得課税
 64,000円 〃 　80,000円 〃

Ｄ5-2

Ｄ6
前年所得課税
 80,000円 〃  110,000円 〃

前年所得課税
  5,000円以上　10,000円未満

Ｄ2

第７

Ｄ8-2
前年所得課税
160,000円 〃  170,000円 〃

前年所得課税
408,000円 〃  510,000円 〃

第６

前年所得課税
355,000円 〃  408,000円 〃

Ｄ7

Ｄ12
前年所得課税
510,000円以上

58.78%

保育料

53.66%

保育料

③所得税20,000円：＋1,000円

④所得税120,000円：0円

⑤所得税200,000円：0円

第５

②所得税2,000円：＋1,000円

①住民税非課税：＋100円 ①住民税非課税：0円

②所得税2,000円：0円

第３

⑤所得税200,000円：＋2,000円

④所得税120,000円：＋2,000円

③所得税20,000円：＋1,000円

渋川市の徴収基準４８．２９％→５３．６６％→５８．７８％の動きを５つのパターンで比較したもの。

渋川市保育料の国基準額表との比較【現行】《４８．２９％》 《５３．６６％》 《５８．７８％》

－42－
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議案第４３号参考資料（その８）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-13 保育料の取扱いに関すること 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

【財政影響額】
・現行制度の保育料を渋川市の徴収基準に変更した場合の財政影響額 １【課題】

(単位：千円) ・ 出生率の低下に伴い少子化が
進むなかで保育所入所児童数及

市町村名 現行制度の保育料(A) 渋川市基準保育料(B) 財政影響額（C)=(B)－(A) 伸び率（C)／(B) び就園率は増加傾向にあるが、
０歳児の人口が増えていない地

渋川市 １８４,３９６ １８４,３９６ ０ ０.０％ 域があることから、今後園児数
の減少が見込まれる保育所等調

伊香保町 ２３,０６２ ２０,１８９ △２,８７３ △１４.２％ 査し適正配置の検討を行う必要
がある。

小野上村 ２１６ １７８ △３８ △２１.３％ ・ 社会福祉法人の経営安定化を
図る必要がある。

子持村 ２５,８８２ ２３,５２８ △２,３５４ △１０.０％
２【調整理由】

赤城村 ２０,６７０ ２３,３９８ ２,７２８ １１.７％ （新市発足時に渋川市の保育料徴収
基準表の例による理由）

北橘村 １９,８８４ １９,３７２ △５１２ △２.６％ ① 所得に応じた負担の公平性が
確保できる。

合 計 ２７４,１１０ ２７１,０６１ △３,０４９ △１.１％ ② 低所得者の負担軽減に配慮し
たものである。

③ 国の基準額表に対する合計平
国基準に対する割合 均負担率で渋川市が概ね構成市

（１１市） （構成市町村） 町村の平均である。
④ 保育所入所児童数が渋川市居

保育料平均(円) 国基準に対する割合(％) 保育料平均(円) 国基準に対する割合(％) 住児童が多いことから、保護者
市 名 順 位 市 名 順 位 負担の公平性を図ることができ

未満児 以上児 合 計 未満児 以上児 合 計 未満児 以上児 合 計 未満児 以上児 合 計 る。
（５年以内に合計平均負担率を国の

渋川市 20,621 18,571 39,192 49.01 47.52 48.29 １ 赤城村 17,436 15,471 32,907 44.06 42.30 43.22 １ 基準額表の６０％とする理由）
① 県内１１市の平均的な合計平

藤岡市 25,405 17,350 42,755 62.84 46.36 54.92 ２ 北橘村 20,883 16,900 37,783 51.35 44.87 48.23 ２ 均負担率が６０％であること。
② 構成市町村に合計平均負担率

館林市 27,567 19,189 46,756 64.35 48.16 56.55 ３ 渋川市 20,621 18,571 39,192 49.01 47.52 48.29 ３ が概ね６０％の自治体があるこ
と。

安中市 25,871 18,294 44,165 64.92 49.64 57.58 ４ 子持村 23,300 20,147 43,447 56.72 52.91 54.89 ４ ③ 国の徴収基準を大幅に下回る
保育料徴収基準表を設定して保

高崎市 21,281 16,262 37,543 63.68 53.46 58.81 ５ 伊香保町 29,408 20,025 49,433 67.41 49.29 58.67 ５ 護者負担の軽減を図っているこ
と。

桐生市 23,938 16,731 40,669 66.78 50.94 59.20 ６ 小野上村 27,667 27,667 55,334 57.97 61.86 59.86 ６ ④ 国が進める三位一体改革との
関連で公立保育所の運営費が一

富岡市 27,316 20.947 48,263 64.92 53.60 59.47 ７ 平 均 23,219 19,797 43,016 54.69 50.17 52.51 般財源化されたこと。

沼田市 29,011 19,747 48,758 68.94 50.53 60.08 ８ 【課題】
・ 合併時に、保育料が渋川市の

太田市 25,743 19,126 44,869 67.13 54.11 60.88 ９ 保育料徴収基準表よりも高い町
村については、合併時に渋川市

伊勢崎市 29,230 18,920 48,150 74.38 52.12 63.69 １０ の例とするため、一度保育料が
下がり、その後５年以内に国基

前橋市 28,229 18,324 46,553 74.75 52.71 64.18 １１ 準の概ね60％とするため、再び
上がるという現象が起こる。

平 均 25,837 18,496 44,334 65.48 50.73 58.40
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議案第４３号参考資料（その９）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-13 保育料の取扱いに関すること 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

【関係法令】

児童福祉法（抜粋）
第５６条 第４９条の２に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣

は、本人又はその扶養義務者から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その
費用の全部又は一部を徴収することができる。

２ 省略
３ 第５０条第６号の２に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第５１条第４号に規

定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用
をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る
児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。

３ 先進地事例

西 東 京 市 東 か が わ 市 さ ぬ き 市

新市で統一した運用が図られるよう調整する。 保育所の延長保育は 大内町の例により調整し 保育所運営における保育料については、適正な、 、
実施する。 保育料を設定する。

か ほ く 市 七 尾 市 山 県 市

、 。 、１ 保育時間については、高松町及び宇ノ気町の １ 現行の保育施設については新市に引き継ぐも 保育料については 美山町の例による ただし
例による。 のとする。 同一世帯から２人以上の児童が保育の実施をされ

２ 保育料の階層区分・定義については、国の徴 ２ 保育料については、国の保育料聴取基準額を ている場合の第２子及び第３子以降については高
収金基準額を参考とし、料金については、合併 基に、保護者負担にも配慮しながら合併時に統 富町の例による。
時までに調整する。ただし、合併年度の残存期 一する。ただし、合併年度は現行のとおりとす なお、新市の保育料は、国の徴収金基準額を参
間の保育料については、現行のとおりとする。 る。 考に段階的に改訂を図るものとする。

３ 乳児保育については、現行のとおり新市に引 なお、能登島町については、保護者の著しい
き継ぐものとする。 負担増を避けるため、合併年度及びこれに続く

４ 延長保育及び一時保育については、高松町の ３年度は、現行のとおりとする。
例による。ただし、延長保育のうち土曜日の時 ３ 特別保育事業については現行のままとし、新
間延長については、１５時までとする。 市において必要に応じ随時調整する。
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議案第４４号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-16 建設関係事業の取扱い 関 係 項 目

１ 市町村道等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において認定 ５ 市町村営住宅、特定公共賃貸住宅及び再開発住宅については、現行のとお
番号等の調整を行う。 り新市に引き継ぐものとする。

調 整 方 針 ２ 道路占用料については、道路法等の規定に準拠し、合併時に統一する。
３ 公共物使用料及び生産物採取料については、合併時に統一する。
４ 道路整備に関する用地取得費については、渋川市の例による。

現 況 調整理由・課題

１ 市町村道等
１【調整理由】

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村 ・ 市町村道は、道路法の規定に
基づき市町村長が一元的に管理

(1)認定路線 ・市道：2,622路線 ・町道：258路線 ・村道：630路線 ・村道：1505路線 ・村道：2,477路線 ・村道：1,330路線 する必要がある。
550.6km 87.4㎞ 124.8km 342.5km 641.1km 305.3 km 【課題】

・ 新市において適正な管理を図
1級 17路線 36,748.92m 1級 5路線 7,114.90m 1級 3路線 12,714.77m 1級 10路線 25,813.80m 1級 10路線 28,117.40m 1級 8路線 18,803.00m るため、道路台帳の整備が必要
2級 35路線 57,601.12m 2級 4路線 5,938.00m 2級 9路線 11,867.66m 2級 10路線 10,585.30m 2級 17路線 26,494.80m 2級 11路線 17,935.70m となる。
その他 2,570路線 その他 249路線 その他 618路線 その他 1,485路線 その他 2,450路線 その他 1,311路線

456,290.58m 74,331.90m 100,227.00m 306,060.70m 586,502.60m 268,582.90m ２【調整理由】
合計 550,640.62m 合計 87,384.80m 合計 124,809.43m 合計 342,459.80m 合計 641,114.80m 合計 305,320.90m ・ 渋川市を除く５町村の占用料

が同じであり、その根拠基準が
(2)橋梁 ・永久橋 232橋 ・永久橋 17橋 ・永久橋 34橋 ・永久橋 91橋 ・永久橋 182橋 ・永久橋 120橋 国・県に準拠しているため、新

2,158.74m 189.70m 243.05m 580.40m 1,968.60m 1,331.90m 市においては国の基準（道路法
・非永久橋(木橋) ・非永久橋(木橋) ・非永久橋(木橋、人道橋) ・非永久橋(木橋) 施行令第１９条の２）に準拠し

2橋 2橋 4橋 4橋 て統一する。
12.50m 11.30m 26.90m 22.00m

３【調整理由】
・ 各市町村間に相違があるため

群馬県に準拠して統一する。
単位：円２ 道路占用料その１（主なもの）

４【調整理由】
・ 各市町村独自に買収単価を設

定しているので、公平性の観点
から渋川市の設定基準で統一を
図る。

【課題】
・ 用地取得費については、他の

事業分野にも及ぶことから、新
市における基準の一貫性が必要
となる。また、既に実施してい
る継続事業は、各市町村の単価
で継続する必要がある。

５【調整理由】
・ 新市において新たな家賃体系

に移行すると団地間の家賃は均
衡するが、同一団地で従前家賃
と新家賃とで大きく変動するた
め当面現行とおりとする。

【課題】
・ 新市における市営住宅家賃に

ついて、団地間で公平な設定が
なされるよう将来的な調整を必
要となる。

小野上村 子持村 赤城村 北橘村
第一種電柱 770 770 770 770 770
第二種電柱 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
第三種電柱 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
第一種電話柱 690 690 690 690 690
第二種電話柱 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
第三種電話柱 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
その他の柱類      ９５０

※街灯（ネ
オン施設の
伴うもの）

     ２２０
〃（ネオン
施設の伴わ
ないもの）

53 53 53 53 53

共架電線その他上空
に設ける線類

7 7 7 7 7

地下電線その他地下
に設ける線類

4 4 4 4 4

第１号：電
柱、電線、
変圧塔、郵
便差出箱、
公衆電話
所、広告塔
その他これ
らに類する
工作物

長さ１
メートル
につき１
年

　　　70
※線類

法第３２条
第１項第１
号に掲げる
工作物第１
号：電柱、
電線、変圧
塔、郵便差
出箱、公衆
電話所、広
告塔その他
これらに類
する工作物

   　７９０
※電柱（支

柱を含
む。）

１本につ
き１年

占用物件 単位 渋川市 伊香保町
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議案第４４号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-16 建設関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

単位：円２ 道路占用料その２（主なもの）

小野上村 子持村 赤城村 北橘村
外径が０.１メート
ル未満のもの

36 36 36 36 36

外径が０.１メート
ル以上０.１５メー
トル未満のもの

53 53 53 53 53

外径が０.１５メー
トル以上０.２メー
トル未満のもの

71 71 71 71 71

外径が０.２メート
ル以上０.４メート
ル未満のもの

140 140 140 140 140

外径が０.４メート
ル以上１メートル未
満のもの

360 360 360 360 360

外径が１メートル以
上のもの

710 710 710 710 710

法第３２条
第１項第３
号及び第４
号に掲げる
施設第３
号：鉄道、
軌道その他
これらに類
する施設第
４号：歩
廊、雪よけ
その他これ
らに類する
施設

占用面積１
平方メート
ルにつき１
年

※鉄道又は
軌条敷
    ９５０
※停留所又
は安全地帯
　   ２７０
※雨よけ、
日よけ又は
歩廊
  　 ２７０

1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

市内に住所又は事業
所を有するものが占
用する場合

2,500

その他のものが占用
する場合

3,000

渋川駅前地
下道ショー
ケース

１ケースに
つき１月

法第３２条
第１項第２
号に掲げる
物件
第２号：水
管、下水道
管、ガス管
その他これ
らに類する
物件

長さ１メー
トルにつき
１年

諸管
８０
（口径8ｾﾝﾁ
ﾒｰﾄﾙ未満）
９０
（口径8ｾﾝﾁ
ﾒｰﾄﾙ以上）

ガス管
８０
（口径8ｾﾝﾁ
ﾒｰﾄﾙ未満）
１４０
（口径30ｾﾝﾁ
ﾒｰﾄﾙ未満）
２７０
（口径30ｾﾝﾁ
ﾒｰﾄﾙ以上）

地下電らん
８０

伊香保町占用物件 単位 渋川市

（Ａ） 20,423,045円

（Ｂ） 18,656,551円

-1,766,494円（占用料減少額）　　　　（Ｂ）－（Ａ）＝
（３）財政影響額

財 政 影 響 額

　　　　６市町村の合

（２）合併後の占用料
　　　　６市町村の合

（１）現況の占用料金額（平成１４年度）
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議案第４４号参考資料（その３）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-16 建設関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

単位：円３ 公共物使用料（主なもの）

単位：円４ 生産物採取料（主なもの）

種　　別 単位 渋川市 伊香保町 小野上村 赤城村 子持村 赤城村 北橘村 調整案
農地 １平方ﾒｰﾄﾙ 6 2 6 6 6 6 6
宅地 １平方ﾒｰﾄﾙ 180 100 100 100 100 100 180
電柱（電話
柱であるも
のを除
く。）

１本 1,200 第１種電柱
 　 　770
第２種電柱
　 1,200

第３種電柱
1,600

1,200 第１種電柱
 　 　770
第２種電柱
　 1,200

第３種電柱
1,600

1,000

電話柱 １本 690 第１種電話柱

 　   690
第２種電話柱

   1,100
第３種電話柱

   1,500

690 第１種電話柱

 　   690
第２種電話柱

   1,100
第３種電話柱

   1,500

930

その他の工
作物

１平方ﾒｰﾄﾙ 120 60 120 120 120 120 120

　　790
※電柱

     450
※電柱

     730
※電柱

種　　別 単位 渋川市 伊香保町 小野上村 赤城村 子持村 赤城村 北橘村 調整案
土砂 180 150 180 180 180 180 180
砂利 200 220 220 220 220 220
軽石 550 550

１立方ﾒｰﾄﾙ

（１）現況の使用料金額（平成１４年度）
　 ６市町村の合計(Ａ）

（２）合併後の使用料金額
   ６市町村の合計（Ｂ）

（３）財政影響額
　　（Ｂ）－（Ａ）＝ （使用料増加額）

2,811,325 円

3,659,341 円

848,016 円

財 政 影 響 額

（１）現況の採取料金額（平成１４年度）

　　６市町村の合計 （Ａ）

（２）合併後の採取料金額

　　６市町村の合計 （Ｂ）

（３）財政影響額

　　（Ｂ）－（Ａ）＝

財 政 影 響 額

467,750 円

467,750 円

0 円



- 48 -

議案第４４号参考資料（その４）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-16 建設関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

５ 道路整備に関する用地取得費

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

全面買収 全面買収 全面買収 全面買収 単位：㎡ 全面買収（ ）
買収価格 買収価格 買収価格 買収価格は「子持村公共用 宅地 買収価格
渋川市土地等適正審査要綱 ・路線価 不動産鑑定による 地取得等審査会」により決 村単事業 5,000円 北橘村道路改良工事等の用
に基づき単価設定している ・土地評価額 定した単価を使用 国庫補助事業 10,000円 地買収価格及び地上物件補
買収単価基準により事業毎 上記を参考に算出する 毎年単価の見直しを行って 村内一律 償額支払規則による。
に随時決定している。 いる。 田 上位部 ４.０ｍ
・大型市道：幹線道路とし 村内を３区域に分割し、各 村単事業 3,000円 宅地(墓地) 4,920円

幅員10m以上 地目（宅地・田・畑・山林 国庫補助事業 6,000円 田(畑) 3,240円
鑑定の90%～100% 別一律単価） 村内一律 山林(原野) 1,320円

・中型市道：補助幹線道路 畑 雑種地 3,930円
とし幅員6m 単位：㎡ 村単事業 3,000円 上位部５.０ｍ（ ）

～10m未満 ○近隣商業地域 国庫補助事業 6,000円 宅地(墓地) 5,410円
鑑定の70%～80% 宅地：33,800円 村内一律 田(畑) 3,560円

田： 21,700円 山林 山林(原野) 1,450円
畑： 20,100円 村単事業 1,000円 雑種地 4,320円

・小型市道：生活道路とし 山林： 7,000円 国庫補助事業 2,000円 上位部６.０ｍ
幅員4m超え 南、北赤城山を除く山林 宅地(墓地) 6,390円
6m未満 ○平坦地域 田(畑) 4,210円

鑑定の40%～50% 宅地：19,400円 村単事業 900円 山林(原野) 1,710円
・狭隘道路とし幅員4m 田： 12,400円 国庫補助事業 1,800円 雑種地 5,110円

固定資産評価額に22%を 畑： 11,600円 南、北赤城山に属する山 上位部７.０ｍ以上
乗じた額とする。 山林： 4,000円 林 宅地(墓地) 7,380円

・隅切り用地 田(畑) 4,860円
固定資産評価額に44%を 雑種地 山林(原野) 1,980円
乗じた額とする。 ○丘陵地域 村単事業 3,000円 雑種地 5,900円

・その他公共用地：面的用 宅地：12,000円 国庫補助事業 6,000円
地等 田： 6,200円 村内一律 中位部 ４.０ｍ
鑑定の90%～100% 畑： 5,800円 宅地(墓地) 5,760円

山林： 3,600円 保安林砂防指定地 田(畑) 3,600円
※買収単価は地目毎に設定 村単事業 800円 山林(原野) 1,440円
し、狭隘、隅切りは固定資 国庫補助事業 1,600円 雑種地 4,600円
産の宅地の評価額を基準に 村内一律 中位部５.０ｍ
設定している。 原野 外 宅地(墓地) 6,330円

村単事業 1,000円 田(畑) 3,960円
国庫補助事業 2,000円 山林(原野) 1,580円

村内一律 雑種地 5,060円
墓地 中位部６．０ｍ

村単事業 5,000円 宅地(墓地) 7,480円
国庫補助事業 10,000円 田(畑) 4,680円

村内一律 山林(原野) 1,870円
雑種地 5,990円
中位部７．０ｍ以上
宅地(墓地) 8,640円
田(畑) 5,400円
山林(原野) 2,160円
雑種地 6,910円

下位部 ４．０ｍ
宅地(墓地) 6,600円
田(畑) 3,960円
山林(原野) 1,560円
雑種地 5,280円
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議案第４４号参考資料（その５）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-16 建設関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

下位部５．０ｍ
宅地(墓地) 7,260円
田(畑) 4,350円
山林(原野) 1,710円
雑種地 5,800円
下位部６．０ｍ
宅地(墓地) 8,580円
田(畑) 5,140円
山林(原野) 2,020円
雑種地 6,860円
下位部７．０ｍ以上
宅地(墓地) 9,900円
田(畑) 5,940円
山林(原野) 2,340円
雑種地 7,920円

備考 この表において、区
分の上位部、中位部、下位
部の区域は、別に定める。
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議案第４４号参考資料（その６）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-16 建設関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

６ 市町村営住宅等

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1)戸数 ５団地 ３６６戸 ３箇所 ３４戸 該当なし １箇所 ７戸 １箇所 ８戸 該当なし

(2)入居資格 ① 日本国籍の方、または ① 現に同居し、又は同居 該当なし ① 現に同居し、または同 ① 同居の親族を有するこ 該当なし
既に外国人登録している しようとする親族がいる 居しようとする親族があ と
外国人の方 方 ること ② 所得制限あり

② 住宅に困っている方 ② 住宅に困っていること ② 現に住宅に困窮してい ③ 自ら居住するための住
（申込者本人及び同居予 が明らかな方 ることが明らかな者であ 宅を必要としていること
定者に持家のある方は入 ③ 収入の制限あり ること ④ 村内在住の連帯保証人
居出来ません） 月額200,000円以下（た ③ 収入月額が200,000円 を１名立てられる人

③ 同居を予定している親 だし障害者・高齢者等は 以下であること
族がいる方（５０歳以上 268,000以下） ④ 村内居住の連帯保証人
の方、身体障害者の方等 ④ 本町に１年以上住所又 を２人立てられる者
は単身でも入居すること は勤務場所を有する方 ⑤ 敷金（家賃３ケ月分）
ができますが、入居可能 ⑤ その他町長が特別に認 を納入できる者
の住宅は限定されます める場合。）

④ 前年中の収入（同居予 ⑥ 町内居住の連帯保証人
定親族の収入を含む）が を１名立てられる方

（ ）国の定める次の収入基準 ⑦ 敷金 家賃の３ヶ月分
以下である方 を納入できる方

・一般世帯 ⑧ 町税を滞納していない
収入月額200,000円まで 方

・高齢者・障害者世帯
収入月額268,000円まで

⑤ 住民税を滞納していな
い方

⑥ 次の条件を満たす方
ア 敷金（家賃の３ヶ月
分）を納入できる方

イ 連帯保証人１名を立
てられる方

ウ 単身者の方は、身元
引受人（１名）を立て
られる方

(3)家賃 公営住宅の毎月の家賃は 公営住宅の毎月の家賃は公 該当なし 公営住宅の毎月の家賃は 公営住宅の毎月の家賃は公 該当なし
公営住宅法で定められてい 営住宅法で定められてい 公営住宅法で定められてい 営住宅法で定められてい
る。 る。 る。 る。

住宅の戸、また、収入分 住宅の戸、また、収入分 住宅の戸、また、収入分 住宅の戸、また、収入分
位ごとに国で定める家賃算 位毎に国で定める家賃算定 位ごとに国で定める家賃算 位ごとに国で定める家賃算

、 、 、 、 、 、定基礎額 市町村立地係数 基礎額、市町村立地係数、 定基礎額 市町村立地係数 定基礎額 市町村立地係数
規模係数、経過年数係数、 規模係数、経過年数係数及 規模係数、経過年数係数、 規模係数、経過年数係数、
及び各市町村で定める利便 び各市町村で定める利便性 及び各市町村で定める利便 及び各市町村で定める利便
性係数より算定し、毎年変 係数より算定し、毎年変更 性係数より算定し、毎年変 性係数より算定し、毎年変
更となる。 となる。 更となる。 更となる。

収入分位は８区分されて 収入分位は8区分されて 収入分位は４区分 収入分位は８区分されて
いる。 いる。 （23,000円・27,900円・ いる。

平成１４年度の毎月の家 平成１５年度の毎月の家 33,000円・38,100円）され 平成１４年度の毎月の家
賃は3,200円から69,400円 賃は、18,600円から76,500 ている。 賃は28,000円から52,000円

なお、駐車場使用料、汚 円
水処理施設（浄化槽）使用 なお、駐車場使用料は別
料等は別途 途必要
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議案第４４号参考資料（その７）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-16 建設関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

７ 特定公共賃貸住宅

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1)戸数 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし １団地 １４戸 該当なし

(2)入居資格 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし ① 同居の親族を有するこ 該当なし
と

② 所得制限有り
③ 自ら居住するための住

宅を必要としていること
④ 村内在住の連帯保証人

を１名立てられる人

(3)家賃 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし ３ＬＤＫ ５２,０００円 該当なし
(管理開始からおおむね３
年で家賃改定予定)

８ 再開発住宅

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(1)戸数 １団地 ２棟 ３２戸 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
（２ＤＫ１６戸、

３ＤＫ１６戸）

(2)入居資格 ① 土地区画整理事業の施 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
行区域内に居住する借家
人等で事業の施行に伴
い、住宅に困窮すること
となる方

② 事業の施行に伴い、住
宅を移転・新築する間、
仮住居を必要とする方

③ 事業の施行に伴い、住
宅を失うこととなること
等により住宅に困窮する
方

④ 次の条件を満たす方
（ ）ア 敷金 家賃の３ヶ月分

を納入できる方
イ 連帯保証人１名を立て
られる方

ウ 入居可能日から１５日
以内に入居できる方

エ 単身者の方は、身元引
受人（１名）を立てられ
る方

以上の方で、事業による建
物移転時において施行区域
内に居住し、かつ、住民登
録をしている方

(3)家賃 ２ＤＫ ３４，０００円 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
３ＤＫ ３９，０００円
（入居後５年目で本来家賃
となる傾斜家賃制度採用）

なお、駐車場使用料等は
別途
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議案第４４号参考資料（その８）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-16 建設関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

【関係法令】

○道路法（抜粋） ５ 道路管理者は、第１項又は第３項の規定による許可を与えようとする場合において、
当該許可に係る行為が道路交通法第７７条第１項 の規定の適用を受けるものであると

（用語の定義） きは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
第２条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるも

のをいい （高速自動車道・一般国道・都道府県道・市町村道）トンネル、橋、渡船施 （占用料の徴収）、
設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び 第３９条 道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道
道路の付属物で当該道路に附属して設けられているものを含むのもとする。 路の占用が国の行う事業で政令で定めるもの及び地方公共団体の行う事業で地方財政法

（昭和２３年法律第１０９号）第６条に規定する公営企業以外のものに係る場合におい
（市町村道の意義及びその路線の認定） ては、この限りでない。

第８条 第３条第４号（市町村道）の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市 ２ 前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例
（ 、 ） 。 、 、町村長がその路線を認定したものをいう。 指定区間内の国道にあつては 政令 で定める 但し 条例で定める場合においては
第３５条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについて

（路線の廃止又は変更） は、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。
第１０条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の

用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止
することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。 ○道路法施行令（抜粋）

２ 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代るべき路線を （指定区間内の国道に係る占用料の額）
認定しようとする場合においては これらの手続に代え 路線を変更することができる 第１９条の２ 別表より、 、 。

３ 前二項の規定により路線を廃止し、又は変更しようとする場合の手続は、路線の認定
の手続に準じて行わなければならない。 ・法第３２条第１項第１号に掲げる工作物

（１本につき１年）
（道路台帳） 第１種電柱 甲地2,200円、乙地1,000円、丙地 770円

第２８条 道路管理者は、その管理する道路の台帳を調整し、これを保管しなければなら 第２種電柱 甲地3,400円、乙地1,600円、丙地1,200円
ない。 第３種電柱 甲地4,700円、乙地2,200円、丙地1,600円

第１種電話柱 甲地2,000円、乙地930円、丙地690円
（道路の占用の許可） 第２種電話柱 甲地3,200円、乙地1,500円、丙地1,100円
第３２条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道 第３種電話柱 甲地4,500円、乙地2,100円、丙地1,500円

路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 その他の柱類 甲地150円、乙地72円、丙地53円
(1) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作 （長さ１メートルにつき１年）

物 共架電線その他上空に設ける線類 甲地20円、乙地10円、丙地7円
(2) 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 地下電線その他地下に設ける線類 甲地10円、乙地5円、丙地4円
(3) 鉄道、軌道その他これらに類する施設 （１個につき１年）
(4) 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 路上に設ける変圧器 甲地1,500円、乙地700円、丙地520円
(5) 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 （占用面積１平方メートルにつき１年）
(6) 露店、商品置場その他これらに類する施設 地下に設ける変圧器 甲地1,000円、乙地480円、丙地360円
(7) 前各号に掲げるものを除く外 道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物 （１個につき１年）、 、

物件又は施設で政令で定めるもの 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
２ 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管 甲地3,100円、乙地1,400円、丙地1,100円

理者に提出しなければならない。 郵便差出箱及び信書便差出箱 甲地1,300円、乙地600円、丙地450円
(1) 道路の占用（道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して （表示面積１平方メートルにつき１年）

道路を使用することをいう。以下同じ ）の目的 広告塔 甲地2,600円、乙地4,400円、丙地1,100円。
(2) 道路の占用の期間 （占用面積１平方メートルにつき１年）
(3) 道路の占用の場所 その他のもの 甲地3,100円、乙地1,400円、丙地1,100円
(4) 工作物、物件又は施設の構造 ・法第３２条第１項第２号に掲げる物件
(5) 工事実施の方法 （長さ１メートルにつき１年）
(6) 工事の時期 外径が0.1メートル未満のもの 甲地100円、乙地48円、丙地36円
(7) 道路の復旧方法 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの 甲地150円、乙地72円、丙地53円

３ 第１項の規定による許可を受けた者（以下「道路占用者」という ）は、前項各号に 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの 甲地200円、乙地95円、丙地71円。
掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの 甲地410円、乙地190円、丙地140円
を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あ 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの 甲地1,000円、乙地480円、丙地360円
らかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。 外径が1メートル以上のもの 甲地2,000円、乙地950円、丙地710円

４ 第１項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第７７条第１項の規定の適 ・法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる施設
用を受けるものである場合においては、第２項の規定による申請書の提出は、当該地域 （占用面積１平方メートルにつき１年）
を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長 甲地3,100円、乙地1,400円、丙地1,100円
は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。
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議案第４４号参考資料（その９）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-16 建設関係事業の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

９ 先進地事例

篠 山 市 さ い た ま 市 さ ぬ き 市

１ 町道については、現行のとおり新市に引き継 １ 道路事業の取扱い １ 建設関係事業の取扱い
ぐものとする。 道路事業については、道路交通の円滑化と生 ① 町道、港湾関係事業については、現行のと

２ 町道・橋梁工事にかかる受益者の費用負担に 活環境の向上を図るため、道路の整備及び適切 おり新市に引き継ぐものとし、路線区分につ
ついては、篠山町及び丹南町の例による。 な維持管理に努めるものとする。 いては新市で調整するものとする。

３ 建設関係事業については、新市建設計画等に ２ 河川事業の取扱い ② 町道・橋梁・港湾工事に係る費用について
基づき計画的に実施し、継続事業については、 河川事業については、新市においても引き続 は、全額新市の負担とする。
新市においても引き続き実施する。 き整備を推進するとともに、適切な管理に努め ③ 建設関係事業については、新市の建設計画

４ 生活環境整備事業補助制度については、合併 るものとする。 に基づき計画的に実施し、継続事業は引き続
時に廃止する。 ３ 住宅事業の取扱い き実施する。

住宅事業については、新市においても住宅政 ２ 公営住宅の取扱い
策の推進、住宅倶給の促進及び公営住宅等の適 ① 一般公営住宅の家賃については、現行のと
正な維持管理に努めるものとする。 おりとする。なお、係数については、新市に

おいて決定する。
② 改良住宅及び特定公共賃貸住宅の家賃につ
いては、現行のとおりとする。

東 か が わ 市 山 県 市 か ほ く 市

１ 町道は、現行のとおり引継ぎ、新市において 公営住宅については現行のとおりとし、新市に 認定路線、町営駐車場及び公営住宅の運営管理
調整する。 おいても適正な維持管理に努めるとともに、公営 については、現行のとおり新市に引き継ぐものと

２ 建設関係町単独事業（道路整備事業補助、建 住宅供給の推進を図るものとする。 する。
設事業分担金、急傾斜地崩壊防止対策事業分担
金）については、合併時に廃止し、新市におい
て検討する。

３ 道路舗装等復旧負担金については、大内町の
例により調整する。



- 54 -

議案第４５号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-17 都市計画の取扱い 関 係 項 目

１ 都市計画区域、区域区分及び地域地区等の都市計画については、現行のと ３ 宅地開発指導については、合併時に新たな要綱を制定し統一する。
調 整 方 針 おり新市に引継ぎ、新市において調整する。

２ 現在施行中の都市計画事業については、新市において引き続き推進する。

現 況 調整理由・課題

１ 都市計画に関すること
１【調整理由】

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村 ・都市計画区域の未設定町村がある
ことから、合併時は現行のとおりと

(1) 当初決定：S.11.5.8 当初決定：S.11.5.9 なし 当初決定：H.9.7.1 なし 当初決定：S.51.3.15 し、新市の一体的発展と秩序ある整都市計画区域
最終変更：S.63.11.1 最終変更：S.50.5.10 最終変更： － 最終変更：H.11.8.24 備を図るため、農業振興施策との整及び区域区分
都市計画区域：全域 都市計画区域：全域 都市計画区域：一部村域 都市計画区域：一部地域を 合や土地利用の動向に配慮し、新市

面積 5,159ha 面積：2,232ha 面積2,165ha 除く村内ほぼ全域 において調整を図る必要がある。（ ） （ ） （ ）
（ ）面積 1,650ha

市街化区域及び市街化調整 市街化区域及び市街化調整 市街化区域及び市街化調整 市街化区域及び市街化調整 【課 題】
区域の区域区分：なし 区域の区域区分：なし 区域の区域区分：なし 区域の区域区分：なし ・都市計画区域や用途地域の見直し

は、土地利用の制限や都市計画税の
(2)都市計画 当初決定：S.31.3.26 当初決定：S.51.4.1 なし なし なし なし 賦課など地域住民への影響が大き

地域地区 最終変更：H.8.5.31 最終変更：H.8.5.31 く、慎重な検討が求められる。
（ ） （ ）用途地域 面積：986.0ha 用途地域 面積： 78.0ha

第1種中高層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域
(151.0ha) ( 10.0ha)

第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 ( 28.0ha) ２【調整理由】
( 25.0ha) 近隣商業地域 ( 4.0ha) ・現在施行中の都市計画事業は、都

第1種住居地域 (266.0ha) 商業地域 ( 36.0ha) 市の計画的な基盤整備を目的に進め
第2種住居地域 ( 71.0ha) られているものであり、引き続き実
準住居地域 ( 44.0ha) 施する必要がある。
近隣商業地域 ( 28.0ha)
商業地域 ( 71.0ha)
準工業地域 (200.0ha)
工業地域 (110.0ha) ３【調整理由】
工業専用地域 ( 20.0ha) ・各市町村で相違がある宅地開発指

導要綱については、無秩序な宅地開
(3)都市計画 平成11年度策定済 未策定 該当なし 平成12年度策定済 該当なし 未策定 発の防止と安全で快適な住環境整備

ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ の観点で新市域全域を同一基準で行
うことが好ましいことから、合併時

(4)都市計画 【道路】 【道路】 なし なし なし なし までに調整し新たな要綱を制定する
決定状況 路線数 20路線 路線数 5路線 必要がある。

（道路及び 延長 39.20 km 延長 4.31 km
公園・緑地 整備済み延長 12.10 km 整備済み延長 1.00 km 【課 題】）

整備率 30.9% 整備率 23.2 % ・調整にあたっては、各地域の特殊
（H15.4.1現在） （H15.4.1現在） 性や要綱制定の経過、地域住民への

【公園、緑地】 【公園、緑地】 影響等に配慮する必要がある。
街区公園：8カ所、 1.69ha 近隣公園：1カ所、 1.6ha
総合公園：1カ所、55.80ha 地区公園：1カ所、 5.0ha

公園計 57.49ha 総合公園：1カ所、 10.0ha
都市計画緑地 公園計 16.6ha

1カ所 13.5ha 風致公園：1カ所、520.0ha
（H15.4.1現在） （H15.4.1現在）
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議案第４５号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 24-17 都市計画の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

(5) ①東部土地区画整理事業 なし なし なし なし なし都市計画事業
（公共下水道 施行区域面積 37.9ha

事業除く） 事業期間 S47～H17
（補助事業完了）
四ツ角周辺土地区画整理事業②
施行区域面積 9.1ha
事業期間 H２～H26
進捗率 32.8%(建物移転比)

③中村上郷線
都市計画決定 S39.12.18
事業認可 H5～H18
事業概要 L=1290m W=27m

(6) ○渋川市宅地開発要綱 ○伊香保町土地開発事業等 ○小野上村土地開発事業指 ○子持村土地開発事業指導 ○赤城村土地開発事業指導 ○北橘村土地開発事業指導宅地開発指導
1,500㎡以上に適用 指導要綱 導要綱 要綱 要綱 要綱

【渋川市宅地開発連絡調整 1,000㎡以上に適用 2,000 1,000㎡以上に適用 1,000㎡以上に適用 1,000㎡以上に適用㎡以上
会議で審査】 高さ18ｍ以上に適用

・受付件数 ・受付件数 ・受付件数 ・受付件数 ・受付件数 ・受付件数
H11 4 H11 0 H11 3 H11 2 H11 4 H11 5
H12 4 H12 0 H12 1 H12 6 H12 5 H12 3
H13 3 H13 0 H13 3 H13 1 H13 1 H13 3
H14 8 H14 0 H14 2 H14 4 H14 4

【関係法令】

都市計画法（抜粋）
２ 都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市の住民が健康で文化的な都市

（都市計画の基本理念） 生活を享受することができるように、住宅の建設及び居住環境の整備に関する計画を定
第２条 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び めなければならない。

機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理 ３～６項省略
的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

（都市計画区域） （都市計画を定める者）
第５条 都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する 第１５条 次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。

町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通 (1) 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画
量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市とし (2) 区域区分に関する都市計画
て総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定す (3) 都市再開発方針等に関する都市計画
るものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、 ４～７号省略
都市計画区域を指定することができる。 ２項省略

２項省略 ３ 市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する
、 、 。３ 都道府県は、前２項の規定により都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじ 基本構想に即し かつ 都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない

め、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通省令で定 ４項省略
めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

４～６項省略 （施行者）
第５９条 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事の認可を受けて施行する。

（都市計画基準） ２ 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある
、 、 。第１３条 都市計画区域について定められる都市計画は、全国総合開発計画、首都圏整備 場合においては 国土交通大臣の認可を受けて 都市計画事業を施行することができる

計画、～略、地方総合開発計画、都府県総合開発計画その他の国土計画又は地方計画に ３～７項省略
関する法律に基づく計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画
に適合するとともに、当該都市の特質を考慮して、次に掲げるところに従って、土地利 （受益者負担金）
用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序あ 第７５条 国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によって著しく利益を受ける者があ
る整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。この場合 るときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を
においては、当該都市における自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならない。 受ける為に負担させることができる。
１～１８号省略 ２～７項省略
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協 議 項 目 24-17 都市計画の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

２ 先進地事例

さ い た ま 市 さ ぬ き 市 東 か が わ 市

、 、都市計画事業については、既に決定されている １ 都市計画区域については、現行のとおり引き 用途地域等については 現行のとおり引き継ぎ
事業について引き続き推進する。 継ぐものとする。 新市において調整する。

各種計画は、合併後速やかに策定する。 ２ 都市計画審議会、公聴会については、新市に
おいて新たに設置する。

３ 都市計画マスタープランについては、新市に
おいて新たに策定する。

４ 宅地等開発指導要綱については、新市におい
て新たに制定する。

山 県 市 周 南 市 か ほ く 市

都市計画については現行のとおりとし、見直し 新市移行後も現行どおりとする。なお、都市計 １ 住宅マスタープラン、都市計画マスタープラ
等については新市において調整する。 画区域や市街化区域と市街化調整区域の区域区分 ン及び緑の基本計画については、新市において

等の見直しを行う場合は、新市の基本構想や都市 新たに策定する。ただし、新計画のできるまで
計画マスタープラン等との整合性をはじめ、都市 の間は、現行のとおり新市において取扱うもの
計画審議会の意見も踏まえ対応する。 とする。

２ 都市計画区域及び都市計画道路については、
新市において新たに策定する。ただし、新計画
のできるまでの間は、現行のとおり新市におい
て取扱うものとする。

３ 都市公園の整備及び維持管理については、現
行のとおり新市に引き継ぐものとする。

時ま４ 都市公園の占用許可等については、合併
でに統一する。
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